
免許番号
(区第 号)

漁業権者
（代 表）

漁場の位置
漁業の時期
（月.日）

共有権者 存続期間
漁場の区域
関係地区

制限又は条件 備考

1 く ば 廿日市市大野鳴川 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり なし（以下同じ）

2 く ば 廿日市市大野鳴川 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

3 く ば 廿日市市宮島町長浦ノ鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

4 く ば 大竹市可部島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

5 く ば 大竹市可部島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

6 く ば 廿日市市宮島町長浦ノ鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

7 く ば 廿日市市宮島町長浦ノ鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

8 く ば 廿日市市宮島町江ノ尻浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 大野，大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

9 く ば 大竹市玖波 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

10 阿 多 田 島 大竹市阿多田島，猪子島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

11 阿 多 田 島 大竹市阿多田島，猪子島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

12 阿 多 田 島 大竹市阿多田島うどまり 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

13 阿 多 田 島 大竹市阿多田島内深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

14 阿 多 田 島 大竹市阿多田島内深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

15 阿 多 田 島 大竹市阿多田島内深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

16 阿 多 田 島 大竹市阿多田島内深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

17 阿 多 田 島 大竹市阿多田島内深浦 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

18 阿 多 田 島 大竹市阿多田島米山 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

19 阿 多 田 島 大竹市阿多田島，猪子島 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

20 阿 多 田 島 大竹市阿多田島，猪子島 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

21 地 御 前
廿日市市宮島口１丁目，阿品３丁
目

第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

22 地 御 前 廿日市市阿品３丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

23 地 御 前 廿日市市阿品３丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

24 地 御 前 廿日市市地御前 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

25 地 御 前 廿日市市地御前 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

26 地 御 前 廿日市市廿日市木材港 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

27 地 御 前
廿日市市阿品１丁目，地御前５丁
目

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

28 地 御 前 廿日市市地御前１丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

29 地 御 前 廿日市市串戸１丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

30 浜 毛 保 廿日市市下の浜 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野，大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

31 大 野 廿日市市大野２丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

32 大 野 廿日市市大野２丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

33 大 野 廿日市市宮島口西１丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

34 大 野 廿日市市宮島口西１丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

35 大 野 廿日市市宮島町御床浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 くば，大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

36 大 野 廿日市市宮島町包ヶ浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

37 大 野 廿日市市物見東１丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

38 大 野 廿日市市宮島口西１丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

漁業の種類及び名称
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39 大 野 廿日市市宮島町須屋浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

40 大 野 廿日市市宮島町下谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

41 大 野 廿日市市宮島町御床浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

42 大 野 廿日市市宮島町大江浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

43 大 野 廿日市市宮島町下室浜 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

44 大 野 廿日市市宮島町上室浜，下室浜 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

45 大 野 廿日市市宮島町多々良潟 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

46 大 野 廿日市市大野２丁目 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

47 大 野 廿日市市大野２丁目 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

48 大 野 廿日市市宮島口西１丁目 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

49 大 野 廿日市市宮島町下室浜 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

50 大 野 廿日市市宮島町多々良潟 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野町
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

51 大 野 町 廿日市市大野垣ノ浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

52 大 野 町 廿日市市大野鳴川 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

53 大 野 町 廿日市市丸石漁港 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

54 大 野 町 廿日市市宮島町南西 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 くば，大野
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

55 大 野 町 廿日市市宮島町焼山 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

56 大 野 町 廿日市市宮島町須屋浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

57 大 野 町 廿日市市宮島町下谷鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 大野
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

58 大 野 町 廿日市市宮島町御床浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

59 大 野 町 廿日市市宮島町大川浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

60 大 野 町 廿日市市物見東１丁目（屋田越） 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

61 大 野 町 廿日市市大野賀撫津（早時鼻） 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

62 大 野 町 廿日市市宮島町大江浦，大川浦 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31 大野
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

63 宮 島 廿日市市宮島町中崎鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

64 宮 島 廿日市市宮島町包ケ浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

65 宮 島 廿日市市宮島町鷹の巣浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

66 宮 島 廿日市市宮島町入浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

67 宮 島 廿日市市宮島町大砂利 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

68 宮 島 廿日市市宮島町小なきり 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

69 宮 島 廿日市市宮島町大なきり 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

70 宮 島 廿日市市宮島町米ケ浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

71 宮 島 廿日市市宮島町聖崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

72 宮 島 廿日市市宮島町聖崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

73 宮 島 廿日市市宮島町姥ケ懐 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

74 宮 島 廿日市市宮島町中崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

75 宮 島 廿日市市宮島町包ヶ浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

76 宮 島 廿日市市宮島町緑町 第1種 あさり垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり
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77 井 口 広島市西区商工センター８丁目 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

78 井 口 広島市西区商工センター８丁目 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

79 広 島 市 広島市佐伯区吉見新開 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

80 広 島 市 広島市佐伯区津久根島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

81 広 島 市 広島市佐伯区津久根島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

82 広 島 市 広島市佐伯区津久根島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

83 広 島 市 広島市佐伯区津久根島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

84 広 島 市 広島市西区観音新町４丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

85 広 島 市 広島市西区観音新町４丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

86 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

87 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

88 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

89 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

90 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

91 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

92 広 島 市 広島市中区江波沖町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

93 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 仁保
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

94 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 仁保
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

95 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 仁保
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

96 広 島 市 広島市南区峠島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

97 広 島 市 広島市南区峠島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

98 広 島 市 広島市南区峠島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 仁保
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

99 広 島 市 広島市南区似島町長谷 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

100 広 島 市 広島市南区似島町似島学園 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

101 広 島 市 広島市南区似島町大黄 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

102 広 島 市 広島市南区似島町大黄 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

103 広 島 市 広島市南区似島町深浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

104 広 島 市 広島市南区似島町二階 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

105 広 島 市 広島市南区似島町大谷 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

106 広 島 市 広島市南区似島町ろくじょうの鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

107 広 島 市 広島市南区弁天島，小弁天島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

108 広 島 市
広島市西区観音新町４丁目（太田
川放水路）

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

109 広 島 市
広島市西区観音新町１丁目（天満
川）

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

110 広 島 市
広島市西区南観音8丁目（天満
川）

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

111 広 島 市 広島市南区似島町長谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

112 広 島 市 広島市南区似島町大黄 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

113 広 島 市 広島市南区似島町大黄 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

114 広 島 市 広島市南区似島町外方鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり
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115 広 島 市 広島市南区似島町外方鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

116 広 島 市 広島市南区似島町深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

117 広 島 市 広島市南区似島町二階 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

118 広 島 市 広島市南区似島町二階 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

119 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31 仁保，大河
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

120 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31 仁保，大河
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

121 広 島 市 広島市南区元宇品町 第1種
わかめ養殖業
こんぶ養殖業

10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

122 広 島 市
広島市西区観音新町４丁目（太田
川放水路）

第1種 わかめ養殖業 11.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

123 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30 仁保，大河
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

124 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

125 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30 仁保，大河
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

126 広 島 市 広島市西区観音新町４丁目 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

127 広 島 市 広島市佐伯区吉見新開 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

128 広 島 市 広島市南区金輪島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

129 坂 町 安芸郡坂町森山 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 仁保
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

130 坂 町 安芸郡坂町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

131 坂 町 安芸郡坂町亀石鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

132 坂 町 安芸郡坂町小屋浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

133 坂 町 安芸郡坂町森山 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

134 坂 町 安芸郡坂町森山 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

135 坂 町 安芸郡坂町森山 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

136 坂 町 呉市仁方本町３丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

137 小 竹 浩 雄 広島市南区似島町外方鼻 第1種 真珠養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊１のとおり

138 三 高 江田島市沖美町三吉，高祖 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

139 三 高 江田島市沖美町三吉 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

140 三 高 江田島市沖美町三吉 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

141 三 高 江田島市沖美町三吉 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

142 三 高 江田島市沖美町三吉 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

143 美 能 江田島市沖美町絵の島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

144 美 能 江田島市沖美町絵の島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

145 美 能 江田島市沖美町大奈佐美島北側 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

146 美 能 江田島市沖美町亀内 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

147 美 能 江田島市沖美町大黒神島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 三高，鹿川，沖
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

148 美 能 江田島市沖美町美能漁港 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 三高，鹿川
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

149 美 能 江田島市沖美町美能大泊 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

150 美 能 江田島市沖美町高祖 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

151 美 能
江田島市沖美町大黒神島白瀬船着
場

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

152 美 能 江田島市沖美町岸根の鼻 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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153 沖
江田島市沖美町大黒神島（白瀬
川）

第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

154 内 能 美 江田島市江田島町津久茂裏長浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

155 内 能 美 江田島市江田島町津久茂裏長浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 江田島
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

156 内 能 美 江田島市大柿町飛渡瀬 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

157 内 能 美 江田島市能美町高田，中町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

158 内 能 美 江田島市能美町高田松ケ窪 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

159 内 能 美 江田島市能美町高田遠崎の鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

160 内 能 美 江田島市大柿町飛渡瀬 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

161 内 能 美 江田島市大柿町飛渡瀬高須新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

162 内 能 美 江田島市大柿町飛渡瀬大盤新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

163 内 能 美
江田島市能美町岡村新開，大柿町
落走新開

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

164 内 能 美 江田島市能美町中町坪崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

165 内 能 美 江田島市能美町中町大あじろ 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

166 内 能 美 江田島市能美町中町長瀬 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

167 内 能 美 江田島市能美町中町胡川 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

168 内 能 美 江田島市能美町石井新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

169 内 能 美 江田島市能美町石井新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

170 内 能 美 江田島市能美町高田南区船だまり 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

171 内 能 美 江田島市能美町高田松ケ窪 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

172 内 能 美 江田島市能美町高田湯田 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

173 内 能 美 江田島市能美町高田遠崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

174 内 能 美 江田島市能美町高田遠崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

175 内 能 美 江田島市能美町高田遠崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

176 内 能 美 江田島市能美町高田とうあみだ 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

177 鹿 川 江田島市能美町鹿川大矢 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

178 鹿 川 江田島市能美町鹿川鎌木 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

179 鹿 川 江田島市沖美町大黒神島深浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 美能
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

180 鹿 川 江田島市能美町鹿川大矢 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

181 鹿 川 江田島市能美町鹿川大矢 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

182 鹿 川 江田島市能美町鹿川 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

183 鹿 川 江田島市能美町鹿川文久新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

184 大 原 江田島市大柿町小古江 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

185 大 原 江田島市大柿町深江大附 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

186 大 原 江田島市大柿町大原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

187 大 原 江田島市大柿町小古江 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

188 大 原 江田島市大柿町小古江 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

189 深 江 江田島市大柿町深江大附 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

190 深 江 江田島市大柿町沖野島片山鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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191 深 江 江田島市大柿町沖野島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

192 深 江 江田島市大柿町沖野島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

193 深 江 江田島市大柿町沖野島大番 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

194 深 江 江田島市大柿町深江白水 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

195 深 江
江田島市大柿町深江大附ガンコウ
ジ

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

196 深 江 江田島市沖美町大黒神島白瀬川 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 沖
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

197 深 江 江田島市沖美町大黒神島深浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31 沖
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

198 深 江 江田島市大柿町深江白水 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

199 深 江 江田島市大柿町沖野島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

200 大 柿 町 江田島市大柿町大原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

201 大 柿 町 江田島市大柿町大原黒嶽 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

202 大 柿 町 江田島市大柿町大君臼ヶ浦，長浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

203 大 柿 町 江田島市大柿町大君明神鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

204 大 柿 町 江田島市大柿町大君 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

205 大 柿 町 江田島市大柿町引島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

206 大 柿 町 江田島市大柿町柿浦漁港 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

207 大 柿 町 江田島市大柿町大君坪土 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

208 大 柿 町 江田島市大柿町大君中の鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

209 大 柿 町 江田島市大柿町大君中の鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

210 大 柿 町 江田島市大柿町大君王泊 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

211 大 柿 町 江田島市大柿町大君源八鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

212 大 柿 町 江田島市大柿町大君 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

213 大 柿 町 江田島市大柿町大君コシマ鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

214 大 柿 町 江田島市大柿町大君明神鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

215 大 柿 町 江田島市大柿町大君 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

216 大 柿 町 江田島市大柿町柿浦三束新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

217 大 柿 町 江田島市大柿町柿浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

218 大 柿 町 江田島市大柿町大君中の鼻 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

219 大 柿 町 江田島市大柿町大君中の鼻 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

220 東 江 江田島市江田島町二ツ小島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 切串
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

221 東 江 江田島市江田島町高須浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

222 東 江 江田島市江田島町小用ももだか 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

223 東 江 江田島市江田島町小用鳥ノ首 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

224 東 江 江田島市江田島町秋月若宮 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

225 東 江 江田島市江田島町秋月 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 大柿町，音戸
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

226 東 江 江田島市江田島町鷲部ひるがさこ 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

227 東 江 江田島市江田島町江南 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

228 江 田 島 江田島市能美町松ヶ鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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229 江 田 島 江田島市江田島町鷲部 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

230 江 田 島 江田島市江田島町大原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

231 江 田 島 江田島市江田島町差須浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

232 江 田 島 江田島市江田島町江関 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

233 江 田 島 江田島市江田島町小用ももだか 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

234 江 田 島 江田島市江田島町鷲部 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

235 江 田 島 江田島市江田島町宮ノ原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

236 江 田 島 江田島市江田島町津久茂 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

237 江 田 島 江田島市江田島町津久茂 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

238 江 田 島 江田島市江田島町大須 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

239 江 田 島 江田島市江田島町切串 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

240 切 串 江田島市江田島町幸の浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31 東江，江田島
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

241 切 串 江田島市江田島町江関 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

242 切 串 江田島市江田島町切串 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

243 切 串 江田島市江田島町切串神が浦鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

244 切 串 江田島市江田島町江関 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

245 切 串 江田島市江田島町江関 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

246 切 串 江田島市江田島町切串東新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

247 音 戸 呉市音戸町波多見大浦崎 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

248 音 戸 呉市音戸町波多見大浦崎 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

249 音 戸 呉市音戸町波多見小学校 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

250 音 戸 呉市音戸町波多見 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

251 音 戸 呉市音戸町波多見大浦崎 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

252 音 戸 呉市阿賀町小情島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

253 音 戸 呉市音戸町波多見赤崎 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

254 音 戸 呉市音戸町畑区西新開 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

255 音 戸 呉市音戸町渡子 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

256 音 戸 呉市音戸町波多見 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

257 音 戸 呉市音戸町波多見田ノ浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

258 音 戸 呉市音戸町畑区 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

259 音 戸 呉市音戸町波多見大浦崎 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

260 音 戸 呉市音戸町波多見大浦崎 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

261 田 原 呉市音戸町田原猿ヶ鼻 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

262 田 原 呉市音戸町田原下大田 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

263 田 原 呉市音戸町田原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

264 田 原 呉市音戸町田原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

265 田 原 呉市音戸町田原猿ヶ鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

266 田 原 呉市音戸町田原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

267 田 原 呉市音戸町田原俵石 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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268 田 原 呉市音戸町田原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

269 田 原 呉市安浦町大泊新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

270 早 瀬 呉市音戸町早瀬流田 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

271 早 瀬 呉市音戸町早瀬藤の脇 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

272 早 瀬 呉市音戸町早瀬ホーシ鼻 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

273 早 瀬 呉市音戸町早瀬下流田 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

274 早 瀬
呉市音戸町早瀬サタメの埋立地北
側

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

275 倉 橋 西 部 呉市倉橋町本浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

276 倉 橋 西 部 呉市倉橋町本浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

277 倉 橋 西 部 呉市倉橋町重生 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

278 倉 橋 西 部 呉市倉橋町重極 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

279 倉 橋 西 部 呉市倉橋町重極，鳴滝，光ヶ瀬 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

280 倉 橋 西 部 呉市倉橋町宇和木 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

281 倉 橋 西 部 呉市倉橋町重極 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

282 倉 橋 西 部 呉市倉橋町宇和木 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

283 倉 橋 西 部 呉市倉橋町大向 第1種 ひじき養殖業 10.1～翌年6.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

284 倉 橋 島 呉市倉橋町弁天島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

285 倉 橋 島 呉市倉橋町弁天島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

286 倉 橋 島 呉市倉橋町トロブ 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

287 倉 橋 島 呉市倉橋町脇田，塩屋，先田 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

288 倉 橋 島 呉市倉橋町洲の崎 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

289 倉 橋 島 呉市倉橋町飛路井 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

290 倉 橋 島 呉市倉橋町亀ヶ首 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

291 倉 橋 島 呉市倉橋町鹿老渡 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

292 倉 橋 島 呉市倉橋町大江 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

293 倉 橋 島 呉市倉橋町大江 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

294 倉 橋 島 呉市倉橋町長谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

295 倉 橋 島 呉市倉橋町トロブ 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

296 倉 橋 島 呉市倉橋町先田 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

297 倉 橋 島 呉市倉橋町洲の崎 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

298 倉 橋 島 呉市倉橋町大尻郷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

299 倉 橋 島 呉市倉橋町洲の崎 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

300 倉 橋 島 呉市倉橋町石持 第1種 わかめ養殖業 11.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

301 下 蒲 刈 町 呉市下蒲刈町上黒島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

302 下 蒲 刈 町 呉市下蒲刈町塩浜新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

303 下 蒲 刈 町 呉市下蒲刈町鳩岡 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

304 下 蒲 刈 町 呉市下蒲刈町宇都迫 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

305 下 蒲 刈 町 呉市蒲刈町向福泊 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

306 吉 浦 呉市天応大浜３丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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307 吉 浦 呉市汐見町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

308 吉 浦 呉市狩留賀町 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

309 吉 浦 呉市天応大浜２丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

310 吉 浦 呉市若葉町大麗女島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

311 阿 賀 呉市阿賀南一文字防波堤 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

312 阿 賀 呉市阿賀町情島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

313 阿 賀 呉市阿賀町小情島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

314 阿 賀 呉市阿賀南１丁目 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

315 阿 賀 呉市阿賀南８丁目大入 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

316 阿 賀 呉市阿賀南７丁目 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

317 阿 賀 呉市阿賀南１丁目，２丁目 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

318 阿 賀 呉市阿賀南一文字防波堤 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

319 阿 賀 呉市阿賀南一文字防波堤 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

320 広 呉市広多賀谷４丁目埋立地 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

321 広 呉市広長浜４丁目 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

322 広 呉市阿賀南１丁目（黒瀬川） 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

323 広 呉市広多賀谷２丁目（黒瀬川） 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

324 広 呉市広小坪１丁目 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

325 広 呉市広小坪２丁目 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

326 広 呉市広長浜３丁目 第1種
魚類小割式養殖業
あさり垂下式養殖業

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

327 広 呉市広小坪１丁目 第1種
魚類小割式養殖業
あさり垂下式養殖業

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

328 仁 方 呉市仁方本町３丁目 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

329 安 浦 呉市安浦町三津口深之浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

330 安 浦 呉市安浦町柏島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

331 安 浦 呉市安浦町柏島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

332 安 浦 呉市安浦町三津口小日之浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

333 安 浦 呉市安浦町三津口日之浦 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

334 安 浦 呉市安浦町三津口日之浦亀戸新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

335 安 浦 呉市安浦町三津口日之浦亀戸新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

336 安 浦
呉市安浦町水尻しょうろ新開，水
尻新開

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

337 安 浦 呉市安浦町水尻しょうろ新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

338 安 浦 呉市安浦町水尻しょうろ新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

339 安 浦 呉市安浦町三津口実成新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

340 安 浦 呉市安浦町三津口子の浦新開 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

341 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

342 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

343 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

344 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

345 早 田 原
東広島市安芸津町風早観音浜干拓
地

第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり
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346 早 田 原
東広島市安芸津町風早安芸津干拓
地

第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

347 早 田 原 東広島市安芸津町龍王島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

348 早 田 原 東広島市安芸津町龍王島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

349 早 田 原 東広島市安芸津町大芝島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

350 早 田 原 東広島市安芸津町大芝島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

351 早 田 原 東広島市安芸津町大芝島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

352 早 田 原 東広島市安芸津町大芝島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

353 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

354 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

355 早 田 原 東広島市安芸津町小松原 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

356 早 田 原
東広島市安芸津町風早観音浜干拓
地

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

357 早 田 原
東広島市安芸津町風早観音浜干拓
地

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

358 早 田 原
東広島市安芸津町風早安芸津干拓
地

第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

359 安 芸 津 東広島市安芸津町三津三協化成㈱ 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

360 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

361 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

362 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

363 安 芸 津 東広島市安芸津町三津 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

364 安 芸 津 東広島市安芸津町三津 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

365 安 芸 津 東広島市安芸津町藍之島 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

366 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

367 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

368 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷小宿根 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

369 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷大宿根 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

370 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷二馬手 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

371 安 芸 津 東広島市安芸津町木谷二馬手 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

372 安 芸 津 東広島市安芸津町藍之島 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

373 大 崎 内 浦 豊田郡大崎上島町大串城ヶ浜 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

374 大 崎 内 浦 豊田郡大崎上島町大串州の鼻 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

375 大 崎 内 浦 豊田郡大崎上島町大串西野干拓地 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

376 大 崎 内 浦
豊田郡大崎上島町大相賀島，小相
賀島

第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

377 大 崎 内 浦 豊田郡大崎上島町長島 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

377 大崎内浦 豊田郡大崎上島町長島 第1種
あかもく
わかめ

あかもく　1.1～12.31
わかめ　10.1～翌年4.30

H30.9.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

R2.10.1～
漁業の種類変更・漁場拡大

378 芸 南 竹原市吉名町宗越 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

379 芸 南 竹原市吉名町柏 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

380
㈱愛媛真珠
養 殖

東広島市安芸津町小松原小学校 第1種 真珠養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

381
㈱愛媛真珠
養 殖

東広島市安芸津町木谷 第1種 真珠養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

382
㈱愛媛真珠
養 殖

東広島市安芸津町大字木谷 第1種 真珠養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊２のとおり

欠番
H30.9.1～
R5.8.31

－10－



免許番号
(区第 号)

漁業権者
（代 表）

漁場の位置
漁業の時期
（月.日）

共有権者 存続期間
漁場の区域
関係地区

制限又は条件 備考漁業の種類及び名称

384 三 原 市 三原市鷺浦町小佐木島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

385 瀬 戸 田 尾道市瀬戸田町垂水 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

386 瀬 戸 田 尾道市瀬戸田町垂水 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

387 尾 道 東 部 尾道市東尾道松永湾干拓地 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

388 尾 道 東 部 尾道市向東町歌 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

389 尾 道 東 部 尾道市向東町加島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

390 尾 道 東 部 尾道市向東町松本新開 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

391 向 島 町 尾道市向島町上江府島 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

392 向 島 町 尾道市向島町串山 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

393 向 島 町 尾道市向島町上江府島 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

394 向 島 町 尾道市向島町串山 第1種 いがい養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

395 向 島 町 尾道市向島町上江府島 第1種 いがい養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

396
田尻あんず
の 里

福山市田尻町 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

397
田尻あんず
の 里

福山市田尻町 第3種 あさり養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

398
田尻あんず
の 里

福山市田尻町 第1種 かき延縄垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

398
田尻あんず
の 里

福山市田尻町 第1種
かき延縄垂下式
あさり垂下式
あかがい

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

R2.10.1～
魚種追加

399 鞆 の 浦 福山市鞆町 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

400 鞆 の 浦 福山市鞆町 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

401 鞆 の 浦 福山市鞆町 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

402 走 島 福山市走島町走島神原 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

403 走 島 福山市走島町走島南浦，金山鼻 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

404 走 島 福山市走島町加治屋島 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

405 走 島 福山市走島町袴島 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

406 走 島 福山市走島町宇治島 第1種 のり養殖業 10.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

407 千 年 福山市沼隈町能登原小桜 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

408 千 年 福山市沼隈町能登原小桜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

408 千 年 福山市沼隈町能登原小桜 第1種
かき筏垂下式
あさり垂下式

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

R2.10.1～
魚種追加

409 千 年 福山市沼隈町能登原小桜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

409 千 年 福山市沼隈町能登原小桜 第1種
かき筏垂下式
あさり垂下式

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

R2.10.1～
魚種追加

410 横 島 福山市内海町田島横田漁港 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

410 横 島 福山市内海町田島横田漁港 第1種
魚類小割式
かき筏垂下式
あさり垂下式

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

R2.10.1～
魚種追加

411 横 島 福山市内海町横島大浜 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

412 横 島 福山市内海町横島小入僧 第1種 わかめ養殖業 10.1～翌年4.30
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

413 横 島 福山市内海町横島志垣 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

414 横 島 福山市内海町横島入双 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

415 横 島 福山市内海町横島大浜 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

416 田 島 福山市内海町田島番川原，大浦 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.20
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

417 田 島 福山市内海町田島天満 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.20
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり
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418 田 島 福山市内海町田島牛ノ首 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.20
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

419 田 島 福山市内海町矢ノ島 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.20
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

420 田 島 福山市内海町田島小箱 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.20
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

421 田 島 福山市内海町田島 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

422 田 島 福山市内海町横島巳の浜 第1種 のり養殖業 11.1～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

423 田 島 福山市沼隈町阿伏兎 第1種 のり養殖業 9.20～翌年3.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

424 田 島 福山市鞆町平 第1種 のり養殖業 9.20～翌年2.末
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

425 田 島 福山市内海町田島横田漁港 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

426 田 島 福山市内海町田島内浦 第1種
魚類小割式養殖業
あさり垂下式養殖業

1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

427 田 島 福山市内海町矢ノ島 第1種 魚類小割式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

428 田 島 福山市内海町田島牛ノ首 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

429 田 島 福山市内海町田島内浦 第1種 かき筏垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

430 田 島 福山市内海町田島内浦 第1種 かき延縄垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

431 田 島 福山市内海町田島小箱 第1種 かき延縄垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

432 田 島 福山市内海町田島釜谷 第1種 かき杭打垂下式養殖業 1.1～12.31
H30.9.1～
R5.8.31

別冊３のとおり

433 阿　　　賀 呉市阿賀南8丁目 第1種 わかめ 10.1～翌年4.30
R2.10.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

新規
R2.10.1～

434 呉　豊　島 呉市豊浜町豊島山崎 第1種 わかめ 10.1～翌年4.30
R2.10.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

新規
R2.10.1～

435 呉　豊　島 呉市豊浜町立花 第1種 わかめ 10.1～翌年4.30
R2.10.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

新規
R2.10.1～

436 走　　　島 福山市走島町走島唐船 第1種 かき延縄垂下式 1.1～12.31
R2.10.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

新規
R2.10.1～

437 横　　　島 福山市内海町横島防地 第1種 かき杭打垂下式 1.1～12.31
R2.10.1～
R5.8.31

R2短期免許（区
画）のとおり

新規
R2.10.1～

－12－



平 成 3 0 年 ５ 月 １ 日 

広 島 県 報 定 期 第 34 号                             

 

 

 

   漁業法第 11 条の規定に基づく 

免許の内容たるべき事項など 

 

 

（ 区 画 漁 業 権 ） 

平成 30 年広島県告示第 430号の別冊３冊のうち１ 

 

 

          

          

 

 

               

 

 

 

           免許予定日 平成 30年９月１日 

 

           存 続 期 間      免許の日から 

                 平成 35年８月 31日まで 

 

           申 請 期 間      平成 30年５月１日から 

                 平成 30年７月 15日まで

 大竹市，廿日市市，広島市                 

 安芸郡坂町 海面 

R3.6 水産庁提供用に公示後訂正部分を修正 
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１  公示番号            区第１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野鳴川地先 
        漁場の区域   次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大竹市と廿日市市との海岸線における境界（鳴川川河口中央） 
    〃   ２  大野ヤクショウ鼻西側付け根（護岸との交点）から護岸沿い西へ

150 メートルの所（階段西側付け根） 
    ア      １から 155 度 780 メートルの所 
    イ      〃      530 メートルの所 
    ウ      ２から大竹市可部島北西端を見通す線上 300 メートルの所 
    エ      〃                  550 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。） 
 
１  公示番号            区第２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野鳴川地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大竹市と廿日市市との海岸線における境界（鳴川川河口中央） 
    〃   ２  大野ヤクショウ鼻西側付け根（護岸との交点）から護岸沿い西へ

150 メートルの所（階段西側付け根） 
    ア      １から 155 度 1,130 メートルの所 
    イ      〃      880 メートルの所 
    ウ      ２から大竹市可部島北西端を見通す線上 650 メートルの所 
    エ      〃                  900 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。） 
 
１  公示番号            区第３号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町長浦ノ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  長浦ノ鼻（平根鼻） 
    〃   ２  宮島町須屋浦大石北の鼻  
    ア      １から大竹市玖波町行者山の高を見通す線上 200 メートルの所 
    イ      〃                    500 メートルの所 
    ウ      １から廿日市市大野小ヤクショウ鼻を見通す線上630メートルの

所 
    エ      ２から大野ヤクショウ鼻東側付け根（国道２号線トンネル東口）

を見通す線上 280 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。） 
 
１  公示番号            区第４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市可部島地先 
        漁場の区域    次のアエ，エオ，オク，クアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，イウ，ウカ，カキ，キイを結んだ 4 直線によって囲

まれた区域を除く。 
    基 点 １  可部島西端 
    ア      １から 326 度 30 分 80 メートルの所 
    イ      〃        560 メートルの所 
    ウ      〃        740 メートルの所 
    エ      〃        1,230 メートルの所 
    オ      〃  339 度 30 分 1,380 メートルの所 
    カ      〃  346 度 30 分 910 メートルの所 
    キ      〃  351 度 30 分 740 メートルの所 
    ク      〃  24 度 370 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。） 
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１  公示番号            区第５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市可部島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イオ，オカ，カアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，ウエ，エキ，キク，クウを結んだ 4 直線とによって

囲まれた区域を除く。 
    基 点 １  可部島西端 
    ア      １から 216 度 45 分 200 メートルの所 
    イ      〃        600 メートルの所 
    ウ      〃  260 度 30 分 660 メートルの所 
    エ      〃    277 度 800 メートルの所 
    オ      〃  292 度 30 分 1,190 メートルの所 
    カ      〃  312 度 30 分 1,170 メートルの所 
    キ      〃  306 度 700 メートルの所 
    ク      〃  298 度 470 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市玖波１～８丁目 
 
１  公示番号            区第６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                  時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町長浦ノ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

アを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町須屋浦大石北の鼻 
    〃   ２  １から南西へ１番目の鼻北端 
    ア      １から大竹市小方２丁目亀居城跡の高を見通す線上 50 メートル

の所 
    イ      〃                     と距岸 10 メー

トルの線との交点 
    ウ      ２からアを見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  大竹市玖波１～８丁目 
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１  公示番号            区第７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町長浦ノ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エ，エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  長浦ノ鼻（平根鼻）から北へ１番目の鼻南側付け根 
    〃   ２  〃        北側付け根 
    ア      １から大竹市小方２丁目亀居城跡の高を見通す線上 50 メートル

の所 
    イ      〃                     と距岸 10 メー

トルの線との交点 
    ウ      ２から亀居城跡の高を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    エ      〃            線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市玖波１～８丁目 
 
１  公示番号            区第８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町江ノ尻浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江ノ尻浦北の鼻 
    〃   ２  宮島町あての木の鼻から北東へ２番目の鼻 
    ア      １から大竹市可部島西端を見通す線と距岸 10 メートルの線との

交点 
    イ      〃                上 50 メートルの所 
    ウ      ２から大竹市玖波町行者山の高（313.5 メートル）を見通す線上

55 メートルの所 
    エ      〃                           と

距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。），廿日市市林が原 



5 
 

１  公示番号            区第９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年４月 30 日まで 

（２）漁場の位置及び区域 

        漁場の位置    大竹市玖波地先 

        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

    基 点 １  大竹市玖波２丁目４号防波堤南東端 

    〃   ２  〃               から防波堤沿い北東へ 270メ

ートル(１番目の曲り角)の所 

    ア      １から大竹市可部島南端を見通す線上 100メートルの所 

    イ      〃                  40メートルの所 

    ウ      ２から大竹市可部島北端を見通す線上 40メートルの所 

    エ      〃                 100メートルの所 

３ 地元地区  大竹市（ただし，阿多田を除く。） 

 

１  公示番号            区第１０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島，猪子島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大竹市阿多田猪子島西側防波堤北側付け根から東へ 6.5 メートル

の所（旧かき殻堆積デッキ西側付け根） 
    基 点 ２  〃             の先端から 1 番目の曲り角 
    ア      １から廿日市市宮島町青海苔浦東の鼻突端を見通す（351 度 30

分）線上 1,170 メートルの所 
    イ      ２から宮島町岩船山山頂（467 メートル）を見通す（337 度）線

上 630 メートルの所 
    ウ      １から宮島町厳島南東端（鷹ノ巣浦）を見通す（17 度）線上 460

メートルの所 
    エ      〃                          1,060

メートルの所 
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３ 地元地区  大竹市阿多田 
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１  公示番号            区第１１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島，猪子島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大竹市阿多田阿多田漁港本浦西物揚場沖防波堤突端から防波堤沿

い北へ 21 メートルの所 
    〃   ２  〃     猪子島埋立地西側護岸の東側付け根（巻揚施設機械

室入口正面の護岸点） 
    〃   ３  阿多田島と猪子島を結ぶ防波堤中央部東側曲り角から防波堤沿い

北東へ 40 メートルの所 
    〃   ４  猪子島西側防波堤北側付け根から東へ 6.5 メートルの所（旧かき

殻堆積デッキ西側付け根） 
    ア      １から廿日市市宮島町岩船山山頂（467 メートル）を見通す（340

度）線上 2,020 メートルの所 
    イ      ２から宮島町革篭鼻を見通す（314 度 30 分）線上 1,560 メート

ルの所 
    ウ      ３から岩船山山頂（467 メートル）を見通す（338 度）線上 1,060

メートルの所 
    エ      ４から宮島町青海苔浦東の鼻突端を見通す（351 度 30 分）線上

1,400 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島うどまり地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿多田島うどまりの鼻南側付け根の浜北端 
    〃   ２  〃                南端    
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    ア      １から 150 度 5 メートルの所 
    イ      ２から 145 度 5 メートルの所 
    ウ      〃      30 メートルの所 
    エ      １から 150 度 30 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島内深浦地先 
        漁場の区域    次の２ア，アイ，イ１，１・２を結んだ 4 直線によって囲まれた

区域 
    基 点 １  内深浦南奥護岸西端から海岸沿い北へ 40 メートルの所 
    〃   ２  １から 34 度の線と海岸線との交点 
    ア      ２から内深浦南奥護岸東端を見通す線上 20 メートルの所 
    イ      １から内深浦南奥護岸東端を見通す線上 20 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島内深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  内深浦南奥護岸東端から護岸沿い北西へ 110 メートルの所 
    〃   ２  〃                   100 メートルの所 
    〃   ３  〃                  30 メートルの所 
    ア      １から護岸に直角に 25 メートルの所 
    イ      ２から護岸に直角に 25 メートルの所 
    ウ      〃         40 メートルの所 
    エ      ３から阿多田島とまりの鼻西端を見通す線上 40 メートルの所 
    オ      〃                    5 メートルの所 
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    カ      １から護岸に直角に 5 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島内深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿多田島とまりの鼻南側付け根に接する石積護岸北端（スベリの

南側）から海岸沿い南西へ 160 メートルの所 
    〃   ２  １から海岸沿い南西へ 45 メートルの所 
    ア      １から阿多田島長浦鼻北端を見通す線上 30 メートルの所 
    イ      〃                  5 メートルの所 
    ウ      ２から阿多田島出口の鼻を見通す線上 5 メートルの所 
    エ      〃                30 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島内深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿多田島とまりの鼻南側付け根に接する石積護岸北端（スベリの

南側） 
    〃   ２  １から海岸沿い南西へ 70 メートルの所 
    ア      １から 270 度 30 メートルの所 
    イ      〃      5 メートルの所 
    ウ      ２から 270 度 15 メートルの所 
    エ      〃      45 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
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１  公示番号            区第１７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島内深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 7直線

によって囲まれた区域 

    基 点 １  阿多田島長浦鼻北端 

    〃   ２  〃   ヨケ鼻北西端 

    〃   ３  〃   とまりの鼻西側の岩 

    〃   ４  〃   内深浦南奧護岸東端 

    〃   ５  ４から護岸沿い北西へ 60メートルの所（スベリの中央） 

    〃   ６  阿多田島うどまりの鼻南側付け根 

    ア      １から２を見通す線上 390メートルの所 

    イ      ウから廿日市市宮島町青海苔浦から西へ２番目の山の高（202 メ 

                      ートル）を見通す線と１から２を見通す線との交点 

    ウ      ３から６を見通す線上 10メートルの所 

    エ      ４から３を見通す線上 100メートルの所 

    オ      ５から 0度 100メートルの所 

    カ      ３から６を見通す線と５から 0度の線との交点 

    キ      ６から３を見通す線上 250メートルの所 

３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4直線によって囲まれた区

域 

    基 点 １  阿多田島とまりの鼻西側の岩 

    〃   ２  〃   ヨケの鼻西側の浜の中央の岩（二つある浜を隔てる中央

の岩） 

    ア      １から廿日市市宮島町青海苔浦から西へ２番目の山の高（202 メ 

                      ートル）を見通す線上 110メートルの所 
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    イ      〃 

           〃          320メートルの所 

    ウ      ２から宮島町弥山の高（530メートル）を見通す線上 320メート 

                      ルの所 

    エ      〃                       110メート 

                      ルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第１９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島，猪子島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  阿多田島ミシリノ鼻から北西へ１番目の鼻 
    〃   ２  〃   と猪子島を結ぶ防波堤の猪子島側の北側付け根 
    〃   ３  猪子島西側防波堤の北側付け根から防波堤沿い西へ 26 メートル

の所 
    ア      １から大竹市可部島南端を見通す線上 800 メートルの所 
    イ      ２から廿日市市宮島町革篭崎を見通す線上 1,570 メートルの所 
    ウ      ３から宮島町厳島南東端（鷹ノ巣浦）を見通す線上 460 メートル

の所 
    エ      〃                      150 メートル

の所 
    オ      １から猪子島北端を見通す線上 160 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 
１  公示番号            区第２０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    大竹市阿多田島，猪子島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区
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域 
    基 点 １  阿多田島ミシリノ鼻から北西へ 1 番目の鼻 
    〃   ２  〃   と猪子島を結ぶ防波堤中央部東側曲がり角 
    〃   ３  ２から防波堤沿い北東へ 30 メートルの所 
    〃   ４  猪子島西側防波堤の南側付け根 
    ア      １から猪子島の高（82 メートル）を見通す線上 230 メートルの

所 
    イ      〃                     と２から猪子島西

側防波堤の曲がり角（４から防波堤沿い西へ 108 メートルの所）

を見通す線との交点 
    ウ      ２から４を見通す線上 130 メートルの所 
    エ      ３からミシリノ鼻北東端を見通す線上 210 メートルの所 
３ 地元地区  大竹市阿多田 
 

１  公示番号            区第２１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島口１丁目，阿品３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
    基 点 １  宮島口１丁目宮島競艇場南側防波堤突端から防波堤沿い南西 180 

           メートルの所 

    基 点 ２  阿品３丁目南側埋立地南西角（東側）から護岸沿い東へ 200 メート

ルの所 

    ア      １から廿日市市宮島町長浜護岸西端の階段東側付根を見通す線上 

           670 メートルの所 

    イ      〃    

                 200 メートルの所 

    ウ      ２から 132度 23分 30秒の線上 380メートルの所 

    エ      〃                           850メートルの所 

３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２２号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市阿品３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，海底電線保護区域を除く。 
    基 点 １  阿品 3 丁目南側埋立地北東角（南側）から護岸沿い南西へ 160 メ

ートルの所 
    〃   ２  〃            （北側） 
    ア      １から広島市南区似島地獄鼻を見通す線上 370 メートルの所 
    イ      〃                   270 メートルの所 
    ウ      ２から地獄鼻を見通す線上 180 メートルの所 
    エ      〃            280 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市阿品３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿品３丁目北側埋立地（旧ヒロシマナタリー）南東角（東側）か

ら護岸沿い北東へ 90 メートルの所 
    〃   ２  〃                      北東角（南側） 
    ア      １から広島市南区弁天島北端を見通す線上 340 メートルの所 
    イ      〃                   240 メートルの所 
    ウ      ２から南区小弁天島の高を見通す（94 度）線上 70 メートルの所 
    エ      〃                     170 メートルの 
                      所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
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        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市地御前地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，地御前漁港に通じる航路（イウ間の幅員 245 メート

ル，エア間の幅員 220 メートル）の区域を除く。 
    基 点 １  地御前 5 丁目ハートコ火立岩埋立地艇庫前の南側階段上部付け根

から護岸沿い南へ 36 メートルの所（排水口） 
    〃   ２  廿日市市木材港南南側護岸南東角から南西へ１番目の護岸角 
    ア      １から廿日市市宮島町聖崎の西の鼻西端を見通す（155 度 30 分）

線上 1,730 メートルの所 
    イ      〃 
           〃  675 メートルの所 
    ウ      ２から江田島市沖美町大奈佐美島北東端を見通す線上670メート

ルの所 
    エ      〃                        1,680 メー

トルの所  
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市地御前地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  地御前５丁目ハートコ火立岩埋立地艇庫前の南側階段北側付け根

から護岸沿い南へ 36 メートルの所 
    〃   ２  〃     地御前漁港北側埋立地東側付け根（内角）から護岸

沿い北東へ 15 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮島町聖崎の西の鼻西端を見通す（155 度 30 分）

線上 570 メートルの所 
    イ      〃 
           〃  370 メートルの所 
    ウ      ２から宮島町せんご鼻東端を見通す（156 度 30 分）線上 1,015
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メートルの所 
    エ      〃                         1,220           

メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市廿日市木材港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  廿日市市地御前１丁目護岸東角（御手洗川河口右岸角）から護岸

沿い南西へ 155 メートルの所 
    〃   ２  〃   串戸１丁目埋立地護岸東角から護岸沿い南西へ 55 メー

トルの所 
    ア      １から廿日市市宮島町せんご鼻東端を見通す線上 1,010 メートル

の所 
    イ      〃                     810 メートルの

所 
    ウ      ２から江田島市沖美町絵の島南西端を見通す線上675メートルの

所 
    エ      〃                     875 メートルの

所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                 時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市阿品１丁目，地御前５丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オカ，カキ，キク，クケを結んだ 6 直線とケアを距岸 90
メートルで結んだ線とによって囲まれた区域。ただし，艇庫に通
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じる幅員 20 メートルの区域を除く。 
    基 点 １  阿品１丁目西幸記念碑埋立地護岸北側付け根から護岸沿い北へ

40 メートルの所 
    〃   ２  地御前５丁目ハートコ火立岩埋立地艇庫前の南側階段北側付け根 
    〃   ３  〃     沖山鼻突端 
    〃   ４  〃     田屋埋立地南東側の有府川河口暗渠南端 
    ア      １から広島市南区弁天島南端を見通す線と距岸 90 メートルの線

との交点 
    イ      〃                     5 メートルの線

との交点 
    ウ      ２から南区似島地獄鼻を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      〃               上 25 メートルの所 
    オ      ３から地獄鼻を見通す線上 25 メートルの所 
    カ      ４から弁天島北端を見通す線上 25 メートルの所 
    キ      〃              180 メートルの所 
    ク      ３から地獄鼻を見通す線上 125 メートルの所 
    ケ      ２から地獄鼻を見通す線と距岸 90 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市地御前１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域。ただし，中央の幅員 10 メートルの船通しの区

域を除く。 
    基 点 １  地御前１丁目と５丁目との境界護岸角（内角）から護岸沿い北東

へ 35 メートルの所（樋門中央） 
    〃   ２  〃     護岸東角から護岸沿い南西へ 40 メートルの所 
    〃   ３  〃                   10 メートルの所 
    ア      １から江田島市沖美町大奈佐美島西端を見通す線上 190メートル

の所 
    イ      〃                       20 メートル

の所 
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    ウ      ２から大奈佐美島西端を見通す線上 120 メートルの所 
    エ      ３から沖美町絵の島東端を見通す線上 460 メートルの所 
    オ      ２から大奈佐美島西端を見通す線上 410 メートルの所 
    カ      〃                490 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第２９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市串戸１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  廿日市市木材港南南側護岸南角から護岸沿い北西に 770メートル

の所 
    〃   ２  〃                      705 メートル

の所 
    〃   ３  〃                      685 メートル

の所 
    〃   ４  〃                      570 メートル

の所 
    ア      １から 245 度 340 メートルの所 
    イ      〃      250 メートルの所 
    ウ      ３から 245 度 240 メートルの所 
    エ      ４から 245 度 440 メートルの所 
    オ      ２から 245 度 510 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市地御前，地御前１～５丁目，地御前北１～３丁目，宮内，阿品 
 
１  公示番号            区第３０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市下の浜地先 
        漁場の区域    次のア２，２イ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，
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ケコ，コサ，サ５，５シ，シス，スセ，セソ，ソアを結んだ 17
直線によって囲まれた区域 

    基 点 １  廿日市市永慶寺川河口左岸埋立地の護岸南角（永慶寺川河口左岸

角） 
    〃   ２  〃                 南東角 
    〃   ３  〃   上の浜１丁目１番地埋立地南側の護岸南角 
    〃   ４  〃         上ノ浜漁港南側防波堤南側付け根 
    〃   ５  〃                   突端 
    ア      １から永慶寺川河口左岸の導流堤を見通す線上 12 メートルの所 
    イ      ２から 321 度 46 メートルの所 
    ウ      〃   330 度 62 メートルの所 
    エ      ３から 217 度 107 メートルの所 
    オ      〃   225 度 50 メートルの所 
    カ      〃   255 度 50 メートルの所 
    キ      〃   201 度 18 メートルの所 
    ク      ４から 231 度 30 分 60 メートルの所 
    ケ      〃   124 度 16 メートルの所 
    コ      〃   112 度 14 メートルの所 
    サ      〃   87 度 83 メートルの所 
    シ      ３から 113 度 30 分 226 メートルの所 
    ス      〃   127 度 264 メートルの所 
    セ      〃   150 度 30 分 345 メートルの所 
    ソ      １から永慶寺川河口左岸の導流堤を見通す延長線上 220メートル

の所 
３ 地元地区  廿日市市上の浜１・２丁目，下の浜，物見西１・２丁目，物見東１・２

丁目，前空１～６丁目，大野中央１～５丁目，大野１・２丁目，大野字

早時，字別府，字土井，字高畑 
 
１  公示番号            区第３１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  大野２丁目三菱石油コークス工場桟橋南西側付け根から護岸沿い

南西へ 202 メートルの所（護岸継目） 
    〃   ２  〃 
           〃   90 メートルの所 
    ア      １から 135 度 30 メートルの所 
    イ      ２から 135 度 30 メートルの所 
    ウ      〃   135 度 60 メートルの所 
    エ      １から 135 度 60 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野中央１丁目 
 
１  公示番号            区第３２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大野２丁目三菱石油コークス工場桟橋北東側付け根から護岸沿い

北東へ 65 メートルの所 
    〃   ２  〃    護岸北東角（南側） 
    ア      １から 125 度 60 メートルの所 
    イ      ２から 131 度 60 メートルの所 
    ウ      〃      90 メートルの所 
    エ      １から 125 度 90 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野中央１丁目，大野１丁目 
 
１  公示番号            区第３３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島口西１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島口西１丁目１番（熊の浦）埋立地南西角 
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    〃   ２  〃      国道２号線排水口樋門中央 
    〃   ３  〃      観音崎の西側護岸東側付け根から護岸沿い西へ 

35 メートルの所（護岸角） 
    ア      １から廿日市市宮島町大黒鼻北西端を見通す線上280メートルの

所 
    イ      〃                     830 メートルの

所 
    ウ      ３から宮島町飛鳥の鼻を見通す線上 750 メートルの所 
    エ      ２から宮島町江の浦の西側の鼻を見通す線上 350 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野字

早時，大野中央１丁目，大野１丁目，梅原２丁目，大野原１丁目，林が

原１丁目 
 
１  公示番号            区第３４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島口西１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島口西１丁目４番埋立地護岸南西角 
    〃   ２  廿日市市宮島口１丁目１番南側の埋立地護岸南西角 
    ア      １から廿日市市宮島町網の浦の桟橋西側付け根を見通す線上 360

メートルの所 
    イ      ２から宮島町大鳥居中央を見通す線上 450 メートルの所 
    ウ      〃                 910 メートルの所 
    エ      １から網の浦の桟橋西側付け根を見通す線上 820 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野字

早時，大野中央１丁目，大野１丁目，梅原２丁目，大野原１丁目，林が

原１丁目 
 
１  公示番号            区第３５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町御床浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町須屋ノ鼻北西端 
    〃   ２  〃  チンガクソの鼻から海岸沿い南西へ 50 メートルの所 
    〃   ３  〃  大川浦と御床浦との中間の沖赤石 
    ア      １から廿日市市大野ヤクショウ鼻西側付け根（国道２号線トンネ

ル西口）を見通す線上 130 メートルの所 
    イ      ２からヤクショウ鼻西側付け根（国道２号線トンネル西口）を見

通す線上 710 メートルの所 
    ウ      ３から廿日市市沖塩屋４丁目モービル油そう桟橋中央を見通す線

上 810 メートルの所 
    エ      〃      梅原蛭ヶ崎鼻の高を見通す線上250メートルの所 
    オ      ２から廿日市市宮浜温泉１丁目奥新造船所敷地南角を見通す線上

180 メートルの所 
    カ      〃                     
           340 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野字

早時，大野中央１丁目，大野１丁目，梅原２丁目，大野原 1 丁目，林が

原１・２丁目，丸石２～４丁目，宮浜温泉１～２丁目，沖塩屋３丁目，

塩屋１丁目，上の浜１・２丁目，大竹市（ただし，阿多田を除く。） 
 
１  公示番号            区第３６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町包ヶ浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，航路幅員 100 メートルの区域を除く。 
    基 点 １  宮島町包ヶ浦海水浴場南の排水口樋門中央から旧護岸（砂浜あが

り詰めの護岸）沿い北西へ 36 メートルの所 
    〃   ２  １から旧護岸（砂浜あがり詰めの護岸）沿い北西へ 355 メートル

の所 
    ア      １から 60 度 430 メートルの所 
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    イ      〃   55 度 1,100 メートルの所 
    ウ      ２から 50 度 1,150 メートルの所 
    エ      〃        480 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野字

早時，大野中央１丁目，大野１丁目，梅原２丁目，大野原１丁目，林が

原２丁目 
 
１  公示番号            区第３７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市物見東１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  物見東１丁目屋田越橋下の樋門北端から護岸沿い北東へ 37 メー

トルの所 
    〃   ２  〃                         90 メー

トルの所 
        ア       1 から廿日市市宮島町江の浦水質管理センター護岸北角を見通す

線上 10 メートルの所 
    イ      ２から宮島町地先の亀石灯台を見通す線上 10 メートルの所 
    ウ      〃                   40 メートルの所 
    エ      １から江の浦水質管理センター護岸北角を見通す線上 50 メート

ルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野字早時 
 
１  公示番号            区第３８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島口西１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島口西１丁目４番埋立地北側水路出口右岸角から護岸沿い南へ
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75 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           25 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮島町大鳥居の中央を見通す線上 10 メートルの

所 
    イ      ２から大鳥居の中央を見通す線上 10 メートルの所 
    ウ      〃                50 メートルの所 
    エ      １から大鳥居の中央を見通す線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口西３丁目 
 
１  公示番号            区第３９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町須屋浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町須屋ノ鼻西端 
    〃   ２  須屋浦大石北の鼻北西端 
    ア      １から廿日市市大野鳴川川河口中央を見通す線上 75 メートルの

所 
    イ      ２から大竹市小方２丁目亀居城跡の高を見通す線上 10 メートル

の所 
    ウ      〃                      70 メートル

の所 
    エ      １から鳴川川河口中央を見通す線上 150 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市林が原１丁目，丸石２～４丁目，宮浜温泉１・２丁目，沖塩屋

３丁目 
 
１  公示番号            区第４０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町下谷地先 
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        漁場の区域    次の１ア，アイ，イ２を結んだ 3 直線と３・４を結んだ直線と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町下谷鼻 
    〃   ２  １から 46 度 30 分の線と海岸線との交点 
    〃   ３  ４から 46 度 30 分の線と海岸線との交点 
    〃   ４  １から海岸沿い南東へ 100 メートルの所 
    ア      １から廿日市市大野小ヤクショウ鼻を見通す線上 70 メートルの

所 
    イ      ２から小ヤクショウ鼻を見通す線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市林が原１丁目，丸石２～４丁目，宮浜温泉１・２丁目，沖塩屋

３丁目 
 
１  公示番号            区第４１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町御床浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオカを距岸 10 メ

ートルで結んだ線とカアを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  御床浦烏帽子岩 
    〃   ２  １から 61 度 30 分の線と最大高潮時海岸線との交点 
    〃   ３  〃   46 度 30 分の線と最大高潮時海岸線との交点 
    ア      １から２を見通す線上 120 メートルの所 
    イ      〃  25 度 150 メートルの所 
    ウ      〃  13 度 80 メートルの所 
    エ      〃  13 度の線と３から 249 度の線との交点 
    オ      ３から 249 度の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    カ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，梅原２

丁目，沖塩屋３丁目，林が原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第４２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町大江浦地先 
        漁場の区域    次の１ア，アイ，イ２を結んだ 3 直線と最大高潮時海岸線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町大川浦東大岩 
    〃   ２  ３から 184 度の線と最大高潮時海岸線との交点 
    〃   ３  宮島町白鼻 
    ア      １から 236 度 60 メートルの所 
    イ      ２から 314 度 50 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野字

早時，大野中央１丁目，大野１丁目，梅原２丁目，大野原１丁目，林が

原１丁目 
 
１  公示番号            区第４３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町下室浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町下室浜水場の東鼻 
    ア      １から 337 度 80 メートルの所 
    イ      〃   350 度 150 メートルの所 
    ウ      〃   10 度 130 メートルの所 
    エ      〃         60 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１丁目 
 
１  公示番号            区第４４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町上室浜，下室浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキを結んだ 6 直線とキク

を距岸 10 メートルで結んだ線とクアを結んだ直線とによって囲
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まれた区域 
    基 点 １  下室浜から北へ１番目の鼻の北西端 
    〃   ２  １から海岸沿い北東へ 50 メートルの所 
    〃   ３  上室浜半ド岩から海岸沿い南西へ 50 メートルの所 
    ア      １から 257 度 80 メートルの所 
    イ      〃   280 度 110 メートルの所 
    ウ      〃   11 度 30 分 140 メートルの所 
    エ      〃   28 度 200 メートルの所 
    オ      〃   14 度 280 メートルの所 
    カ      ３から 341 度 30 分 50 メートルの所 
    キ      〃         の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    ク      ２から 311 度の線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市大野中央１丁目，大野１丁目，宮島口西１丁目 
 
１  公示番号            区第４５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町多々良潟地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオカを距岸 5 メー

トルで結んだ線とカキを結んだ直線とキクを距岸5メートルで結

んだ線とクアを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  多々良潟西の鼻 
    〃   ２  〃   埋立地護岸北西角 
    〃   ３  〃        北東角から海岸沿い西へ 50 メートルの所 
    〃   ４  〃   西の鼻から海岸沿い南西へ 140 メートルの所 
    ア      ４から廿日市市上の浜２丁目油ヶ免埋立地排水口（階段南側付け

根）を見通す線上 90 メートルの所 
    イ      １から 295 度 90 メートルの所 
    ウ      〃   0 度 90 メートルの所 
    エ      ３から 351 度 50 メートルの所 
    オ      〃      の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    カ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    キ      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ク      ４から油ヶ免埋立地排水口（階段南側付け根）を見通す線と距岸
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5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１・２丁目，宮島口西１～３丁目，深江３丁目，大野中

央１丁目 
 
１  公示番号            区第４６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エアを結んだ 2 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大野２丁目護岸南角（西側） 
    〃   ２  〃    三菱石油コークス工場桟橋南西側付け根から護岸沿い

南西へ 5 メートルの所 
    ア      １から 135 度 50 メートルの所 
    イ      〃     の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      ２から桟橋に平行に引いた線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      〃             上 20 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，上の浜１・２丁目，物

見西１・２丁目，梅原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第４７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オカ，カアを結んだ 4 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大野２丁目三菱石油コークス工場桟橋北東側付け根から護岸沿い

北東へ 5 メートルの所 
〃   ２  〃    護岸北東角から護岸沿い南西へ 78メートルの所 

    〃   ３  〃      北東角 
    ア      １から桟橋に平行に引いた線上 20 メートルの所 
    イ      〃            線と距岸 5 メートルの線との交点 
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    ウ      ３から 131 度の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      〃      90 メートルの所 
    オ      ２から 131 度 50 メートルの所 
    カ      〃      20 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，上の浜１・２丁目，物

見西１・２丁目，梅原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第４８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島口西１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エ，エオ，オアを結んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  宮島口西１丁目４番埋立地南西角（内角） 
    〃   ２  〃           南東角 
    〃   ３  〃      ５番埋立地南角（スベリの西側付け根） 
    ア      １から廿日市市宮島町大黒鼻北西端を見通す線上200メートルの

所 
    イ      〃                     と距岸 10 メート

ルの線との交点 
    ウ      ３から宮島町清水ヶ浦の北側の鼻（清水ヶ浦と米ヶ浦との間の鼻）

を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    エ      〃 
           〃     上 250 メートルの所 
    オ      ２から 105 度 150 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島口１～４丁目，宮島口上１・２丁目，宮島口西１～３丁目，

宮島口東１～３丁目，対巌山１～３丁目，福面１～３丁目，深江１～３

丁目，大野字中山，字更地，字上更地，字下更地 
 
１  公示番号            区第４９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    廿日市市宮島町下室浜地先 
        漁場の区域    次の１ア，アイ，イウ，ウエ，エ３を結んだ 5 直線と最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域。ただし，区第４３号及び区第４

４号の区域を除く。 
    基 点 １  下室浜水場の東鼻 
    〃   ２  〃        北鼻 
    〃   ３  ２から北へ１番目の鼻 
    ア      １から 297 度 45 分 75 メートルの所 
    イ      ２から 243 度 30 分 160 メートルの所 
    ウ      〃   304 度 30 分 140 メートルの所 
    エ      〃   346 度 160 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，上の浜１・２丁目，下

の浜，物見西１丁目 
 
１  公示番号            区第５０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町多々良潟地先 
        漁場の区域    次の１ア，アイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キ５を結んだ

8 直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし，区

第４４号，区第４５号の区域を除く。 
    基 点 １  宮島町上室浜州鼻（砂浜中央） 
    〃   ２  〃  半ド岩 
    〃   ３  多々良潟西の鼻 
    〃   ４  〃    埋立地護岸北西角 
    〃   ５  〃        北東角 
    ア      １から 304 度 55 メートルの所 
    イ      ２から 342 度 90 メートルの所 
    ウ      〃   352 度 40 メートルの所 
    エ      ３から 255 度 130 メートルの所 
    オ      〃     318 度 225 メートルの所 
    カ      ４から 325 度 260 メートルの所 
    キ      ５から 359 度 120 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，上の浜１・２丁目，下
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の浜，物見西１丁目 
 
１  公示番号            区第５１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野垣ノ浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大野ヤクショウ鼻と護岸との交点から護岸沿い西へ 150メートル

の所（JR 下灘第１踏切前の護岸の切れ目東端） 
    〃   ２  廿日市市宮浜温泉１丁目奥新造船所敷地南角 
    ア      １から廿日市市宮島町長浦ノ鼻（平根鼻）を見通す線上 270 メー

トルの所 
    イ      〃                         490 メー

トルの所 
    ウ      ２から宮島町チンガクソ鼻を見通す線上 510 メートルの所 
    エ      〃                  290 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市塩屋１・２丁目，沖塩屋１～４丁目，林が原１・２丁目，丸石

１～５丁目，宮浜温泉１～３丁目 
 
１  公示番号            区第５２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野鳴川地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  廿日市市大野ヤクショウ鼻と護岸との交点から護岸沿い西へ 150

メートルの所（JR 下灘第１踏切前の護岸の切れ目東端） 
    〃   ２  〃   宮浜温泉１丁目奥新造船所敷地南角 
    ア      １から廿日市市宮島町長ノ浦（平根鼻）を見通す線上 650 メート

ルの所 
    イ      〃                        900 メート
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ルの所 
    ウ      ２から宮島町チンガクソ鼻を見通す線上 880 メートルの所 
    エ      〃     下谷鼻（チンガクソ鼻の東へ１番目の鼻）を見通す

線上 610 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市塩屋１・２丁目，沖塩屋１～４丁目，林が原１・２丁目，丸石

１～５丁目，宮浜温泉１～３丁目 
 
１  公示番号            区第５３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市丸石漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  丸石漁港東側埋立地護岸南西角（南側の角） 
    ア      １から 164 度 780 メートルの所 
    イ      〃      410 メートルの所 
    ウ      〃   118 度 30 分 330 メートルの所 
    エ      〃         610 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市塩屋１・２丁目，沖塩屋１～４丁目，林が原１・２丁目，丸石

１～５丁目，宮浜温泉１～３丁目 
 
１  公示番号            区第５４号 
２  免許の内容たるべき事項  
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町南西地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域。ただし，南北に通じる（幅員 200 メートル）船

通し２箇所の区域を除く。 
    基 点 １  宮島町山白鼻 
    〃   ２  〃  大鼻西の大岩（二ツ岩） 
    〃   ３  〃  青海苔浦東の大岩 
    ア      １から大竹市阿多田島西端を見通す線上 450 メートルの所 
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    イ      ２から阿多田島東の高（観音山）を見通す線上 300 メートルの所 
    ウ      ３から大竹市猪子島東端を見通す線上 450 メートルの所 
    エ      〃                 750 メートルの所 
    オ      ２から阿多田島東の高（観音山）を見通す線上 600 メートルの所 
    カ      １から阿多田島西端を見通す線上 750 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野，大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，宮島口１～４丁

目，宮島口上１・２丁目，宮島口東１～３丁目，宮島口西１～３丁目，

深江１～３丁目，福面１～３丁目，対厳山１～３丁目，前空１～６丁目，

物見東１・２丁目，物見西１～３丁目，上の浜１・２丁目，下の浜，梅

原１・２丁目，塩屋１・２丁目，沖塩屋１～４丁目，林が原１・２丁目，

丸石１～５丁目，宮浜温泉１～３丁目，八坂１・２丁目，大野原１～４

丁目，大竹市玖波１丁目～８丁目 
 
１  公示番号            区第５５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町焼山地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町藤ヶ浦の大岩 
    〃   ２  焼山浦南西１番目の鼻北東端 
    ア      １から大竹市阿多田島と猪子島の喰い合いを見通す（181 度）線 
           上 280 メートルの所 
    イ      〃         の高を見通す（186 度）線上 570 メートル

の所 
    ウ      ２から 180 度 550 メートルの所 
    エ      〃        240 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市塩屋１・２丁目，沖塩屋１～４丁目，林が原１・２丁目，丸石

１～５丁目，宮浜温泉１～３丁目 
 
１  公示番号            区第５６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町須屋浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカを結んだ 5 直線とカキを距岸

10 メートルで結んだ線とキクを結んだ直線とクアを距岸 5 メー 

トルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  ２から海岸沿い北西へ 130 メートルの所 
    〃   ２  須屋浦神社前拝殿北西角 
    〃   ３  宮島町チンガクソ鼻から海岸沿い南西へ 89 メートルの所 
    〃   ４  〃                  47 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮島口西観音崎を見通す線と距岸 5 メートルの線

との交点 
    イ      〃                  上 20 メートルの所 
    ウ      ２から観音崎を見通す線上 40 メートルの所 
    エ      ３から廿日市市宮浜温泉１丁目奥新造船所敷地南角を見通す線上

45 メートルの所 
    オ      ４から廿日市市大野城山の高（266 メートル）を見通す線上 30

メートルの所 
    カ      〃                          と距

岸 10 メートルの線との交点 
    キ      ３から奥新造船所敷地南角を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    ク      ２から観音崎を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元係地区  廿日市市林が原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第５７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町下谷鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町チンガクソ鼻から海岸沿い東へ 90 メートルの所 
    〃   ２  下谷鼻から海岸沿い南西へ 10 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮浜温泉１丁目奥新造船所敷地南角を見通す線と

距岸 10 メートルの線との交点 
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    イ      〃                           上

70 メートルの所 
    ウ      ２から廿日市市大野ヤクショウ鼻を見通す線上 70 メートルの所 
    エ      〃                   と距岸 10 メートル

の線との交点 
３ 地元地区  廿日市市林が原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第５８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町御床浦地先 
        漁場の区域    次の１ア，アイ，イ２，２・１を結んだ 4 直線によって囲まれた

区域 
    基 点 １  御床浦神社の鼻の西端 
    〃   ２  １から南西へ１番目の鼻 
    ア      １から廿日市市大野小ヤクショウ鼻を見通す線上 50 メートルの

所 
    イ      ２から小ヤクショウ鼻を見通す線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市沖塩屋１～４丁目 
 
１  公示番号            区第５９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町大川浦地先 
        漁場の区域    次の２ア，アイ，イ３を結んだ 3 直線と最大高潮時海岸線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  大川浦赤石 
    〃   ２  〃    の付け根の海岸角から海岸沿い北東へ 60 メートルの

所 
    〃   ３  〃    から 59 度の線と最大高潮時海岸線との交点 
    〃   ４  〃  東大岩 
    ア      １から 4 度 140 メートルの所 
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    イ      ４から 214 度 180 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市沖塩屋１～４丁目 
 
１  公示番号            区第６０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市物見東１丁目地先（屋田越） 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 5 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  廿日市市上の浜２丁目油ヶ免埋立地北端護岸角（埋立地と国道２

号線との交点）から護岸沿い南へ 20 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           〃            北東へ 15 メートルの所 
    〃   ３  物見東１丁目屋田越橋下樋門北端 
    〃   ４  ３から護岸沿い北東へ 37 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮島町地先の亀石灯台を見通す線上 10 メートル

の所 
    イ      ２から亀石灯台を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      ４から宮島町江の浦水質管理センター護岸北角を見通す線と距岸

5 メートルの線との交点 
    エ      〃                         上 60

メートルの所 
    オ      ４から亀石灯台を見通す線上 85 メートルの所 
    カ      ３から亀石灯台を見通す線上 90 メートルの所 
    キ      １から亀石灯台を見通す線上 80 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市物見東１・２丁目，前空１～６丁目，深江１～３丁目，大野字

早時，字鯛ノ原，字高見，字水口，字別府，字熊ケ浦，字土井，字田屋，

字筏津，字棚田，字高畑，字陣場，字池田，字小田ノ口，字郷，字中津

岡，字滝ノ下 
 
１  公示番号            区第６１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市大野賀撫津地先（早時鼻） 
        漁場の区域    次のアイを距岸 5 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エオ，オア 
           を結んだ 4 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  ３から護岸沿い南西へ 91 メートルの所 
    〃   ２  〃          41 メートルの所（排水口中央） 
    〃   ３  賀撫津かき殻搬入路西側付け根の階段取付部西角 
    ア      １から廿日市市宮島町地先の亀石灯台を見通す線と距岸 5 メート

ルの線との交点 
    イ      ２から亀石灯台を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      ３から亀石灯台を見通す線上 10 メートルの所 
    エ      〃             60 メートルの所 
    オ      １から亀石灯台を見通す線上 25 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市物見東１・２丁目，前空１～６丁目，深江１～３丁目，大野字

早時，字鯛ノ原，字高見，字水口，字別府，字熊ケ浦，字土井，字田屋，

字筏津，字棚田，字高畑，字陣場，字池田，字小田ノ口，字郷，字中津

岡，字滝ノ下 
 
１  公示番号            区第６２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第３種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町大江浦，大川浦地先 
        漁場の区域    次の２ア，アイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キ４を結んだ

8 直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし，区

第４２号の区域を除く。 
    基 点 １  大川浦赤石 
    〃   ２  １から 42 度の線と最大高潮時海岸線との交点 
    〃   ３  大川浦東大岩 
    〃   ４  ３から 19 度の線と最大高潮時海岸線との交点 
    ア      ３から 214 度 180 メートルの所 
    イ      〃   249 度 45 分 280 メートルの所 
    ウ      〃   270 度 45 分 230 メートルの所 
    エ      〃   331 度 155 メートルの所 
    オ      〃   359 度 460 メートルの所 
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    カ      〃   3 度 30 分 560 メートルの所 
    キ      ４から 244 度 115 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市大野，大野１・２丁目，大野中央１～５丁目，物見西１～３丁

目，上の浜１・２丁目，下の浜，大野原１～４丁目，梅原１・２丁目 
 
１  公示番号            区第６３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町中崎鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町聖崎東側小島の東端 
    〃   ２  中崎鼻の南東端 
    ア      １から広島市佐伯区津久根島の高を見通す（59 度 30 分）線上 250

メートルの所 
    イ      〃                           700

メートルの所 
    ウ      ２から津久根島の高を見通す（47 度 30 分）線上 700 メートルの

所 
    エ      〃                      250 メートルの

所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町包ケ浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  包ケ浦防波堤北側付け根 
    ア      １から 66 度 120 メートルの所 
    イ      〃   52 度 780 メートルの所 
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    ウ      〃   70 度 810 メートルの所 
    エ      〃   117 度 270 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町鷹の巣浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町せんご鼻南東端 
    〃   ２  １から 182 度 30 分の線と海岸線との交点（旧陸軍の砲台石の北

端） 
    ア      １から江田島市沖美町絵の島北端を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      〃                      150 メートルの所 
    ウ      ２から沖美町大奈佐美島北端を見通す線上 200 メートルの所 
    エ      〃                   90 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町入浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  宮島町腰細浦の東の鼻から北東へ１番目の鼻（入浜の東鼻から

219 度 30 分の線と海岸線との交点） 
    〃   ２  入浜の東の鼻から北東へ１番目の鼻（腰細浦の東鼻から 33 度の

線と海岸線との交点） 
    ア      １から江田島市沖美町小黒神島の高（130 メートル）を見通す線

上 60 メートルの所 
    イ      ２から沖美町岸根の鼻を見通す 130 メートルの所 
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    ウ      〃              280 メートルの所 
    エ      １から小黒神島の高（130 メートル）を見通す線上 290 メートル

の所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町大砂利地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大砂利西端（しろ鼻）から西へ１番目の鼻の東端（しろ鼻の西の

砂浜との境） 
    〃   ２  宮島町腰細神社中央の海岸点から海岸沿い西へ 70 メートルの所

（石積護岸の東端） 
    ア      １から江田島市沖美町小黒神島西端を見通す線上200メートルの

所 
    イ      ２から沖美町まないた石灯台を見通す 210 メートルの所 
    ウ      〃                  360 メートルの所 
    エ      １から小黒神島西端を見通す線上 350 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町小なきり地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 10 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町小なきり鼻 
    〃   ２  〃  大なきり鼻 
    ア      １から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
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    イ      〃            40 メートルの線との交点 
    ウ      ２から１を見通す線と距岸 40 メートルの線との交点 
    エ      〃            10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第６９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町大なきり地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 10 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町大なきり鼻 
    〃   ２  〃  清水ケ浦北の鼻 
    ア      １から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃            40 メートルの線との交点 
    ウ      ２から１を見通す線と距岸 40 メートルの線との交点 
    エ      〃            10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町米ケ浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，オカ，カキ，キク，クオを結んだ 4 直線によって囲

まれた区域を除く。 
    基 点 １  宮島町米ケ浦護岸北端 
    〃   ２  〃       中央階段北側付け根から護岸沿い北へ 3 メート

ルの所 
    〃   ３  〃       中央階段南側付け根から護岸沿い南へ 10 メー

トルの所 
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    〃   ４  〃       南端（３から護岸沿い南へ 75 メートルの所） 
    ア      １から廿日市市宮島口１丁目宮島松大汽船フェリー乗り場護岸東

端の防波堤南東端のスベリ北東角付け根を見通す線上 40 メート

ルの所 
    イ            〃 
             〃                        5 メート

ルの所 
    ウ      ４から宮島松大汽船フェリー乗り場護岸東端の防波堤南東端のス

ベリ北東角付け根を見通す線上 5 メートルの所 
    エ      〃 
           〃             40 メートルの所 
    オ      ２から宮島松大汽船フェリー乗り場護岸東端の防波堤南東端のス

ベリ北東角付け根を見通す線とアエを結んだ直線との交点 
    カ       〃 
           〃             イウを結んだ直線との交点 
    キ      ３から宮島松大汽船フェリー乗り場護岸東端の防波堤南東端のス

ベリ北東角付け根を見通す線とイウを結んだ直線との交点 
    ク        〃 

〃             アエを結んだ直線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町聖崎地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 5 メートルで結んだ線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町米ケ浦北の鼻（２から西へ１番目の鼻） 
    〃   ２  聖崎北西の鼻（宮島北端） 
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７２号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町聖崎地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 5 メートルで結んだ線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  聖崎の東くぼ（姥ケ懐から北へ１番目のくぼ）北端 
    〃   ２  〃                    南端 
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域         
        漁場の位置    廿日市市宮島町姥ケ懐地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 10 メートルで結んだ線とに

よって囲まれた区域 
    基 点 １  姥ケ懐北の鼻 
    〃   ２  〃   南の鼻 
    ア      １から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町中崎地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 10 メートルで結んだ線とに

よって囲まれた区域 
    基 点 １  中崎鼻の東側中央のくぼ北端 
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    〃   ２  〃          南端 
    ア      １から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町包ヶ浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ２直線とウエを距岸５メートルで結んだ

線とエアを結んだ直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  宮島町包ヶ浦烏帽子岩 
    〃   ２  〃     つづら岩（せんご鼻から東へ３番目の鼻） 
        ３  〃     東側防波堤東側付け根 
        ４  〃     海水浴場北側付け根の三角岩（包ヶ浦桟橋南側付け 
           根から護岸沿い南へ 76 メートルの所） 
    ア      １から４を見通す線と３から 25 度 30 分の線との交点 
    イ      〃         ２から 43 度 30 分の線との交点 
    ウ      ２から 43 度 30 分の線と距岸５メートルの線との交点 
    エ      ３から 25 度 30 分の線と距岸５メートルの線との交点 
  ３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     あさり垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    廿日市市宮島町緑町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ５直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  緑町防波堤南側付け根から道路沿い南へ 10 メートルの所 
    ア      １から広島市南区似島町似島安芸小富士山頂を見通す線と宮島町

聖崎付け根通し穴から緑町防波堤先端を見通す線との交点 
    イ      アから聖崎付け根通し穴を見通す線上 136 メートルの所 
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    ウ      イから 71 度 43 分 32 メートルの所 
    エ      オから 337 度 32 分 85 メートルの所 
    オ      １から似島安芸小富士山頂を見通す線上 140 メートルの所 
３ 地元地区  廿日市市宮島町 
 
１  公示番号            区第７７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区商工センター８丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  商工センター８丁目新八幡川橋下り線下流側左岸付け根から橋の

下流側縁に沿って西へ 10 メートルの所 

    〃   ２  〃 

           〃                124 メートルの所 

    ア      １から広島市南区似島下高山の高（203メートル）を見通す線上 

                      500 メートルの所 

    イ      〃 

           800 メートルの所 

    ウ      ２から南区小弁天島北端を見通す線上 810 メートルの所 

    エ      〃                 510 メートルの所 

３ 地元地区  広島市西区井口１～５丁目，井口明神１～３丁目，井口台１～４丁目，

井口鈴が台１～３丁目 
 
１  公示番号            区第７８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第 3 種区画漁業     あさり養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区商工センター８丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  商工センター８丁目新八幡川橋下流側左岸付け根から橋の下流側

縁に沿って西へ 10 メートルの所 
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    〃   ２  〃 
           〃       124 メートルの所 
    ア      １から南区似島下高山の高（203 メートル）を見通す線上 175 メ

ートルの所 
    イ      〃          
                                     285 メ 
           ートルの所 
    ウ      ２から似島地獄鼻西端を見通す線上 295 メートルの所 
    エ      〃                185 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区井口１～５丁目，井口明神１～３丁目，井口台１～４丁目，

井口鈴が台１～３丁目 
 
１  公示番号            区第７９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区吉見新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  佐伯区五日市地区港湾整備事業埋立地護岸南東角 
    〃   ２  広島市西区商工センター８丁目新八幡川橋下り線の東から108メ

ートルの所（2 番目の橋脚中央） 
    ア      １から 176 度 1,050 メートルの所 
    イ      〃       650 メートルの所 
    ウ      ２から広島市南区弁天島北端を見通す線上 1,780 メートルの所 
    エ      〃                   2,030 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神１丁

目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第８０号          計画番号  区－Ａ－け－２ 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区津久根島地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  津久根島の高 
    ア      １から 264 度 620 メートルの所 
    イ      〃  江田島市沖美町大奈佐美島東端を見通す線上 930メートル

の所 
    ウ      〃              西端を見通す線上 1,150 メート

ルの所 
    エ      〃   256 度 940 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神１丁

目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第８１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区津久根島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  津久根島の高 
    ア      １から廿日市市極楽寺山（693 メートル）の高を見通す線上 300

メートルの所 
    イ      〃  163 度 30 分 750 メートルの所 
    ウ      〃  183 度 850 メートルの所 
    エ      〃  廿日市市廿日市木材港整理場東の埠頭護岸北東角を見通す

（227 度 30 分）線上 490 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１丁目，草津東１丁目，井口明神１丁目 
 
１  公示番号            区第８２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区津久根島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区
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域 
    基 点 １  津久根島の高 
    ア      １から広島市西区草津漁港東側防波堤突端を見通す線上 200メー

トルの所 
    イ      〃                        450 メー

トルの所 
    ウ      １から 95 度 1,200 メートルの所 
    エ      〃   106 度 1,120 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神１丁

目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第８３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区津久根島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  津久根島の高 
    ア      １から広島市西区草津漁港東側防波堤突端を見通す線上 650メー

トルの所 
    イ      〃                        900 メー

トルの所 
    ウ      １から 79 度 30 分 1,410 メートルの所 
    エ      〃  広島市南区元宇品南側護岸南端を見通す（87 度 30 分）線

上 1,275 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神１丁

目，井口台３丁目，南区似島町 
 
１  公示番号            区第８４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町４丁目地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  観音新町４丁目観音マリーナ親水護岸西防波堤南側付け根から護

岸沿い西へ 50 メートルの所（２から 610 メートルの所） 
    〃   ２  〃            南側堤防護岸南東角 
    ア      １から 209 度 30 分 1,270 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 1,270 メートルの所 
    ウ      〃          1,530 メートルの所 
    エ      １から 209 度 30 分 1,530 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波

本町，江波二本松２丁目，江波栄町 
 
１  公示番号            区第８５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町４丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  観音新町４丁目観音マリーナ親水護岸西防波堤南側付け根（２か

ら 560 メートルの所） 
    〃   ２  〃            南側堤防護岸南東角 
    ア      １から 209 度 30 分 770 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 770 メートルの所 
    ウ      〃               1,020 メートルの所 
    エ      １から 209 度 30 分 1,020 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１丁目，江波本町，

江波二本松１・２丁目，江波栄町 
 
１  公示番号            区第８６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江波沖町南西角 
    〃   ２  １から南側護岸の延長線上東へ 150 メートルの所 
    ア      １から江波沖町南側護岸に直角に南へ 1,790 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 1,790 メートルの所 
    ウ      〃         2,050 メートルの所 
    エ      １から江波沖町南側護岸に直角に南へ 2,050 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波

本町 
 
１  公示番号            区第８７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江波沖町南西角 
    〃   ２  １から南側護岸の延長線上東へ 150 メートルの所 
    ア      〃      に直角に南へ 1,300 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 1,300 メートルの所 
    ウ      〃         1,560 メートルの所 
    エ      １から江波沖町南側護岸に直角に南へ 1,560 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波

本町  
 
１  公示番号            区第８８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  江波沖町南西角から南側護岸の延長線上東へ 300 メートルの所 
    〃   ２  〃                    930 メートルの所

（西側船台跡南東角から護岸沿い東へ 10 メートルの所） 
    ア      １から 209 度 30 分 1,790 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 1,790 メートルの所 
    ウ      〃         2,050 メートルの所 
    エ      １から 209 度 30 分 2,050 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波

本町，江波二本松２丁目 
 
１  公示番号            区第８９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江波沖町南西角から南側護岸の延長線上東へ 300 メートルの所 
    〃   ２  〃                     930 メートルの所

（西側船台跡南東角から護岸沿い西へ 10 メートルの所） 
    ア      １から 209 度 30 分 1,300 メートルの所 
    イ      ２から 209 度 30 分 1,300 メートルの所 
    ウ      〃         1,560 メートルの所 
    エ      １から 209 度 30 分 1,560 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波南１・２丁目，江波本町，       

江波二本松２丁目，江波栄町 
 
１  公示番号            区第９０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  江波沖町南西角 
    〃   ２  １から南側護岸の延長線上東へ 300 メートルの所 
    ア      １から南側護岸に直角に南西へ 930 メートルの所 
    イ      〃              600 メートルの所 
    ウ      ２から 209 度 30 分 600 メートルの所 
    エ      〃         930 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東２丁目，江波南１・２丁目，江波本町 
 
１  公示番号            区第９１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江波沖町南西角から南側護岸の延長線上東へ 503 メートルの所 
    〃   ２  〃                    930 メートルの所 
    ア      １から 209 度 30 分 930 メートルの所 
    イ      〃         600 メートルの所 
    ウ      ２から 209 度 30 分 600 メートルの所 
    エ      〃         930 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波本町，

江波二本松２丁目 
 
１  公示番号            区第９２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市中区江波沖町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江波沖町南西角 
    〃   ２  １から南側護岸の延長線上東へ 350 メートルの所 
    ア      １から江田島市沖美町大奈佐美島東端を見通す（203 度）線上
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2,870 メートルの所 
    イ      〃                            

2,650 メートルの所 
    ウ      ２から 203 度 2,620 メートルの所 
    エ      〃      2,840 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波南１丁目，江波本町 
 
１  公示番号            区第９３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 50 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸250メートルで結んだ線とエオを結んだ直線とオカを距

岸 300メートルで結んだ線とカアを結んだ直線とによって囲まれ

た区域。ただし，キクを距岸 50 メートルで結んだ線とクケ，ケ

コ，コサを結んだ３直線とサシを距岸 300 メートルで結んだ線と

シキを結んだ直線とによって囲まれた区域を除く。 
    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  長浦の鼻南側の護岸南角から護岸沿い南へ 35 メートルの

所 
    〃   ３  ドウ石鼻から海岸沿い南へ 230 メートルの所 
    〃   ４  〃           480 メートルの所 
        〃   ５  〃           630 メートルの所  
    ア      １から 354 度の線と距岸 50 メートルの線との交点 
    イ      ２から南区似島オオイカダ鼻を見通す線と距岸 50 メートルの線

との交点 
    ウ      〃                    250 メートルの線

との交点  
    エ      １から南区宇品海岸３丁目広島港湾合同庁舎の南西角を見通す線

と距岸 250 メートルの線との交点 
    オ      〃 
           〃   300 メートルの線との交点 
    カ      １から 354 度の線と距岸 300 メートルの線との交点 
    キ      ３から 270 度の線と距岸 50 メートルの線との交点 
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    ク      ５から 270 度の線と距岸 50 メートルの線との交点 
    ケ      〃           150 メートルの線との交点 
    コ      ４から 270 度の線と距岸 150 メートルの線との交点 
    サ      〃           250 メートルの線との交点 
    シ      ３から 270 度の線と距岸 250 メートルの線との交点   
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，丹那新町 
 
１  公示番号            区第９４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 300メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 50 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  小島の鼻西端（㈱新来島宇品どっく北側ドッグ東端から護

岸沿い西へ 52.5 メートルの所） 
    ア      １から 354 度の線と距岸 50 メートルの線との交点 
    イ      〃                     300 メートルの線との交点 
    ウ      ２から安芸郡坂町広島大橋森山側第１橋脚中央を見通す線と距岸

300 メートルの線との交点 
    エ      〃                           
           50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，向洋大原

町，丹那新町 
 
１  公示番号            区第９５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 150メートルで結んだ線とウ

エ，エオ，オカを結んだ 3 直線とカアを距岸 40 メートルで結ん
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だ線とによって囲まれた区域。ただし，海底電線保護区域を除く。 
    基 点 １  金輪島㈱新来島宇品どっく南側浮桟橋渡橋東側付け根の新護岸西

端から海岸沿い南東へ 50 メートルの所 
    〃   ２  １から南へ２番目の鼻東端（１から海岸沿い南へ 440 メートルの

所） 
〃   ３  金輪島尻の鼻から海岸沿い北へ 400 メートルの所 

    ア      １から安芸郡坂町第六管区海上保安本部広島浮標基地鉄塔を見通

す線と距岸 40 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃     150 メートルの線との交点 
    ウ      ２から坂町鯛尾タツガ鼻の南側護岸南西角を見通す線と距岸 150

メートルの線との交点 
    エ      ３から 120 度の線上 260 メートルの所 
    オ      〃         140 メートルの所 
    カ      ２からタツガ鼻の南側護岸南西角を見通す線と距岸 40 メートル

の線との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，日宇那町，

向洋大原町 
 
１  公示番号            区第９６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区峠島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  峠島北端から海岸沿い南東へ 220 メートルの所 
    〃   ２  〃 東端 
    〃   ３  〃 南端 
    ア      １から安芸郡坂町観音崎南端を見通す線上 160 メートルの所 
    イ      〃                   260 メートルの所 
    ウ      ２から 149 度 590 メートルの所 
    エ      ３から江田島市江田島町屋形石北端を見通す線上270メートルの

所     
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，
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向洋大原町  
 
１  公示番号            区第９７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                  時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区峠島地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 50 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 270 メートルで結んだ線とエアを結んだ直線によって

囲まれた区域 
    基 点 １  峠島北端から南西へ 4 番目の鼻 
    〃   ２  〃 南端 
    ア      １から広島市南区似島北端（ギボの鼻）を見通す線と距岸 50 メ

ートルの線との交点 
    イ      ２から江田島市江田島町屋形石北端を見通す線と距岸 50 メート

ルの線との交点 
    ウ      〃                         270 メー

トルの線との交点 
    エ      １から似島北端（ギボの鼻）を見通す線と距岸 270 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，向洋大原

町，似島町，西区草津浜町，草津南１・２丁目 
 
１  公示番号            区第９８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区峠島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 270メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 50 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  ２から南西へ４番目の鼻 
    〃   ２  峠島北端 
    ア      １から広島市南区似島北端（ギボの鼻）を見通す線と距岸 50 メ
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ートルの線との交点 
    イ      〃                           270 メ

ートルの線との交点 
    ウ      ２から似島北端（ギボの鼻）を見通す線と距岸 270 メートルの線

との交点 
    エ      〃                     50 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保南１丁目，日宇那町，丹那新町 
 
１  公示番号            区第９９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町長谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，海底電線保護区域を除く。 
    基 点 １  似島町ギボの鼻 
    〃   ２  〃  天保山北端（天保山北側護岸の南側付け根） 
    ア      １から南区金輪島の北側の高（88 メートル）を見通す線上 180

メートルの所 
    イ      〃 
            450 メートルの所 
    ウ      ２から金輪島南端を見通す線上 450 メートルの所 
    エ      〃              180 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２～４丁目，仁保南１丁目，日宇那町，中区江

波南１丁目，西区草津浜町，草津南１丁目，草津東１丁目，井口台３丁

目 
 
１  公示番号            区第１００号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町似島学園地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区
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域 
    基 点 １  似島町天保山南端（天保山南側護岸の北側付け根） 
    〃   ２  １から海岸沿い南へ 42 メートルの所 
    〃   ３  似島町広島平和養老館東側突堤北側付け根 
    ア      １から南区峠島北端から南西へ 3 番目の鼻を見通す（91 度）線上

450 メートルの所 
    イ      ３から安芸郡坂町アサガミ㈱広島支店敷地南西角を見通す線上

500 メートルの所 
    ウ      〃                         
           250 メートルの所 
    エ      ２から峠島北端から南西へ３番目の鼻を見通す（89 度 30 分）線

上 200 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，西区

草津浜町，草津南１・２丁目，井口台３丁目，中区江波本町 
 
１  公示番号            区第１０１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町大黄地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  似島町大黄船だまり石積防波堤東側付け根 
    〃   ２  〃  ひがくし鼻 
    ア      １から安芸郡坂町アサガミ㈱広島支店敷地南西角を見通す（94

度）線上 670 メートルの所 
    イ      〃 
           〃    930 メートルの所 
    ウ      ２からアサガミ㈱広島支店敷地南西角を見通す（90 度）線上 450

メートルの所 
    エ      〃                          200

メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保３丁目，中区江波東２丁目 
 
１  公示番号            区第１０２号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町大黄地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  似島町似島小学校前船揚げ場スベリ北側付け根 
    〃   ２  〃  ひがくし鼻 
    ア      １から安芸郡坂町観音崎北端を見通す（78 度）線上 300 メート

ルの所 
    イ      ２から似島町広島平和養老館東側突堤突端を見通す線上 300メー

トルの所 
    ウ      〃                        150 メー

トルの所 
    エ      〃     大黄船だまり突堤東側付け根を見通す線上 250メー

トルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１０３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  似島町箕浦鼻突端 
    〃   ２  〃  深浦白鼻（カーブミラーの所） 
    〃   ３  〃  深浦の東のスベリ西側付け根から護岸沿い西へ 40 メート

ルの所 
    〃   ４  〃  外方鼻 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線上

50 メートルの所 
    イ      ２から４を見通す線上 50 メートルの所 
    ウ      〃  深浦の東のスベリ突端を見通す線上 130 メートルの所 
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    エ      ３から江田島町大須鼻グリを見通す線上 150 メートルの所 
    オ      ４から 254 度 50 メートルの所 
    カ      １からデコ石の鼻を見通す線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保３丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，中区

江波南２丁目，西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口

明神１丁目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第１０４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町二階地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  似島町地獄鼻西端 
    〃   ２  〃  旧荒掛桟橋東側付け根から護岸沿い南東へ 70 メートルの

所 
    〃   ３  〃  箕浦鼻突端 
    ア      １から江田島市沖美町美能漁港内港灯台を見通す線上310メート

ルの所 
    イ      ２から江田島市江田島町津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線上

220 メートルの所 
    ウ      〃 

430 メートルの所 
    エ      ３からデコ石の鼻を見通す線上 100 メートルの所 
    オ      〃              320 メートルの所 
    カ      キオを結んだ線上キから東へ 70 メートルの所 
    キ      １から沖美町安渡島の灯台を見通す線上 720 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２～４丁目，仁保南１丁目，向洋大原町，仁保

新町２丁目，中区江波南１・２丁目，江波東１・２丁目，江波西２丁目，

江波本町，西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神

１丁目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第１０５号 
２  免許の内容たるべき事項 



60 
 

  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町大谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  似島町地獄鼻北端 
    〃   ２  〃  白鼻 
    〃   ３  〃  ヒジキ鼻 
    ア      １から南区弁天島南端を見通す線上 90 メートルの所 
    イ      〃                190 メートルの所 
    ウ      ２から南区小弁天島南端を見通す線上 610 メートルの所 
    エ      ３から広島市佐伯区津久根島の高を見通す線上720メートルの所 
    オ      〃                     350 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保３・４丁目，中区江波南１丁目 
 
１  公示番号            区第１０６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町ろくじょうの鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  似島町オオイカダ鼻から護岸沿い南西へ 185 メートルの所 
    〃   ２  〃  ろくのじょうの鼻 
    〃   ３  〃  ギボの鼻 
    ア      １から広島市西区商工センター８丁目八幡川河口左岸角を見通す

線上 130 メートルの所 
    イ      〃                       
           〃  270 メートルの所 
    ウ      ２から広島市中区江波沖町三菱重工㈱江波工場護岸南東角を見通

す線上 315 メートルの所 
    エ      ３から南区元宇品南端を見通す線上 380 メートルの所 
    オ      〃                205 メートルの所 
    カ      ２から三菱重工㈱江波工場護岸南東角を見通す線上 140メートル
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の所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１０７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区弁天島，小弁天島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，

コサ，サアを結んだ 11 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  小弁天島北端 
    〃   ２  〃   南端 
    〃   ３  弁天島西側隧道口前の護岸南側付け根から護岸沿い南へ 10 メー

トルの所 
    〃   ４  〃  南端から岩礁沿い南へ 50 メートルの所 
    ア      １から南区元宇品南端を見通す線上 270 メートルの所 
    イ      〃    似島オオイカダ鼻を見通す線上 570 メートルの所 
    ウ      ４から似島町地獄鼻西端を見通す線上 500 メートルの所 
    エ      〃  184 度 30 分 500 メートルの所 
    オ      〃  江田島市沖美町絵の島東端を見通す線上500メートルの所 
    カ      ３から廿日市市宮島町聖崎を見通す線上 500 メートルの所 
    キ      ２から 309 度 30 分 520 メートルの所 
    ク      〃        220 メートルの所 
    ケ      ３から聖崎を見通す線上 200 メートルの所 
    コ      ４から絵の島東端を見通す線上 200 メートルの所 
    サ      〃  地獄鼻西端を見通す線上 200 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２～４丁目，仁保南１丁目，向洋大原町，仁保

新町２丁目，中区江波南１・２丁目，江波東２丁目，江波本町，江波二

本松２丁目，西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明

神１丁目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第１０８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町４丁目地先（太田川放水路） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域。 
    基 点 １  観音新町４丁目太田川大橋下流側左岸付け根 
    〃   ２  太田川放水路左岸護岸の旧広島西飛行場敷地境界から護岸沿い北

東へ 13 メートルの所 
    ア      １から護岸に直角に西へ 16.5 メートルの所 
    イ      〃           75.5 メートルの所 
    ウ      ２から護岸に直角に西へ 90 メートルの所 
    エ      〃          16.5 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口明神１丁

目，井口台３丁目 
 
１  公示番号            区第１０９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町１丁目地先（天満川） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  観音新町１丁目昭和大橋下流側右岸付け根から道路沿い南へ 

20 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           120 メートルの所 
    〃   ３  〃 
           170 メートルの所 
    ア      １から道路護岸に直角に東へ 30 メートルの所 
    イ      〃             105 メートルの所 
    ウ      ２から道路護岸（旧護岸）に直角に東へ 105 メートルの所 
    エ      ３から道路護岸（旧護岸）に直角に東へ 90 メートルの所 
    オ      〃                  30 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波西２丁目，江波南１・２丁目，江波

本町，江波二本松２丁目 
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１  公示番号            区第１１０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区南観音８丁目地先（天満川） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアの 6 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  南観音８丁目昭和大橋上流側右岸付け根（護岸下段の建設省金属

標）から護岸沿い北へ 12 メートルの所 
    〃   ２  〃            の水管橋右岸北側付け根前護岸点            
    〃   ３  ２から護岸沿い北へ 95 メートルの所 
    ア      １から昭和大橋に平行に東へ 90 メートルの所 
    イ      〃                  20 メートルの所 
    ウ      ２から水管橋に平行に東へ 5 メートルの所 
    エ      〃            10 メートルの所 
    オ      ３から道路護岸に直角に東へ 15 メートルの所 
    カ      〃             90 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波東１・２丁目，江波南１・２丁目，江波本町，江波二本

松２丁目 
 
１  公示番号            区第１１１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町長谷地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 5メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域。ただし，海底電線保護区域を除く。 
    基 点 １  似島町田の浦新開北端の小川河口左岸角 
    〃   ２  〃  天保山から北西へ２番目の突堤北側付け根 
    ア      １から南区金輪島南端を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃                      50 メートルの線との交点 
    ウ      ２から南区元宇品南端を見通す線と距岸 50 メートルの線との交

点 
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    エ      〃                  5 メートルの線との交

点 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保新町２丁目，向洋大原町 
 
１  公示番号            区第１１２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町大黄地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  似島町大黄船だまり石積防波堤東側付け根から海岸沿い北東へ

60 メートルの所 
    〃   ２  〃  似島臨海公園の小川河口左岸角 
    〃   ３  〃  広島平和養老館南側護岸南西角から護岸沿い北へ 43 メー

トル（護岸階段南側付け根から南東へ 3 メートル）の所 
    ア      １から似島町ひがくし鼻を見通す線上 40 メートルの所 
    イ      〃                      5 メートルの所 
    ウ      ２からひがくし鼻を見通す線上 30 メートルの所 
    エ      ３から江田島市江田島町大原山（343 メートル）を見通す線上 5

メートルの所 
    オ      〃                           85

メートルの所 
    カ      ２からひがくし鼻を見通す線上 110 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１１３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町大黄地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  似島町ひがくし鼻西側の護岸南端から護岸沿い北西へ 71 メート
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ルの所（護岸階段北側付け根） 
    〃   ２  〃                        9 メート

ルの護岸角 
    ア      １から似島町広島平和養老館東側突堤突端を見通す線と距岸 5 メ

ートルの線との交点 
    イ      〃                       上 30 メー

トルの所 
    ウ      ２から広島平和養老館東側突堤突端を見通す線上 40 メートルの

所 
    エ      〃                    と距岸 5 メートル

の線との交点 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１１４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町外方鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  似島町大黄南風止吉田のくぼの護岸南角から海岸沿い南へ 20 メ

ートルの所 
    〃   ２  〃               北角から海岸沿い北へ 40 メ

ートルの所 
    ア      １から 73 度 10 メートルの所 
    イ      〃     35 メートルの所 
    ウ      ２から 73 度 35 メートルの所 
    エ      〃     10 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１１５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    広島市南区似島町外方鼻地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 35 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 10 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  外方鼻突端から海岸沿い北へ 354 メートルの所 
    〃   ２  〃             490 メートルの所 
    ア      １から 70 度の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃          35 メートルの線との交点 
    ウ      ２から 95 度の線と距岸 35 メートルの線との交点 
    エ      〃          10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１１６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカを結んだ 5 直線とカアを距岸

10 メートルで結んだ線とによって囲まれた区域。ただし，深浦の

東及び西のスベリに通じる幅員 10 メートルの船通しの区域を除

く。 
    基 点 １  深浦白鼻（カーブミラーの所） 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 170 メートルの所 
    〃   ３  ４から護岸沿い北西へ 150 メートルの所 
    〃   ４  １から 85 度の線と海岸線との交点 
    ア      ２から深浦埋立地西側護岸付け根を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    イ      〃                   上 80 メートルの所 
    ウ      ３から１を見通す線上 80 メートルの所 
    エ      〃          50 メートルの所 
    オ      ４から１を見通す線上 50 メートルの所 
    カ      〃        と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区似島町，仁保２～４丁目，仁保南１丁目，仁保新町２丁目，

向洋大原町，西区草津南２丁目 
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１  公示番号            区第１１７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町二階地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，二階桟橋に通じる幅員 10 メートルの船通しの区域

を除く。 
    基 点 １  似島町二階入江奧のスベリ東側の鼻南側付け根（護岸との接点） 
    〃   ２  〃  大磯鼻北西側コンクリート護岸の南角 
    ア      １から二階入江奧の砂浜西端を見通す線上 76 メートルの所 
    イ      〃                   26 メートルの所 
    ウ      ２から似島町桜木のくぼの大岩（桜木のくぼから海岸沿い南へ 14

メートルの所）を見通す線上 65 メートルの所 
    エ      〃 
           〃             115 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町，中区江波本町，江波東２丁目，江波西２丁目，江波

二本松２丁目，西区草津浜町，草津南１・２丁目，草津東１丁目，井口

台３丁目 
 
１  公示番号            区第１１８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町二階地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  似島町桜木の鼻の北側の鼻北東角 
    〃   ２  １から海岸沿い南へ 57 メートルの所 
    〃   ３  似島町桜木のくぼの大岩（桜木のくぼから海岸沿い南へ 14 メー

トルの所） 
    ア      １から二階入江奧のスベリ西側付け根を見通す（79 度 45 分）線

上 70 メートルの所 
    イ      〃 
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           〃 20 メートルの所 
    ウ      ２から二階入江奧のスベリから南へ２番目の鼻北側付け根（護岸

との接点）を見通す線上 25 メートルの所 
    エ      ３から似島町大磯鼻北西側コンクリート護岸の南角を見通す線上 

35 メートルの所 
    オ      〃 
           85 メートルの所 
    カ      ２から二階入江奧のスベリから南へ２番目の鼻北側付け根（護岸

との接点）を見通す線上 75 メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 
 
１  公示番号            区第１１９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 30 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 40 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  長浦の鼻南側の護岸南角から海岸沿い南へ 35 メートルの

所 
    ア      １から南区元宇品北東側離岸堤の北端を見通す線と距岸 40 メー

トルの線との交点 
    イ      〃                          30 メー

トルの線との交点 
    ウ      ２から南区似島オオイカダ鼻を見通す線と距岸 30 メートルの線

との交点 
    エ      〃                         40 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２・４丁目，丹那町，南大河町，北大河町，金輪島，山

城町 
 
１  公示番号            区第１２０号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業      10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 30 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  小島の鼻西端（㈱新来島宇品どっく北側ドッグ東端から護

岸沿い西へ 52.5 メートルの所） 
    ア      １から 354 度の線と距岸 30 メートルの線との交点 
    イ      〃                     40 メートルの線との交点 
    ウ      ２から安芸郡坂町広島大橋森山側第１橋脚中央を見通す線と距岸

40 メートルの線との交点 
    エ      〃                           
           30 メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保新町２丁目，日宇那町，丹那町，丹那

新町，金輪島，山城町 
 
１  公示番号            区第１２１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
              こんぶ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区元宇品町地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 50 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  元宇品町宇品港東防波堤南側付け根から護岸沿い南へ 50 メート

ルの所 
    〃   ２  〃   広島グランドプリンスホテル敷地南角から護岸沿い南西

へ 40 メートルの所 
    ア      １から廿日市市宮島町弥山の高（530 メートル）を見通す線と距

岸 50 メートルの線との交点 
    イ      〃 
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〃10 メートルの線との交点 
    ウ      ２から南区金輪島南端を見通す線と距岸 10 メートルの線との交

点 
    エ      〃                      50 メートルの線との交

点 
３ 地元地区  広島市南区元宇品町，宇品西２・６丁目，宇品神田５丁目，皆実町１・

５丁目，宇品海岸 1 丁目，中区光南４・６丁目，吉島東１・２丁目，東

白島町，千田町３丁目，西区大芝２丁目 
 
１  公示番号            区第１２２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     11 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町４丁目地先（太田川放水路） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  観音新町４丁目南西角 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 360 メートルの所 
    ア      １から観音新町４丁目南側護岸を西へ延長した線上 90 メートル 
           の所 
    イ      〃                       140 メート 
           ルの所 
    ウ      ２から太田川放水路左岸護岸に直角に西へ 140 メートルの所 
    エ      〃                   90 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区南観音５・７・８丁目，観音本町２丁目，鈴が峰町 
 
１  公示番号            区第１２３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 50 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
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    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  長浦の鼻南側の護岸南角から海岸沿い南へ 35 メートルの

所 
    ア      １から南区元宇品北東側離岸堤の北端を見通す線と距岸 50 メー

トルの線との交点 
    イ      〃                         40 メー

トルの線との交点 
    ウ      ２から南区似島オオイカダ鼻を見通す線と距岸 40 メートルの線

との交点 
    エ      〃                         50 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２・４丁目，丹那町，南大河町，北大河町，金輪島，山

城町，西旭町 
 
１  公示番号            区第１２４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 40 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  金輪島ドウ石鼻 
    〃   ２  〃  小島の鼻西端（㈱新来島宇品どっく北側ドッグ東端から護

岸沿い西へ 52.5 メートルの所） 
    ア      １から 354 度の線と距岸 40 メートルの線との交点 
    イ      〃                     50 メートルの線との交点 
    ウ      ２から安芸郡坂町広島大橋森山側第１橋脚中央を見通す線と距岸

50 メートルの線との交点 
    エ      〃                           
           40 メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，仁保新町２丁目，日宇那町，丹那町，丹那

新町，皆実町５丁目 
 
１  公示番号            区第１２５号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 30 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  金輪島㈱新来島宇品どっく南側浮桟橋渡橋東側付け根の新護岸西

端から海岸沿い南へ３番目の水底線路（海底通信ケーブル）陸標

の標柱 
    〃   ２  〃                             
           〃         490 メートルの所（１から南へ２番目の鼻東 
           端） 
    ア      １から安芸郡坂町第六管区海上保安本部広島浮標基地鉄塔を見通

す線と距岸 30 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃    40 メートルの線との交点 
    ウ      ２から坂町鯛尾タツガ鼻の南側護岸南西角を見通す線と距岸 40

メートルの線との交点 
    エ      〃                               30

メートルの線との交点 
３ 地元地区  広島市南区仁保２～４丁目，丹那町，皆実町５丁目，西本浦町，山城町 
 
１  公示番号            区第１２６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市西区観音新町４丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  観音新町４丁目南西角 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 120 メートルの所    
    ア      １から 209 度 30 分 1,020 メートルの所 
    イ      〃         810 メートルの所 
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    ウ      ２から 209 度 30 分 810 メートルの所 
    エ      〃            1,020 メートルの所 
３ 地元地区  広島市中区江波本町，江波南１丁目，江波東 1・２丁目，吉島東２丁目，

光南 4・６丁目，東白島町，千田町３丁目，南区皆実町５丁目，西区大

芝 2 丁目 
 
１  公示番号            区第１２７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市佐伯区吉見新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  広島市西区商工センター８丁目護岸南西角 
    〃   ２  〃             船だまり西側防波堤南側付け根か 
           ら防波堤沿い東へ 20 メートルの所    
    ア      １から 155 度 1,550 メートルの所 
    イ      〃      1,850 メートルの所 
    ウ      ２から広島市南区小弁天島西端を見通す線上 1,850 メートルの所 
    エ      〃                       1,550 メートルの所 
３ 地元地区  広島市西区草津南１・２丁目，庚午南１．２丁目，南観音８丁目，鈴が

峰町，中区広瀬北町，佐伯区三筋１丁目 
 
１  公示番号            区第１２８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区金輪島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  金輪島金輪尻の鼻護岸南角から海岸沿い北へ 750 メートルの所    

〃   ２  〃                    450 メートルの所 
ア      １から広島市南区似島オオイカダ鼻を見通す線上 150メートルの 

           所 
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    イ      〃                     110 メートルの

所 
    ウ      ２から似島町田の浦新開北端の小川河口左岸角を見通す線上 110

メートルの所 
    エ      〃                              150

メートルの所 
３ 地元地区  広島市南区仁保２・４丁目，丹那町，南大河町，北大河町，金輪島，山

城町，西旭町 
 
１  公示番号            区第１２９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町森山地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  坂町鯛尾埋立地北西角の砂止め突端 
    〃   ２  〃   興繕セキシン㈱敷地護岸北西角 
    〃   ３  〃 広島大橋森山側第１橋脚敷地南西角から道路沿い西へ 24 メ

ートルの所 
    ア      ２から広島市南区金輪島北側の高（88 メートル）を見通す線と１

から南区黄金山山頂の東側テレビ塔（ＲＣＣ）を見通す線との交

点 
        イ            １から黄金山山頂の東側テレビ塔（ＲＣＣ）を見通す線上アから

200 メートルの所 
    ウ      ３から南区元宇品北端を見通す線上 360 メートルの所 
    エ      〃                70 メートルの所 
    オ      ２から金輪島北側の高（88 メートル）を見通す線上 30 メートル

の所 
３ 地元地区  安芸郡坂町，広島市南区仁保１～４丁目 
 
１  公示番号            区第１３０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  坂町植田マツダスチール㈱第３工場敷地護岸南西角から護岸沿い

北へ 60 メートルの所 

    〃   ２  〃           敷地護岸南側付け根 

    ア      １から 275度 1,180 メートルの所 

    イ      〃          820 メートルの所 

    ウ      ２から 275度 800 メートルの所 

    エ      〃          1,170 メートルの所 
３ 地元地区  安芸郡坂町 
 
１  公示番号            区第１３１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町亀石鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，オカ，カキ，キク，クオを結んだ 4 直線によって囲

まれた区域を除く。 
    基 点 １  坂町あさがみ（株）埋立地北角から北西に 70mの所 

    〃   ２  坂町ホームプラザナフコ広島ベイサイド店敷地護岸南西角から北

西へ 25ｍのところ 

    ア      １から江田島市江田島町屋形石の燈台を見通す線上 260メートル 

                      の所 

    イ      ２から 245 度 205 メートルの所 

    ウ      〃      705 メートルの所 

    エ      １から屋形石の燈台を見通す線上 760 メートルの所 

        オ            〃                         480 メートルの所 

        カ            ２から 245度 425 メートルの所 

        キ            〃          485 メートルの所 

        ク            １から屋形石の燈台を見通す線上 540 メートルの所 

３ 地元地区  安芸郡坂町 
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１  公示番号            区第１３２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町小屋浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，オカ，カキ，キク，クオを結んだ 4 直線によって囲

まれた区域を除く。 
    基 点 １  小屋浦天地川河口左岸スベリ北側付け根 

    〃   ２  呉市天応第２期埋立地北側付け根から護岸沿い北へ 25 メートル

の所 

    ア      １から江田島市江田島町切串江能汽船発着場桟橋付け根の中央を 

           見通す線上 280 メートルの所 

    イ      ２から江田島町クマン岳山頂（400 メートル）を見通す線上 240
メートルの所 

    ウ      〃                          810
メートルの所 

    エ      １から江能汽船発着場桟橋付け根の中央を見通す線上850メート

ルの所 

        オ            〃                                              535 メート

ルの所 

        カ            ２からクマン岳山頂（400メートル）を見通す線上 495 メートル 

           の所 

        キ            〃                                           555 メートル 

           の所 

        ク            １から江能汽船発着場桟橋付け根の中央を見通す線上595メート

ルの所 

３ 地元地区  安芸郡坂町 
 
１  公示番号            区第１３３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町森山地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  坂町広島大橋森山側第１橋脚敷地南東角から道路沿い東へ 62 メ

ートルの所 
    〃   ２  森山漁業基地埋立地南西側付け根（道路護岸との交点） 
    ア      １から広島市南区猿猴川河口左岸側埋立地南側の送電線鉄塔を見

通す（28 度）線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃       上 45 メートルの所 
    ウ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との東側の交点 
３ 地元地区  安芸郡坂町 
 
１  公示番号            区第１３４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町森山地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 3 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オカを結んだ 3 直線とカアを距岸 23 メートルで結んだ線

とによって囲まれた区域 
    基 点 １  坂町広島大橋森山側第１橋脚敷地南西角から護岸沿い南西へ 60 
           メートルの所 
        〃      ２    〃                                             180 
           メートルの所 
    〃   ３  〃 漁船巻揚げ施設石積み護岸北縁と道路との交点 
    ア      １から護岸に直角に見通す線と距岸 23 メートルの線との交点 
    イ      〃                   3 メートルの線との交点 
        ウ            ２から護岸に直角に見通す線と距岸 3 メートルの線との交点 
    エ      ３から護岸に直角に見通す線上 26 メートルの所 
    オ      〃                  46 メートルの所 
        カ            ２から護岸に直角に見通す線と距岸 23 メートルの線との交点 
３ 地元地区  安芸郡坂町 
 
１  公示番号            区第１３５号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    安芸郡坂町森山地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ

を結んだ直線とエアを距岸 25 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  坂町鯛尾興繕セキシン㈱埋立地北側付け根から護岸沿い北へ 250

メートルの所（筏解体場南側付け根） 
    〃   ２  〃             北西角から護岸沿い東へ 20 メー

トルの所 
    ア      １から護岸に直角に引いた線と距岸 25 メートルの線との交点 
    イ      〃                5 メートルの線との交点 
    ウ      ２から 354 度の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      〃           25 メートルの線との交点 
３ 地元地区  安芸郡坂町 
 
１  公示番号            区第１３６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市仁方本町３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアの 6 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  仁方本町３丁目仁方ゴルフセンター敷地護岸南東角 
    〃   ２  １から護岸沿い西へ 60 メートルの所 
    〃   ３  〃         100 メートルの所 
    ア      １から呉市下蒲刈町棒振鼻を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃                  70 メートル所 
    ウ      ２から護岸に直角に 70 メートルの所 
    エ      〃         25 メートルの所 
    オ      ３から護岸に直角に 25 メートルの所 
    カ      〃         10 メートルの所 
３ 地元地区  安芸郡坂町 
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１  公示番号            区第１３７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     真珠養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    広島市南区似島町外方鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  似島町ひがくし鼻 
    〃   ２  １から南へ 2 番目のくぼの南側の鼻北端（くぼの砂浜南側との境） 
    ア      １から 98 度 150 メートルの所 
    イ      〃     410 メートルの所 
    ウ      ２から江田島市江田島町屋形石の北端を見通す線上 290メートル

の所 
    エ      〃                       100 メートル

の所 
３ 地元地区  広島市南区似島町 



平 成 3 0 年 ５ 月 １ 日 

広 島 県 報 定 期 第 34 号                             

 

 

 

   漁業法第 11 条の規定に基づく 

免許の内容たるべき事項など 

 

 

（ 区 画 漁 業 権 ） 

平成 30 年広島県告示第 430号の別冊３冊のうち２ 

 

 

          

          

 

 

 

           免許予定日 平成 30年９月 1日 

 

           存 続 期 間      免許の日から 

                 平成 35年８月 31日まで 

 

           申 請 期 間      平成 30年５月１日から 

                 平成 30年７月 15日まで

江田島市，呉市，東広島市， 
豊田郡大崎上島町，竹原市 海面 

R3.6 水産庁提出用に訂正（朱書き部分） 
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１  公示番号            区第１３８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町三吉，高祖地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  沖美町高祖三高中学校沖防波堤曲り角から防波堤沿い東へ 40 メ 
                      ートルの所 
    〃   ２  〃                           560 メ 
                      ートルの所 
    ア      １から広島市南区弁天島東端を見通す線上 240 メートルの所 
    イ      〃                   990 メートルの所 
    ウ      ２から南区似島地獄鼻を見通す線上 1,050 メートルの所 
    エ      〃                200 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町三吉，高祖 
 
１  公示番号            区第１３９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町三吉地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，

コサ，サシ，シス，スアを結んだ 13 直線によって囲まれた区域。

ただし，サセ，セソ，ソタ，タサを結んだ 4 直線によって囲まれ

た区域を除く。 
    基 点 １  沖美町三高港東側防波堤突端 
    〃   ２  〃  三吉滝口造船所埋立地南東角から護岸沿い東へ 68 メート

ルの所 
    〃   ３  〃    江田島市かき殻堆積場デッキ西側付け根から護岸沿い

西へ 253 メートルの所 
    〃   ４  江田島市能美町と沖美町三吉との海岸線における境界 
    ア      １から 13 度 380 メートルの所 
    イ      〃     1,620 メートルの所 
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    ウ      ２から９度 1,850 メートルの所 
    エ      〃     1,650 メートルの所 
    オ      ４から 352 度 1,900 メートルの所 
    カ      〃  広島市南区似島の高を見通す線上 670 メートルの所 
    キ      〃  23 度 310 メートルの所 
    ク      ３から 17 度 230 メートルの所 
    ケ      〃   17 度 190 メートルの所 
    コ      ２から 17 度 250 メートルの所 
    サ      〃   17 度 440 メートルの所 
    シ      〃    5 度 450 メートルの所 
    ス      〃   358 度 300 メートルの所 
    セ      〃   17 度 590 メートルの所 
    ソ      ３から 355 度 530 メートルの所  
    タ      〃   346 度 450 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町三吉，高祖 
 
１  公示番号            区第１４０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町三吉地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  沖美町三吉野村水産埋立地北東角 
    〃   ２  〃    小島港西側防波堤西側付け根から護岸沿い西へ 5 メー

トルの所 
    ア      １から広島市南区似島地獄鼻を見通す（6 度 30 分）線と距岸 10

メートルの線との交点 
    イ      〃                       線上 50メー

トルの所 
    ウ      ２から沖美町安渡島の燈台を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      〃               線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
３ 地元地区  江田島市沖美町三吉，高祖 
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１  公示番号            区第１４１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町三吉地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 7 メー

トルで結んだ線とによって囲まれた区域。ただし，沖美町かき殻

堆積場の区域を除く。 
    基 点 １  沖美町三吉滝口造船所埋立地南東角から護岸沿い東へ 10 メート

ルの所 
    〃   ２  〃    江田島市かき殻堆積場デッキ西側付け根から護岸沿い

西へ 253 メートルの所 
    〃   ３  〃 
           〃  21 メートルの所 
    ア      １から広島市南区似島地獄鼻の高を見通す（3 度）線と距岸 7 メ

ートルの線との交点 
    イ      〃                      線上 60 メー

トルの所 
    ウ      ２から地獄鼻の高を見通す（358 度）線上 60 メートルの所 
    エ      ３から護岸に直角の線上 60 メートルの所 
    オ      〃        線と距岸 7 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市沖美町三吉，高祖 
 
１  公示番号            区第１４２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町三吉地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  沖美町三吉野村水産埋立地北東角から護岸沿い西へ 10 メートル

の所 
    〃   ２  〃    小島港東側防波堤西端 
    ア      １から広島市南区似島地獄鼻の高を見通す（10 度）線上 150 メ
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ートルの所 
    イ      〃                         250 メ

ートルの所 
    ウ      ２から地獄鼻の高を見通す（5 度）線上 180 メートルの所 
    エ      〃                 80 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町三吉，高祖 
 
１  公示番号            区第１４３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町絵の島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  絵の島北西の鼻 
    〃   ２  〃  北東の鼻 
    ア      １から 30 度 240 メートルの所 
    イ      〃     750 メートルの所 
    ウ      ２から広島市南区弁天島南端を見通す（58 度）線上 640 メート

ルの所 
    エ      〃                （73 度）線上 130 メート

ルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１４４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町絵の島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  絵の島東の鼻 
    ア      １から 45 度 30 分 200 メートルの所 
    イ      〃   53 度 685 メートルの所 
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    ウ      〃     68 度 740 メートルの所 
    エ      〃   90 度 230 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１４５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大奈佐美島北側地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 7 直線

によって囲まれた区域 
    基 点 １  大奈佐美島エンマ鼻北西端 
    〃   ２  〃    タナゴ石の鼻 
    〃   ３  ２から東へ１番目の鼻（上源兵衛の浜と下源兵衛の浜との間の鼻） 
    〃   ４  大奈佐美島源兵衛鼻の高の下のデコ岩（源兵衛鼻のくぼみの岩） 
    ア      １から廿日市市宮島町権現鼻を見通す（328 度）線上 100 メート

ルの所 
    イ      〃                       270 メート

ルの所 
    ウ      ２から 9 度 30 分 500 メートルの所 
    エ      ３から広島市佐伯区津久根島の高を見通す（12 度）線上 760 メ

ートルの所 
    オ      ４から広島市南区弁天島西端を見通す（29 度）線上 780 メート

ルの所 
    カ      〃                        50 メート

ルの所 
    キ      ２から 9 度 30 分 50 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１４６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町亀内地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  沖美町美能銭亀の鼻 
    〃   ２  〃  高祖西港西側物揚場西側護岸付け根から西へ 370メートル

の所 
    〃   ３  〃  高祖西港西側物揚場北側の防波堤付け根から東へ 22 メー

トルの所            
    ア      １から広島市佐伯区津久根島の高を見通す線上270メートルの所 
    イ      〃                    720 メートルの所 
    ウ      ２から〃                 840 メートルの所 
    エ      〃                    980 メートルの所 
    オ      ３から広島市南区弁天島東端を見通す（4 度）線上 1,100 メート

ルの所 
    カ      〃                       250 メート

ルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１４７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島地先 
        漁場の区域    次の１ア，アイ，イウ，ウエを結んだ直線とエオを距岸 50 メー

トルで結んだ線とオ１を結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  大黒神島押島鼻（北端） 

〃   ２  〃   黒山鼻 
    〃   ３  〃   牛石鼻 
    ア      １から沖美町入鹿鼻を見通す（0 度）線上 2,550 メートルの所 
    イ      〃  21 度 30 分の線上 2,750 メートルの所 
    ウ      〃  沖美町正光港西側石積スベリ西側付け根を見通す（46 度）

線と３から沖美町見付石を見通す（345 度）延長線との交点 
    エ      ３から見付石を見通す（345 度）線上 50 メートルの所 
    オ      ２から東へ距岸 50 メートルの線とエから１を見通す線との交点 
３ 地元地区  江田島市沖美町，能美町鹿川 
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１  公示番号            区第１４８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町美能漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ６直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  沖美町美能旧能美水産作業場埋立地西側県道護岸パラペット東端

から護岸沿い西へ 68 メートルの所（小川河口左岸角） 
    〃   ２  〃    美能漁港内港東側埋立地防波堤北側付け根から護岸沿

い東へ 45 メートルの所 
    〃   ３  〃          西側埋立地北側防波堤北側付け根から防

波堤沿い東へ 110 メートルの所（防波堤北側曲がり角） 
    ア      １から広島市津久根島西端を見通す線上 580 メートルの所 
    イ      〃                 265 メートルの所 
    ウ      ２から津久根島西端を見通す線上 265 メートルの所 
    エ      〃               115 メートルの所 
    オ      ３から津久根島西端を見通す線上 90 メートルの所 
    カ      〃               555 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能，能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１４９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町美能大泊地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オアを結んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  沖美町美能銭亀の鼻の南側護岸北端 
    〃   ２  〃    旧能美水産作業場埋立地西側の県道護岸のパラペット

東端 
    〃   ３  〃    大泊の鼻の東側護岸の階段東側付け根から護岸沿い東

へ９メートルの所 
    ア      １から沖美町美能漁港内港東側防波北側付け根から北西へ 48 メ
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ートルの所を見通す線上 30 メートルの所 
    イ      〃                     
           〃         と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      ３から沖美町大奈佐美島東端を見通す（344 度）線と距岸 5 メー

トルの線との交点 
    エ      〃                      上 40 メート

ルの所 
    オ      ２から大奈佐美島東端を見通す（342 度）線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１５０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町高祖地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 10 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  沖美町高祖亀田鼻 
    〃   ２  〃  高祖西港西の宝原川河口右岸角から護岸沿い東へ 65 メー

トルの所 
    ア      １から広島市佐伯区津久根島の高を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    イ      〃                       50 メートル

の線との交点 
    ウ      ２から沖美町安渡島の高を見通す（20 度）線と距岸 50 メートル

の線との交点 
    エ      〃                         10 メートル

の線との交点 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１５１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島白瀬船着場地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  大黒神島白瀬湾西側の鼻 
    〃   ２  〃   白瀬船着場 （スベリ）西側付け根から護岸沿い北西へ

25 メートルの所 
    ア      １から大黒神島白瀬川河口左岸角を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    イ      〃                    ２から沖美町岡大

王沖漁協建物西端を見通す（20 度）線との交点 
    ウ      ２から沖漁協建物西端を見通す（20 度）線と距岸 10 メートルの

線との交点 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
 
１  公示番号            区第１５２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町岸根の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線とによって囲まれた

区域 
    基 点 １  沖美町旧がんね海水浴場船着場北側のスベリ南側付け根 
    〃   ２  沖美町岸根の鼻東端 
    ア      １から沖美町美能銭亀の鼻を見通す（100 度）線上 120 メートル

の所 
    イ      〃                         50 メートル

の所 
    ウ      ２から銭亀の鼻を見通す（110 度）線上 30 メートルの所 
    エ      〃                 100 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町美能 
  
１  公示番号            区第１５３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
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        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島地先（白瀬川） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  白瀬川河口左岸角から護岸沿い西へ 83 メートルの所（水路右岸

角） 
    〃   ２  〃                200 メートルの所（パラペッ

ト切欠西角） 
    ア      ２から沖美町小黒神島東端を見通す線上 350 メートルの所 
    イ      １から沖美町入鹿鼻を見通す（347 度）線上 320 メートルの所 
    ウ      〃                       180 メートルの所 
    エ      ２から小黒神島東端を見通す線上 195 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市沖美町岡大王，畑，是長 
 
１  公示番号            区第１５４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町津久茂裏長浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町たこ岩の鼻（西側のカーブミラーの所） 
    〃   ２  〃   津久茂権現鼻北端 
    ア      １から江田島市沖美町大奈佐美島南端を見通す線上 570メートル

の所 
    イ      〃  261 度 250 メートルの所 
    ウ      ２から 281 度 540 メートルの所 
    エ      〃      870 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町，大柿町飛渡瀬 
 
１  公示番号            区第１５５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類          名    称                 時    期 
        第１種区画漁業    かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町津久茂裏長浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町たこ岩の鼻（西側のカーブミラーの所） 
    〃   ２  〃        から道路沿い東へ 170 メートルの所（スベリ

付け根北西端から東へ 10 メートルの所） 
    〃   ３  〃   津久茂権現鼻北端 
    ア      １から 250 度 190 メートルの所 
    イ      ２から 180 度 110 メートルの所 
    ウ      ３から 281 度 130 メートルの所 
    エ      〃      470 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町，大柿町飛渡瀬，江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第１５６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町飛渡瀬地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町と江田島市江田島町との海岸線における境界（江田島湾奧）

（大新開樋門中央から護岸沿い東へ 36 メートルの所） 
    ア      １から 351 度 1,010 メートルの所 
    イ      〃   4 度 30 分 1,010 メートルの所 
    ウ      〃        470 メートルの所 
    エ      〃   351 度 470 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町飛渡瀬 
 
１  公示番号            区第１５７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田，中町地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ 9 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田港南防波堤突端から１番目の曲がり角 
    〃   ２  〃  高田と中町との海岸線における境界（中田ポンプ所東側道

路中央線の延長と護岸との交点）から護岸沿い北西へ 40 メート

ルの所 
    〃   ３  〃  中町水の元橋左岸北角から護岸沿い北西へ 78 メートルの

所（排水口西端から護岸沿い西へ 4 メートルの所） 
    〃   ４  〃  長瀬釣り桟橋突堤突端の北角 
    〃   ５  〃  長瀬海水浴場護岸東端スベリ西側付け根 
    〃   ６  〃  長瀬松ヶ鼻西の埋立地護岸北西角 
    〃   ７  江田島市江田島町津久茂小島新開南西物揚場東のスベリ東側付け

根から護岸沿い東へ 95 メートルの所 
    ア      １から江田島町自衛隊第一術科学校中央防波堤突端から１番目の

曲がり角を見通す（71 度 30 分）線と３から江田島町津久茂南西

端を見通す（338 度）線との交点（１から 270 メートルの所） 
    イ      ２から能美町松ケ鼻を見通す（68 度）線と３から江田島町津久茂

南西端を見通す（338 度）線との交点（２から 580 メートルの所） 
    ウ      〃            線上 1,020 メートルの所 
    エ      ４から江田島町津久茂水場西の護岸南端を見通す（331 度 30 分）

線上 350 メートルの所 
    オ      〃 
           〃  690 メートルの所 
    カ      ５から江田島町津久茂の高（263 メートル）を見通す（336 度 30

分）線上 900 メートルの所 
    キ      〃 
           〃    780 メートルの所 
    ク      ６から７を見通す（347 度）線上 720 メートルの所 
    ケ      〃             と自衛隊第一術科学校中央防波堤

の突端から１番目の曲がり角を見通す（71 度 30 分）線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１５８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田松ケ窪地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町高田湯田かき作業場埋立地北西角（道路との交点）から護

岸沿い北西へ 100 メートルの所 
    〃   ２  〃    新宮レンガ工場跡敷地北角（防波堤北側付け根） 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂山の高（263 メートル）を見通す

（59 度）線上 130 メートルの所 
    イ      〃 
           〃      260 メートルの所 
    ウ      ２から江田島町古鷹山の高（377 メートル）を見通す（63 度 30

分）線上 210 メートルの所 
    エ      〃 
           〃    75 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１５９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田遠崎の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  遠崎の鼻（能美水島観光さつき園進入道路北側の延長線と護岸と

の交点から護岸沿い北へ 35 メートルの所） 
    〃   ２  能美町高田平井興産㈱敷地南端から１番目の防潮扉南端 
    ア      １から江田島市江田島町権現鼻北西端を見通す線上 70 メートル

の所 
    イ      〃                        140 メート

ルの所 
    ウ      ２から 59 度 170 メートルの所 
    エ      〃   59 度 100 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田 
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１  公示番号            区第１６０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町飛渡瀬地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町飛渡瀬大正新開防波堤北側付け根から防波堤沿い東へ 60

メートルの所 
    〃   ２  〃     梅迫川河口右岸角から護岸沿い東へ 10 メートルの

所 
    〃   ３  江田島市江田島町と大柿町との海岸線における境界（江田島湾奧）

（大新開樋門中央から護岸沿い東へ 36 メートルの所） 
    ア      ２から１を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃          95 メートルの所 
    ウ      ３から 350 度 140 メートルの所 
    エ      〃      20 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町飛渡瀬 
 
１  公示番号            区第１６１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町飛渡瀬高須新開地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 60 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 5 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  高須新開北角（新高須川河口右岸角） 
    〃   ２  大柿町飛渡瀬大正新開北角（高須川河口右岸角） 
    ア      １から江田島市江田島町鷲部沖田新開（旧江田島ボウル敷地）南

西角を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃          60 メートルの線との交点 
    ウ      ２から 50 度の線と距岸 60 メートルの線との交点 
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    エ      〃           5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，大柿町飛渡瀬 
 
１  公示番号            区第１６２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町飛渡瀬大盤新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  大盤新開北東角（内角）から護岸沿い南へ 20 メートルの所 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 50 メートルの所 
    〃   ３  大盤新開東角（小川河口左岸角）から護岸沿い北へ 10 メートル

の所 
    ア      １から護岸に直角に 10 メートルの所 
    イ      〃         50 メートルの所 
    ウ      ２から護岸に直角に 50 メートルの所 
    エ      ３から護岸に直角に 70 メートルの所 
    オ      〃         20 メートルの所 
    カ      ２から護岸に直角に 10 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町，大柿町飛渡瀬 
 
１  公示番号            区第１６３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町岡村新開，大柿町落走新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 5 メー

トルで結んだ線とによって囲まれた区域。ただし，岡村新開小川

第１橋梁右岸付け根を中心とした半径 35メートルの区域を除く。 
    基 点 １  ２から護岸沿い北西ヘ 130 メートルの所 
    〃   ２  岡村新開南角（小川河口左岸角） 
    〃   ３  落走新開南東角 
    ア      １から江田島町鷲部江田島市消防本部建物南西角を見通す線と距
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岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃                         線上 30

メートルの所 
    ウ      ２から江田島市消防本部建物南西角を見通す線上 90 メートルの

所 
    エ      ３から護岸に直角に 60 メートルの所 
    オ      〃       の線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１６４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町中町坪崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 10 メ

ートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  坪崎新開護岸北端 
    〃   ２  能美町中町岡村新開北東角 
    〃   ３  ２から護岸沿い南へ 35 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町鷲部公園護岸南西角を見通す線と距岸

10 メートルの線との交点 
    イ      〃                         線上 50

メートルの所 
    ウ      ２から江田島町鷲部江田島市消防本部建物南西角を見通す線上

50 メートルの所 
    エ      ３から江田島市消防本部建物南西角を見通す線上 40 メートルの

所 
    オ      〃                   線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１６５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町中町大あじろ地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町松ケ鼻南東側埋立地南東角 
    〃   ２  １から海岸沿い南へ 102 メートルの所（松ヶ鼻西側の排水管コン

クリート蔽いから南へ 6 メートルの洞穴中央） 
    ア      １から江田島市江田島町鷲部公園護岸南西角を見通す線上 5 メー

トルの所 
    イ      〃                          20 メ

ートルの所 
    ウ      ２から鷲部公園護岸南西角を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      〃                  10 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１６６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町中町長瀬地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオカを距岸 10 メ

ートルで結んだ線とカアを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町中町長瀬海水浴場東側防波堤の東側付け根から防波堤沿い

北西へ 45 メートルの所 
    〃   ２  〃    長瀬海岸養浜工の埋立地東付け根（道路との交点）か

ら護岸沿い東へ 7 メートルの所 
    〃   ３  〃    長瀬松ヶ鼻西側の埋立地護岸北西角 
    〃   ４  松ケ鼻突端 
    ア      １とイを結んだ線と２から長瀬海水浴場東側防波堤の北西端を見

通す線との交点 
    イ      ３から江田島市江田島町津久茂南西端を見通す線上 30 メートル

の所 
    ウ      〃                       85 メートル

の所 
    エ      ４から能美町能美海上ロッジ建物南角を見通す線上 160メートル
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の所 
    オ      〃                    線と距岸 10 メー

トルの線との交点 
    カ      ２から長瀬海水浴場東側防波堤の北西端を見通す線と道路護岸沿

い距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１６７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町中町胡川地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカを結んだ 5 直線とカキを距岸

10 メートルで結んだ線とキク，クアを結んだ 2 直線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  能美町中町港桟橋駐車場埋立地南東角（歩道との交点）から護岸

沿い東へ 38 メートルの所 
    〃   ２  〃  中町水の元橋左岸北側付け根から護岸沿い西へ 40 メート

ルの所 
    〃   ３  〃        右岸北側付け根 
    〃   ４  〃    能美海上ロッジ入口看板から護岸沿い西へ 52 メート

ルの所 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂南西端を見通す線上 10 メートル

の所 
    イ      〃                       80 メートル

の所 
    ウ      ２から津久茂南西端を見通す線上 90 メートルの所 
    エ      ３から津久茂の高を見通す線上 70 メートルの所 
    オ      ４から能美町遠崎の鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    カ      〃             線と距岸 10 メートルの線との交

点 
    キ      ３から江田島町津久茂の高を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    ク      ２から津久茂南西端を見通す線上 20 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 



19 
 

１  公示番号            区第１６８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町石井新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田南区船だまり南側防波堤南側付け根から防波堤沿い東

へ 70 メートルの防波堤曲がり角 
    〃   ２  〃    森野造船所埋立地北角（スベリ段差上部北角）から護

岸沿い南東へ 10 メートルの所 
    〃   ３  〃    高下川河口左岸角（階段の北側付け根）から道路沿い

北へ 13 メートルの所 
    〃    ４  〃  中田港見浪防波堤北側の沖防波堤北西端 
    ア      ２から江田島市江田島町古鷹山の高（377 メートル）を見通す線

と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃                           線

と１から４を見通す線との交点 
    ウ      ３から能美町能美海上ロッジ建物南角を見通す線と１から４を見

通す線との交点 
    エ      〃                                         距岸 10 メー

トルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１６９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町石井新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオカを距岸 10 メ       

ートルで結んだ線とカアを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田高下川河口左岸角（階段北側付け根） 
    〃   ２  〃                右岸角（護岸パラペット西端から下流へ 30

メートルの所） 
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    〃   ３  ２から護岸沿い南へ 100 メートルの所 
    〃   ４  能美町中町麓川河口左岸角 
    〃    ５  〃    かき作業場石積砂防堤（中田港見浪防波堤北西の石積

砂防堤）突端 
    ア      １から能美町能美海上ロッジ建物南角を見通す線上 50 メートル

の所 
    イ      〃                                線と４から江田島

市江田島町津久茂の高（263 メートル）を見通す線との交点 
    ウ      ２から５を見通す線と４から津久茂の高（263 メートル）を見通

す線との交点 
    エ      ５から２を見通す線上 30 メートルの所 
    オ       ４から津久茂の高（263 メートル）を見通す線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
    カ      ３から能美海上ロッジ建物南角を見通す線と距岸 10 メートルの

線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田南区船だまり地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  能美町高田沖南区船だまり南側防波堤南側付け根から防波堤沿い

東へ 20 メートルの所 
    〃   ２  〃                突端 
    〃   ３  〃    南区船だまり北側防波堤突端 
    〃   ４  〃               付け根から１番目の曲がり角 
    〃   ５  〃               北側付け根 
    ア      １から５を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃  能美町長瀬松ケ鼻を見通す線と２から３を見通す線との交

点 
    ウ      ４から 20 度の線と２から３を見通す線との交点 
    エ      〃      線上 20 メートルの所 
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    オ      ５から１を見通す線上 30 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田松ケ窪地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エ，エオ，オカ，カキを結んだ 4 直線とキアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田湯田かき作業場埋立地南西角から護岸沿い南東ヘ 30

メートルの所 
    〃   ２  〃    新宮レンガ工場跡埋立地北側付け根（道路との交点）

から護岸沿い北へ 150 メートルの所（排水口南側） 
    〃   ３  〃 
           〃        45 メートルの所 
    〃   ４  〃           敷地北角（防波堤北側付け根） 
    ア      １から江田島町津久茂の高（263 メートル）を見通す線と距岸 10

メートルの線との交点 
    イ      〃                          40

メートルの線との交点 
    ウ      ４から津久茂の高（263 メートル）を見通す線と距岸 40 メート

ルの線との交点 
    エ      〃                                      10 メート

ルの線との交点 
    オ      ３から護岸に直角に 5 メートルの所 
    カ      ２から護岸に直角に 5 メートルの所 
    キ      〃       の線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田 
 
１  公示番号            区第１７２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田湯田地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 25 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 5 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  能美町高田湯田の窪の桟橋跡中央（小川暗渠の北側）から護岸沿

い北へ 150 メートルの所 
    〃   ２  〃                        
           〃南へ 70 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂の高（263 メートル）を見通す線

と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃                         
           〃  25 メートルの線との交点 
    ウ      ２から津久茂の高（263 メートル）を見通す線と距岸 25 メート

ルの線との交点 
    エ      〃                                         5メート

ルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田遠崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田内能美漁業協同組合冷蔵庫跡の東側の護岸防潮扉中央

から護岸沿い北へ 2 メートルの所 
    〃   ２  〃                 埋立地の南側埋立地北東

角から護岸沿い南へ 32 メートルの護岸内角 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線と

距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃                         線上

35 メートルの所 
    ウ      ２から江田島町津久茂の高（263 メートル）を見通す（84 度）線
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上 25 メートルの所 
    エ      〃                                            線

と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田遠崎地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 25 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 7 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  能美町高田内能美漁業協同組合冷蔵庫跡の東側護岸防潮扉中央か

ら護岸沿い北西へ 50 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           〃        5 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線と

距岸 7 メートルの線との交点 
    イ           〃                          
           〃 25 メートルの線との交点 
    ウ      ２から津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線と距岸 25 メートル

の線との交点 
    エ      〃                       7 メートル

の線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田遠崎地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 20 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 5 メートルで結んだ線とによって囲
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まれた区域 
    基 点 １  能美町高田能美水島観光さつき園進入道路北側の延長線と護岸と

の交点から護岸沿い北へ 20 メートルの所 
    〃   ２  〃    遠崎内能美漁協冷蔵庫跡埋立地の小川河口鉄扉中央か

ら護岸沿い北へ 138 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町古鷹山の高（377 メートル）を見通す線

と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃                          
           〃  20 メートルとの交点 
    ウ      ２から江田島町津久茂西端（デコ石の鼻）を見通す線と距岸 20

メートルの線との交点 
    エ      〃                           5

メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町高田とうあみだ地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 28 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 8 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  能美町高田と江田島市沖美町三吉との海岸線における境界 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 200 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町たこ岩の鼻を見通す線と距岸 8 メートル

の線との交点 
    イ      〃                         28 メート

ルの線との交点 
    ウ      ２からたこ岩の鼻を見通す線と距岸 28 メートルの線との交点 
    エ      〃                8 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市能美町高田，中町 
 
１  公示番号            区第１７７号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川大矢地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町鹿川大矢北防波堤南側付け根から護岸沿い南へ 90 メート

ルの所 
    〃   ２  〃    石垣新開護岸北角から護岸沿い北へ 50 メートルの所 
    ア      １から能美町鹿川鎌木灯台防波堤（鹿川漁業協同組合南西の船だ

まり南側防波堤）中央曲がり角南端を見通す線上 140 メートルの

所 
    イ      〃 
           〃                     400 メートルの

所 
    ウ      ２から能美町ヒク岩を見通す線上 320 メートルの所 
    エ      〃               140 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１７８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川鎌木地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町鹿川鎌木南防波堤（灯台防波堤）南側付け根から護岸沿い

南へ 20 メートルの所 
    〃   ２  〃    と江田島市大柿町との海岸線における境界線 
    ア      １から能美町鹿川エムシーターミナル㈱114 号タンク南端を見通

す線上 200 メートルの所 
    イ      〃 
           〃   350 メートルの所 
    ウ      ２からエムシーターミナル㈱108 号タンク南端を見通す線上 380

メートルの所 
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    エ      〃                          230
メートルの所 

３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１７９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオカを距岸 50 メ

ートルで結んだ線とカキ，キク，クアを結んだ 3 直線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  大黒神島牛石鼻 
    〃   ２  〃   深浦のクボ新開石垣護岸南角から護岸沿い北へ 55 メー

トルの所 
    〃   ３  〃   ガンブリの鼻 
    〃   ４  〃   刈浜の北西端（３から南へ１番目の鼻） 
    〃   ５  〃   宮城鼻 
    ア      １から沖美町大矢鼻（江田島市能美町と沖美町との海岸線におけ

る境界）を見通す（76 度）線上 50 メートルの所 
    イ      〃 
           〃              200 メートルの所 
    ウ      ４から江田島市大柿町沖野島片山鼻北端を見通す（97 度）線上

350 メートルの所 
    エ      ５から片山鼻と沖野島丸山崎の中間を見通す（97 度）線上 200

メートルの所 
    オ      〃                        線と距岸

50 メートルの線との交点 
    カ      ４から片山鼻北端を見通す（97 度）線と距岸 50 メートルの線と

の交点 
    キ      ３から大柿町深江赤羽根崎を見通す（79 度）線上 50 メートルの

所 
    ク      ２から赤羽根崎を見通す（84 度）線上 150 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町鹿川，沖美町美能 
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１  公示番号            区第１８０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川大矢地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町鹿川石垣新開南側付け根の護岸階段南側付け根（カーブミ

ラー）            
      〃 ２  １から護岸沿い南へ 165 メートルの所 （護岸上の漁業権消滅標

識小鉄柱） 
    ア      １から江田島市大柿町と能美町鹿川との海岸線における境界を見

通す線上 7 メートルの所 
    イ      〃 
           〃    50 メートルの所 
    ウ      ２から大柿町と能美町鹿川との海岸線における境界を見通す線上

50 メートルの所 
    エ      〃 
           7 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１８１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川大矢地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ 9 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  鹿川石垣新開護岸北角 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 55 メートルの所 
    〃   ３  〃         180 メートルの所 
    〃   ４  鹿川大矢川河口護岸のスベリ東側付け根から護岸沿い南へ 59 メ

ートルの所 
    〃   ５  〃                         36 メ
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ートルの所（カーブミラー） 
    ア      １から鹿川鎌木江能広域浄化センター排水口を見通す線上 50 メ

ートルの所 
    イ      ３から能美町ヒク岩を見通す線上 30 メートルの所 
    ウ      ４から能美町鎌木南防波堤（灯台防波堤）突端を見通す線上 30

メートルの所 
    エ      ５から鹿川漁業協同組合北西の船だまりの南側防波堤曲がり角を

見通す線上 20 メートルの所 
    オ      〃                           
           〃     4 メートルの所 
    カ      ４から鎌木南防波堤突端を見通す線上 3 メートルの所 
    キ      ３からヒク岩を見通す線上 3 メートルの所 
    ク      ２から江田島市前処理センター入口北側法面南端を見通す線上 5

メートルの所 
    ケ      〃                                    27

メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１８２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  能美町鹿川大矢北防波堤南側付け根から護岸沿い南へ 71 メート

ルの所 
    〃   ２  〃    大矢川河口護岸のスベリ西側付け根から北へ 20 メー

トルの所（排水口中央） 
    ア      １から能美町鎌木埋立地北西角を見通す線上 5 メートルの所 
    イ      〃                     30 メートルの所 
    ウ      ２から能美町鎌木灯台防波堤（鹿川漁業協同組合南西の船だまり

南側防波堤）中央曲がり角南端を見通す線上 30 メートルの所 
    エ      〃                          
           〃                    5 メートルの所 
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３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１８３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町鹿川文久新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  文久新開第２樋門南西の護岸角 
    〃   ２  １から護岸沿い西へ 120 メートルの所 
    ア      １から江田島市大柿町大原大附防波堤突端を見通す線上 12 メー

トルの所 
    イ      〃                         69 メー

トルの所 
    ウ      ２から鹿川大矢北防波堤突端を見通す線上 69 メートルの所 
    エ      〃                   12 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市能美町鹿川 
 
１  公示番号            区第１８４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町小古江地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ 9 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町大原と能美町との海岸線における境界 
    〃   ２  〃  小古江船頭鼻 
    〃   ３  〃     小船頭鼻 
    〃   ４  〃     余防川河口左岸角から東へ 1 つ目の階段北西側付け

根 
    〃   ５  〃     余防樋門中央（４から護岸沿い南東へ 100 メートル

の所） 
    〃   ６  〃     明神鼻南のスベリ北側護岸西角 
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    ア      １から江田島市沖美町大黒神島南東端を見通す線上 100メートル

の所 
    イ      ２から 216 度 80 メートルの所 
    ウ      ５から大柿町深江大附ガンコウジ北東角を見通す線上 60 メート

ルの所 
    エ      ６から 265 度 30 分 30 メートルの所 
    オ      〃         110 メートルの所 
    カ      ４からガンコウジ北東角を見通す線上 130 メートルの所 
    キ      ３から 215 度 310 メートルの所 
    ク      ２から 216 度 330 メートルの所 
    ケ      １から大黒神島南東端を見通す線上 400 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町大原 
 
１  公示番号            区第１８５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町深江大附地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町深江大附防波堤南側付け根 
    〃   ２  １から海岸沿い南へ 136 メートルの所 
    ア      ２から江田島市能美町鹿川エムシーターミナル㈱103 号タンク北

端を見通す線上 170 メートルの所 
    イ      〃 
           〃       425 メートルの所 
    ウ      １からエムシーターミナル㈱115 号タンク北端を見通す線上 375

メートルの所 
    エ      〃                          150

メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町大原 
 
１  公示番号            区第１８６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
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        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町大原柿木鼻から北東へ１番目の鼻の南端 
    〃   ２  〃    土石の鼻南端から護岸沿い北東へ 70 メートルの所 
    ア      １から 180 度 150 メートルの所 
    イ      〃      590 メートルの所  
    ウ      ２から 166 度 440 メートルの所 
    エ      〃      140 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町大原 
 
１  公示番号            区第１８７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町小古江地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 3 メートルで結んだ線とウエ，

エオを結んだ２直線とオカを距岸４メートルで結んだ線とカキ，

キク，クケ，ケコ，コサ，サシ，シス，スアを結んだ８直線とに

よって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町小古江ふれあいセンター埋立地北西角から護岸沿い西へ

35 メートルの所 
    〃   ２  〃                 南西角 
    〃   ３  〃     余防川河口左岸角から東へ 1 つ目の階段西側付け根

から護岸沿い南東へ 70 メートルの所 
    〃   ４  ３から護岸沿い南東へ 22 メートルの所 
    〃   ５  ４から護岸沿い南東へ 20 メートルの所 
    〃   ６  ５から護岸沿い南東へ 56 メートルの所 
    〃   ７  ６から護岸沿い南東へ 92 メートルの所 
    〃   ８  大柿町深江大附金比羅宮北側の護岸階段西側付け根から護岸沿い

南西へ 178 メートルの護岸内角 
    〃   ９  〃      ガンコウジ北東角から護岸沿い南東へ180メート

ルの所（桟橋渡橋の護岸側付け根） 
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    ア      １から小古江明神鼻を見通す線と２からガンコウジ北東角を見通

す線との交点 
    イ      ２からガンコウジ北東角を見通す線と距岸 3 メートルの線との交

点 
    ウ      余防川右岸の延長線と距岸 3 メートルの線との交点 
    エ      ３から８を見通す線上 18 メートルの所 
    オ      ４から８を見通す線と距岸４メートルの線との交点 
    カ      ６からガンコウジ北東角を見通す線と距岸４メートルの線との交

点 
    キ      〃              線上 10 メートルの所 
    ク      ７から９を見通す線上 10 メートルの所 
    ケ      〃         20 メートルの所 
    コ      ６からガンコウジ北東角を見通す線上 20 メートルの所 
    サ      〃                40 メートルの所 
    シ      ５から９を見通す線上 44 メートルの所 
    ス      １から明神鼻を見通す線上 210 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町大原 
 
１  公示番号            区第１８８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称        時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町小古江地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，

コアを結んだ 10 直線によって囲まれた区域。ただし，小古江峰

ヶ迫川両岸の延長線ではさまれた区域を除く。 
    基 点 １  小古江明神鼻南のスベリ南側付け根 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 88 メートルの所 
    〃   ３  峰ヶ迫川河口右岸角 
    〃   ４  小古江萩造船所前防波堤北側付け根から防波堤沿い西へ 9 メート

ルの所 
    〃   ５  〃                        33 メー

トルの所 
    ア      １から深江川河口左岸角を見通す線上 13 メートルの所 
    イ      １から 232 度の線（深江大附ガンコウジ護岸南端と道路の交点か
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ら北へ 25 メートルを見通す線）上 30 メートルの所 
    ウ      ３から深江大附ガンコウジ護岸南端と道路の交点を見通す線上

80 メートルの所 
    エ      〃                      
            72 メートの所 
    オ      ５から防波堤に直角に 5 メートルの所 
    カ      ４から防波堤に直角に 5 メートルの所 
    キ      ４から１を見通す線上 29 メートルの所 
    ク      ３から深江大附ガンコウジ護岸南端と道路の交点を見通す線上

29 メートルの所 
    ケ      〃 
           19 メートルの所 
    コ      ２から大柿町大原5832番地護岸北角を見通す線上14メートルの

所 
３ 地元地区  江田島市大柿町大原 
 
１  公示番号            区第１８９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町深江大附地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町深江赤羽根崎西端から海岸沿い北へ 115 メートルの所 
    〃   ２  〃    大附西側防波堤南側付け根から海岸沿い南へ 136メー

トルの所 
    ア      １から江田島市能美町鹿川大矢鼻南端はなれ石を見通す（279 度）

線上 220 メートルの所 
    イ      〃 
           〃 410 メートルの所 
    ウ      ２から能美町鹿川エムシーターミナル㈱103 号タンク北端を見通

す（280 度）線上 350 メートルの所 
    エ      〃 
           〃       170 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
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１  公示番号            区第１９０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町沖野島片山鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキを結んだ６直線とキア

を距岸 100 メートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  沖野島中殿の鼻南西端 

〃   ２  〃      北西端 
    〃   ３  〃  片山鼻北西端 
    〃   ４  〃     の北東側護岸の東角から護岸沿い北西へ 7 メートル

の所 
    ア      １から江田島市沖美町小黒神島の高を見通す線と距岸100メート

ルの線との交点 
イ      〃                   線上 389メートルの 
       所 

    ウ      ２から江田島市沖美町小黒神島の高を見通す線上389メートルの

所 
    エ      〃                   線上600メートルの

所 
    オ      ４から 354 度 690 メートルの所 
    カ      〃  大柿町深江赤羽根崎防波堤の付け根から南へ 1 番目の曲り

角を見通す線上 420 メートルの所 
    キ      ３から大柿町深江漁港南防波堤の北端の赤灯台を見通す線と距岸

100 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町沖野島地先 

漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区 
       域 
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    基 点 １  大柿町深江島戸埋立地南角 
    〃   ２  〃    深江産業（株）埋立地北西角 
    ア      １から沖野島こじケ窪の鼻を見通す線上 220 メートルの所 
    イ      〃                 270 メートルの所 
    ウ      ２から沖野島片山鼻の北東側護岸の北角を見通す線上170メート 

ルの所 
    エ      〃                        120 メート 

ルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町沖野島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  沖野島片山鼻の北東側護岸の北角から護岸沿い南東へ 21 メート

ルの所 
    〃   ２  〃  こじケ窪の鼻 
    〃   ３  〃  中の鼻北端 
        〃      ４    大柿町深江深江産業（株）入口北側付け根から護岸沿い北へ 104

メートルの所 
    〃      ５   〃    唐串の鼻西端（深江漁港南側防波堤に隣接する深江汚

水中継ポンプ場南側付け根から道路沿い南西へ54メートルの所） 
    ア            ２から大柿町深江赤羽崎防波堤突端（黄色灯標）を見通す線上 380

メートルの所 
        イ            〃                          570

メートルの所 
    ウ      ５から３を見通す線上 250 メートルの所 
    エ      １から４を見通す線と３から５を見通す線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９３号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置   江田島市大柿町沖野島大番地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町沖野島橋南側橋台北側付け根から護岸沿い南西へ 150メー

トルの所（排水口） 
    〃   ２  沖野島大番イケス樋門（悪水溜め排水路暗渠）中央（三叉路東側 
           護岸内角から護岸沿い南東へ 9.4 メートルの所） 
    ア      １から沖野島橋北側の鼻西端を見通す線上 140 メートルの所 
    イ      〃                   30 メートルの所 
    ウ      ２から大柿町深江新開旧いわし加工場西側護岸のスベリ北側付け

根を見通す線上（49 度）30 メートルの所 
    エ      〃                      
                      130 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町深江白水地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町深江釣附こんぼうず岩西端 
    〃   ２  〃      芦の浦コンクリート護岸北西角 
    ア      １から江田島市沖美町大黒神島鵜泊鼻南端を見通す線上 120メー

トルの所 
    イ      〃                        330 メー

トルの所 
    ウ      ２から大柿町沖野島周気崎南端を見通す線上 430 メートルの所 
    エ      〃                    200 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
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１  公示番号            区第１９５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町深江大附ガンコウジ地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 30 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエオを距岸 5 メートルで結んだ線とオカ，カア

を結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基  点 １  大柿町深江大附稲荷神社北側の護岸階段西側付け根から護岸沿い

南西へ 178 メートルの護岸内角 
    〃     ２  〃                                
           〃  27 メートルの所 
    〃   ３  〃      ガンコウジ北東角から護岸沿い南へ 60 メートル

の所 
    ア      １から 320 度 80 メートルの所 
    イ      ２から 310 度の線と距岸 30 メートルの線との交点 
    ウ      ３から大柿町小古江明神鼻を見通す線と距岸 30 メートルの線と

の交点 
    エ      〃                        5 メートルの線と

の交点 
    オ      ２から 310 度の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    カ      １から 320 度 30 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島白瀬川地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウエを距岸 10 メートルで結ん

だ線とエアを結んだ２直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  大黒神島白瀬船着場（スベリ）付け根中央 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 30 メートルの所 
    〃   ３  白瀬川河口左岸角 
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    〃   ４  大黒神島黒山鼻西の鼻（白瀬川河口東側護岸東端から北東へ１番

目の鼻） 
    ア      １から４を見通す線と２から大黒神島白瀬湾東の白石中央を見通

す線との交点 
    イ      ３から沖美町入鹿鼻を見通す線上 110 メートルの所 
    ウ      〃            線 と距岸 10 メートルの線との交点 
    エ      ２から白瀬湾東の白石中央を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江，沖美町沖 
 
１  公示番号            区第１９７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市沖美町大黒神島深浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大黒神島深浦のくぼ北側１番目の鼻 
    〃   ２  〃        新開石垣護岸南角から護岸沿い北へ 30 メー

トルの所（護岸階段北側付け根） 
    〃   ３  〃                   海岸沿い東へ 60 メー

トルの所 
    ア      １から３を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃         ２から江田島市大柿町深江赤羽根崎を見通

す（84 度）線との交点 
    ウ      ２から赤羽根崎を見通す（84 度）線と距岸 10 メートルの線との

交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江，沖美町沖 
 
１  公示番号            区第１９８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町深江白水地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 20 メートル

で結んだ線によって囲まれた区域 
    基 点 １  親休鼻から西回り 2 番目の鼻の大岩 
    〃   ２  深江釣附こんぼうず岩西端 
    ア      １から大柿町長島の洲鼻を見通す線上 20 メートルの所 
    イ      〃                170 メートルの所 
    ウ      ２から江田島市沖美町大黒神島鵜泊鼻南端を見通す線上 170メー

トルの所 
    エ      〃                        20 メー

トルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第１９９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ直線及びアエを距岸 10 メートル

で結んだ線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町沖野島周寄鼻から北へ250メートルの所（浜の端にある岩） 
    〃   ２  沖美町大黒神島宮城鼻南西護岸角から南西へ 60 メートルの所 
    〃   ３  大柿町沖野島西端 
    ア      １から大黒神島宮城鼻を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃              と３から我島北端を見通す線と

の交点 
    ウ      ２から沖野島周寄鼻を見通す線と３から我島北端の見通す線との

交点 
    エ      〃              沖野島の距岸 10 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町深江 
 
１  公示番号            区第２００号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    江田島市大柿町大原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町大原土石の東鼻から護岸沿い北東へ 130 メートルの所 
    〃   ２  〃    ゲゲトリハナ鼻南端護岸角から護岸沿い北西へ 60 メ

ートルの所 
    ア      １から呉市倉橋町重生旧重生小学校西の鼻を見通す（166 度 30

分）線上 200 メートルの所 
    イ      ２から 160 度 130 メートルの所 
    ウ      〃      380 メートルの所 
    エ      １から旧重生小学校西の鼻を見通す（166 度 30 分）線上 470 メ

ートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大原黒嶽地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町ゲゲトリハナ鼻東側付け根の護岸放水口右岸角 
    〃   ２  〃  大原下方鼻東側付け根（丸石） 
    ア      １から 160 度 200 メートルの所 
    イ      ２から倉橋町小串の鼻を見通す線上 270 メートルの所 
    ウ      〃                590 メートルの所 
    エ      １から 160 度 460 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君臼ヶ浦、長浜地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町長瀬鼻南端 
    〃   ２  〃  大君追の浦の中間鼻東端 
    〃   ３  〃    長浜海岸南側防砂堤付け根から南へ１番目の鼻 
    〃   ４  〃                         の東側 
           付け根から海岸沿い東へ 42 メートルの所 
    ア      １から呉市倉橋町小串の東鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      ２から３を見通す線上 170 メートルの所 
    ウ      ３から 170 度 100 メートルの所 
    エ      ４から倉橋町宇和木ナキリ東鼻を見通す線上 70 メートルの所 
    オ      〃                    240 メートルの所 
    カ      １から小串の東鼻を見通す線上 380 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君明神鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  大柿町大君南城鼻から南へ 1 番目の護岸階段南側付け根から護岸

沿い北へ 17 メートルの所 
    〃   ２  〃    まちが鼻南側埋立地北側付け根から護岸沿い北へ 72 
           メートルの護岸階段付け根切欠の中央 
    〃   ３  〃             南側付け根から護岸沿い南へ 140 
           メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町田原ホーシ鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      〃                     150 メートルの所 
    ウ      ３から音戸町早瀬流田鼻を見通す線上 150 メートルの所 
    エ      〃                 80 メートルの所 
    オ      ２から流田鼻を見通す線上 110 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
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１  公示番号            区第２０４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大君大君桟橋南側付け根から護岸沿い南へ 40 メートルの所 
    〃   ２  〃                  265 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町田原漁港防波堤赤灯台を見通す線上 90 メート

ルの所 
    イ      〃                       190 メート

ルの所 
    ウ      ２から音戸町田原山本造船所船台北西角を見通す線上220メート

ルの所 
    エ      〃                             130 メート

ルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町引島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クアを結んだ

8 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町柿浦漁港東側防波堤とかき筏組立場北側護岸との交点から

防波堤沿い 63 メートルの所（東側付け根から１番目の曲り角） 
    〃   ２  〃  大君大君桟橋南側付け根から護岸沿い南へ145メートルの

所 
    〃   ３  引島南側防波堤東側付け根 
    ア      １から呉市音戸町三ツ子島の北の高（16 メートル）を見通す（59

度）線上 790 メートルの所 
    イ      〃            第１桟橋北ブロック北西角を見通す
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（61 度）線上 1,290 メートルの所 
    ウ      ２から音戸町田原田原漁業協同組合の建物南角を見通す（88 度）

線上 700 メートルの所 
    エ      〃 
           〃  380 メートルの所 
    オ      ３から 60 度の線とアエを結んだ線との交点 
    カ      〃   70 度 115 メートルの所 
    キ      １から 84 度 775 メートルの所 
    ク      〃     の線とアエを結んだ直線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町柿浦漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大柿町柿浦山本かき作業場北側の小川河口右岸角の階段東側付け

根から護岸沿い東へ 27 メートルの所（作業場と護岸の接点） 
    〃   ２  〃    柿浦漁港埋立地北側付け根 
    ア      １から呉市音戸町渡子井ノ尻沖埋立地西側付け根を見通す（89

度）線上 240 メートルの所 
    イ      〃 
           〃    630 メートルの所 
    ウ      ２から 87 度 630 メートルの所 
    エ      〃     200 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君坪土地先 
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        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 30 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 5メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  大柿町大君坪土の南鼻北東端 
    〃   ２  〃    梶掛ノ鼻北端 
    ア      １から大君坪土の北鼻南端を見通す線と距岸 5 メートルの線との

交点 
    イ      〃                    30 メートルの線と

の交点 
    ウ      ２から大君釣出し鼻を見通す線と距岸 30 メートルの線との交点 
    エ      〃                 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君中の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 5 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウエ

を距岸 25 メートルで結んだ線とエアを結んだ直線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  大君坪土の北鼻南端から海岸沿い北へ 60 メートルの所 
    〃   ２  中の鼻南端から海岸沿い北西へ 20 メートルの所 
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      〃            25 メートルの線との交点 
    エ      １から２を見通す線と距岸 25 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２０９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君中の鼻地先 
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        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 5 メートルで結んだ線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  中の鼻北側魚類養殖場桟橋北側付け根 
    〃   ２  〃  北東端     
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君王泊地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町大君釣出し鼻南東端 
    〃   ２  〃    丸小島南端 
    〃   ３  〃    中の鼻北端 
    〃   ４  〃       北東端 
    ア      １から４を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃       線上 80 メートルの所 
    ウ      ２から３を見通す線上 70 メートルの所 
    エ      ３から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君源八鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 5 メートルで結んだ

線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町大君泉市営駐車場南側の突堤南側付け根 
    〃   ２  〃    源八鼻北端 
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    ア      １から 105 度の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃           45 メートルの所 
    ウ      ２からイを見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 10 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町大君泉市営駐車場埋立地北西側付け根から護岸沿い北東へ

67 メートルの所 
    〃   ２  〃             南側の突堤北側付け根 
    ア      １から呉市音戸町早瀬阿弥陀堂の屋根中央を見通す線と距岸 10

メートルの線との交点 
    イ      〃                          50

メートルの線との交点 
    ウ      ２から 105 度の線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ       〃                   10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君コシマ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  コシマ鼻埋立地南側付け根（県道護岸との交点）から護岸沿い北

へ 55 メートルの所 
    〃   ２  大君瀬本鼻北側の小川河口中央から南へ 13 メートルの所 
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    ア      １から呉市音戸町早瀬サタメノ鼻を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    イ      〃                   上 70 メートルの所 
    ウ      ２から早瀬阿弥陀堂の屋根中央を見通す線上 52 メートルの所 
    エ      〃                  と距岸 10 メートルの

線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
  
１  公示番号            区第２１５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 5 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結ん

だ 3 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  大柿町大君平後川河口（大君小学校北側の川）左岸角から護岸沿

い北へ 6 メートルの所 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 90 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町田原小学校埋立地南西角を見通す線と距岸 5 メ

ートルの線との交点 
    イ      ２から田原小学校埋立地南西角を見通す線と距岸 5 メートルの線

との交点 
    ウ      〃                   上 70 メートルの所 
    エ      １から田原小学校埋立地南西角を見通す線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町柿浦三束新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 5 メートルで結んだ

線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  三束新開の北の新開南東角から護岸沿い北へ 10 メートルの所 
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    〃   ２  大柿町柿浦楠田新開北東角 
    ア      １から江田島市江田島町秀崎の鼻南端を見通す線と距岸 5 メート

ルの線との交点 
    イ      〃                    線上 30 メートル

の所 
    ウ      ２からイを見通す線との距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町柿浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ６直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  柿浦芸南クリニック北側護岸北東角 
    〃   ２  〃 中国電力㈱大柿変電所敷地東側護岸の北東角 
    〃   ３  ２から護岸沿い南へ 20 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町田原猿ヶ鼻を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃                   50 メートルの所 
    ウ      ２から猿ヶ鼻を見通す線上 30 メートルの所 
    エ      ３から猿ヶ鼻を見通す線上 30 メートルの所 
    オ      〃            5 メートルの所 
    カ      ２から猿ヶ鼻を見通す線上 5 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君中の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  中の鼻北端 
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    〃   ２  １から海岸沿い南東へ 40 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町早瀬老人憩の家南角を見通す線上 80 メートル

の所 
    イ      〃                       100 メートル

の所 
    ウ      ２から早瀬鳥ヶ首防波堤突端を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      〃                   80 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２１９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市大柿町大君中の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  中の鼻北端 
    〃   ２  １から海岸沿い南東へ 40 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町早瀬老人憩いの家南角を見通す線上 15 メート

ルの所 
    イ      〃                         80 メート

ルの所 
    ウ      ２から早瀬鳥ヶ首防波堤突端を見通す線上 80 メートルの所 
    エ      〃                   15 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市大柿町 
 
１  公示番号            区第２２０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町二ツ小島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  二ツ小島南側付け根（石垣護岸北端）から護岸沿い南へ 80 メー
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トルの所 
    〃   ２  江田島町一ツ小島中国化薬第一火薬庫入口前 15 番倉庫北西角か

ら護岸に平行に南東へ 9 メートルの護岸点 
    ア      １から呉市天応天狗城山の高（239 メートル）を見通す線上 150

メートルの所 
    イ      〃                          350

メートルの所 
    ウ      ２から天応烏帽子岩北側の高（392 メートル）を見通す線上 350

メートルの所 
    エ      〃                          150

メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用，切串 
 
１  公示番号            区第２２１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町高須浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町一ツ小島中国化薬荷揚護岸北角 
    〃   ２  〃   高須鼻 
    〃   ３  〃     南鼻 
    ア      １から呉市天応烏帽子岩北側の高（392 メートル）を見通す線上

100 メートルの所 
    イ      〃 
           260 メートルの所 
    ウ      ２から呉市吉浦町猪山隧道中央を見通す（80 度）線上 260 メー

トルの所 
    エ      ３から呉市シビトノ鼻を見通す線上 260 メートルの所 
    オ      〃                100 メートルの所 
    カ      ２から猪山隧道中央を見通す（80 度）線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２２号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町小用ももだか地先 
        漁場の区域    次のアエ，エオ，オカ，カキ，キケを結んだ 5 直線とケコを距岸

20 メートルで結んだ線とコアを結んだ直線とによって囲まれた

区域。ただし，イウ，ウキ，キク，クイを結んだ 4 直線によって

囲まれた区域を除く。 
    基 点 １  江田島町小用東江漁協共同作業所埋立地護岸北東角 
    〃   ２  〃     木葉水産作業場東側護岸南東角（内角） 
    〃   ３  〃     ももだか埋立地南東角 
    ア      １から呉市若葉町大麗女島南端を見通す線と２から江田島町小用

東江漁協東側船だまり南側防波堤南側付け根を見通す線との交

点 
    イ      〃                  上 250 メートルの所 
    ウ      〃                    350 メートルの所 
    エ      〃                    470 メートルの所 
    オ      ３から江田島町秋月鳥ノ首北端を見通す線上 280 メートルの所 
    カ      〃                    145 メートルの所 
    キ      ２から 101 度 230 メートルの所 
    ク      〃      120 メートルの所 
    ケ      〃      の線と距岸 20 メートルの線との交点 
    コ      〃  東江漁協東側船だまり南側防波堤南側付け根を見通す線と    

距岸 20 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町小用鳥ノ首地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町小用ももだか埋立地北東角から護岸沿い南へ 30 メート
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ルの所 
    〃   ２  〃   秋月弾薬庫旧燃料置場護岸東側付け根 
    ア      １から呉市若葉町大麗女島南端を見通す線上 580 メートルの所 
    イ      〃                    780 メートルの所 
    ウ      ２から呉市昭和町日新製鋼呉製鉄所の赤白煙突（164 メートル）

を見通す線上 400 メートルの所 
    エ      〃 
           〃      200 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町秋月若宮地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町秋月弾薬庫南門に隣接する防波堤の突端 
    〃   ２  〃        南側護岸の鉄扉北側取り付け部から護岸沿い

北東へ 90 メートルの所 
    ア      １から呉市若葉町小麗女島の灯台を見通す線上550メートルの所 
    イ      ２から 122 度 460 メートルの所 
    ウ      〃   175 度 400 メートルの所 
    エ      〃       200 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町秋月地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町秋月（旧）平上造船所東側護岸南東角 
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    〃   ２  〃     全農グリーンリソース㈱積出し岸壁北側の護岸パラ

ペット北端（護岸内角）から護岸沿い北へ 44 メートルの所 
    ア      １から 94 度 125 メートルの所 
    イ      〃     700 メートルの所 
    ウ      ２から 94 度 730 メートルの所 
    エ      〃     155 メートルの所     
３ 地元地区  江田島市江田島町小用，呉市音戸町（ただし，田原，早瀬を除く。），江

田島市大柿町柿浦 
 
１  公示番号            区第２２６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町鷲部ひるがさこ地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町鷲部ひるがさこ防波堤の南側を東へ延長した線と道路護

岸との交点 
    〃   ２  〃     ㈱岡本組埋立地南側付け根から護岸沿い南へ148メ

ートルの所 
    ア      １から江田島市能美町能登呂山の高（542 メートル）を見通す線

と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２からの能登呂山の高（542 メートル）を見通す線と距岸 10 メ

ートルの線との交点 
    ウ      〃                     線上 30 メート

ルの所 
    エ      １から能登呂山の高（542 メートル）を見通す線上 60 メートル

の所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    江田島市江田島町江南地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エオ，オ

アを結んだ 4 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町と江田島市大柿町との海岸線（外海）における境界から

護岸沿い東へ 10 メートルの所（外海ポンプ場樋門東側から護岸

沿い東へ 18 メートルの所） 
    〃   ２  １から南東へ１番目の護岸外角（江南２丁目 24 番地の南角） 
    〃   ３  江田島町秀崎の新開護岸南端 
    ア      １から大柿町引島東端を見通す線と距岸 10 メートルの線との交

点 
    イ      ３から 249 度 30 分の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    ウ      〃         50 メートルの所 
    エ      ２から２の北西側護岸に直角に 40 メートルの所 
        オ      １から引島東端を見通す線上 70 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町小用 
 
１  公示番号            区第２２８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市能美町松ヶ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イ２，２ウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 7 直線

によって囲まれた区域 
    基 点 １  能美町高田港南防波堤突端から１番目の曲がり角 
    〃   ２  〃  松ヶ鼻北端 
    〃   ３  〃  松ヶ鼻西側の埋立地護岸北西角 
    ア      １から江田島市江田島町海上自衛隊第一術科学校中央防波堤の突

端から１番目の曲がり角を見通す線（71 度 30 分）と３から江田

島町津久茂 2 丁目の南端（小島新開南西物揚場東のスベリ取付部

東端から護岸沿い東へ 95 メートルの所）を見通す（347 度）線

との交点 
    イ      ３から津久茂 2 丁目の南端を見通す（347 度）線上 270 メートル

の所 
    ウ      ２から江田島町鷲部矢ノ浦港北側防波堤南端を見通す（68 度 30

分）線上 175 メートルの所 
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    エ      ２から江田島町世上漁港イワシ浜３号防波堤付け根から１番目の

曲り角を見通す（6 度 30 分）線上 510 メートルの所 
    オ      ２から津久茂２丁目津久茂小学校跡地南角を見通す（341 度）線

上 710 メートルの所 
    カ      １から海上自衛隊第一術科学校中央防波堤突端から１番目の曲が

り角を見通す（71 度 30 分）線上 1,660 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町（ただし，小用，切串を除く） 
 
１  公示番号            区第２２９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町鷲部地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町鷲部２丁目鷲部公園護岸南西角から護岸沿い北へ 60 メ 
           ートルの所 
    〃   ２  〃     ３丁目７号と８号の境界にある小川の流出口の南端

から護岸沿い南へ 33 メートルの所 
    ア      １から江田島市能美町松ヶ鼻を見通す線上 240 メートルの所 
    イ      ２から能美町能登呂山の高（542 メートル）を見通す線上 265 メ

ートルの所 
    ウ      〃                         565 メ 
                      ートルの所 
    エ      １から松ヶ鼻を見通す線上 540 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町大原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  江田島町津久茂２丁目小島新開北東の小川の第 1 渡橋下流側右岸

付け根から護岸沿い南へ 60 メートルの所 
    〃   ２  〃         津久茂小学校跡地護岸南東角から護岸沿い

北へ 220 メートルの所 
    〃   ３  〃   宮の原２丁目立石かき筏組立場南西角 
    〃   ４  〃         世上漁港北側の船だまり南側防波堤南側付

け根から護岸沿い南へ 38 メートルの所 
    ア      １から４を見通す線上 130 メートルの所 
    イ      ２から３を見通す線上 100 メートルの所 
    ウ      ３から２を見通す線上 120 メートルの所 
    エ      ４から１を見通す線上 220 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町差須浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，江田島町大須港に通じる船通しの区域を除く。 
    基 点 １  江田島町鼻ぐり南西端 
    〃   ２  〃   たこ岩の鼻（西側カーブミラー）から護岸沿い北へ 20

メートルの所 
    ア      １から江田島町差須浜西端を見通す線上 40 メートルの所 
    イ      ２から江田島市沖美町大奈佐美島北東端（源兵衛鼻）を見通す線

上 390 メートルの所 
    ウ      〃 
           〃590 メートルの所 
    エ      １から大奈佐美島大塔山の高（91 メートル）を見通す線上 260 
           メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
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        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町江関地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町幸の浦鯨石の鼻（石碑の鼻の北側付け根の石垣護岸端か

ら護岸沿い北東へ 50 メートルの所） 
    〃   ２  〃   エセキ川東側の埋立地東側付け根の排水路右岸角から護

岸沿い東へ 45 メートルの所 
    ア      １から広島市南区似島東端を見通す線上 150 メートルの所 
    イ      〃                  560 メートルの所 
    ウ      ２から南区峠島南西端を見通す線上 750 メートルの所 
    エ      〃                 150 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町小用ももだか地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町小用東江漁協共同作業所埋立地護岸北東角 
    〃   ２  〃     ももだか埋立地東角 
    〃   ３  〃     鳥ノ首突端 
    ア      １から呉市若葉町大麗女島南端を見通す線上 470 メートルの所 
    イ      ３から江田島町高須東端（高須中央鼻）を見通す線上 250 メート

ルの所 
    ウ      〃                        30 メート

ルの所 
    エ      ２から３を見通す線上 280 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３４号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町鷲部地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 60 メートルで結んだ線とエアを結んだ直線によって囲

まれた区域 
    基 点 １  江田島町鷲部２丁目江田島市消防本部埋立地西側護岸北西角（江

田島市消防団鷲部駐屯所南側の小川河口左岸角） 
    〃   ２  〃     ３丁目ひるがさこ防波堤跡の石積南側を東へ延長し

た線と道路護岸との交点 
    ア      １から江田島市能美町松ヶ鼻を見通す線と距岸 10 メートルの線

との交点 
    イ      ２からの能美町能登呂山の高（542 メートル）を見通す線と距岸

10 メートルの線との交点 
    ウ      〃 
           60 メートルの線との交点 
    エ      １から松ヶ鼻を見通す線と距岸 60 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町宮の原地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町宮の原 1 丁目農林水産省所有地北西の埋立地護岸南西角 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 107 メートルの護岸北西角 
    ア      １から江田島市能美町トトウガ鼻鳥居の小島北端を見通す線と距

岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から 242 度の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    ウ      〃       50 メートルの所 
    エ      １からトトウガ鼻鳥居の小島北端を見通す線上 50 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
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１  公示番号            区第２３６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町津久茂地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町津久茂水揚西の護岸南端（スベリの東の護岸角）から護

岸沿い北東へ 12 メートルの護岸内角 
        〃      ２    〃            阿重田川河口暗渠中央 
        ア            １から江田島市能美町中町桟橋突端を見通す線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
        イ            ２から中町桟橋突端を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
        ウ            〃                       線上 60 メートルの所 
        エ            １から中町桟橋突端を見通す線上 60 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町津久茂地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 10 メートルで結んだ線とエオ，オカ，カアを結んだ 3
直線とによって囲まれた区域 

    基 点 １   江田島町津久茂小松の窪の西端（3 丁目 20 の電柱前護岸角） 
        〃      ２    １から護岸沿い東へ 63 メートルの所 
        〃      ３    ４から護岸沿い北西へ 81 メートルの所（3 丁目 9 の電柱前） 
        〃      ４    小松の窪の南端(護岸角) 
        ア            １から江田島市能美町能登呂山の高（542 メートル）を見通す線

と距岸 10 メートルの線との交点 
        イ            ２から３を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
        ウ            ３から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
        エ            ４から能登呂山の高（542 メートル）を見通す線と距岸 10 メー
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トルの線との交点 
        オ            〃                                     線上 30メートル

の所 
        カ            1 から能登呂山の高（542 メートル）を見通す線上 30 メートルの

所 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町大須地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 50 メートルで結んだ線とエアを結んだ直線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町たこ岩の鼻（西側のカーブミラーの所） 
    〃   ２  〃   サコウタの鼻（カーブミラーの所） 
    ア      １から江田島町津久茂西端を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    イ      ２から江田島市沖美町岸根の鼻北端を見通す線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
    ウ      〃                   線と距岸 50 メート

ルの線との交点 
    エ      １から津久茂西端を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２３９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町切串地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町切串大橋下流側右岸付け根から護岸沿い下流へ 77 メー
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トルの所（階段南側付け根） 
    〃   ２  〃   切串中学校護岸北東角から護岸沿い西へ 10 メートルの

所 
    ア      １から広島市南区峠島西端を見通す線上 80 メートルの所 
    イ      〃                   145 メートルの所 
    ウ      ２から南区似島の高（278 メートル）を見通す線上 60 メートル

の所 
    エ      〃                      10 メートル

の所 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 1 丁目，宮ノ原 
 
１  公示番号            区第２４０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町幸の浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  江田島町幸の浦椎の木鼻北東端 
    〃   ２  〃      新開（埋立地）の北側付け根から護岸沿い北西へ

120 メートルの所 
    〃   ３  〃      物揚場突堤西側付け根 
    〃   ４  〃      鯨石の鼻（石碑の鼻の北側付け根石垣護岸端から

護岸沿い北東へ 50 メートルの所） 
    ア      １から江田島町屋形石の鼻を見通す線上 100 メートルの所 
    イ      ４から広島市南区似島東端を見通す線上 480 メートルの所 
    ウ      〃                  150 メートルの所 
    エ      １から３を見通す線と２からウを見通す線との交点 
    オ      １から３を見通す線上 130 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町 
 
１  公示番号            区第２４１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置   江田島市江田島町江関地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町切串エセキ川東側の埋立地東側付け根の排水路右岸角か

ら護岸沿い東へ 45 メートルの所 
    〃   ２  江田島町切串タカノス北東端 
    ア      １から広島市南区峠島南西端を見通す線上 150 メートルの所 
    イ      〃                    750 メートルの所 
    ウ      ２から峠島東端を見通す線上 990 メートルの所 
    エ      〃             250 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
 
１  公示番号            区第２４２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町切串地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  江田島町切串タカノス鼻北東端のカキ殻堆積場渡橋東側付け根か

ら通路沿い北東へ 13 メートルの所 
    〃   ２  〃     切串湾西側防波堤（タカノス鼻から２番目の防波堤）

南側付け根から護岸沿い南東へ 59 メートルの所（階段工の南端） 
    〃   ３  〃     西沖桟橋埋立地北東角から護岸沿い西へ 15 メート

ルの所 
    〃   ４  〃     切串中学校埋立地東側付け根から護岸沿い北東へ

137 メートルの所 
    〃   ５  〃     カワモチ共同作業場埋立地南西角 
    〃   ６  〃         防波堤北側付け根から海岸沿い北へ120メ

ートルの所 
    ア      １から６を見通す線と３から広島市南区似島北東端を見通す線と

の交点 
    イ      〃         ４から南区峠島東側の鼻を見通す（336 度）

線との交点 
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    ウ      ２から５を見通す線と４から峠島東側の鼻を見通す（336 度）線

との交点 
    エ      〃         ３から峠島の高（129 メートル）を見通す

線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
 
１  公示番号            区第２４３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町切串神が浦鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  神が浦鼻北東角（神が浦鼻北側の敷地内道路三又路から道路沿い

東へ 75 メートルの排水管中央）から護岸沿い北西へ 70 メートル

の所 
    〃   ２  江田島町切串いちご鼻の自衛隊桟橋北側付け根から護岸沿い北西

へ 41 メートルの所 
    ア      １から安芸郡坂町天狗岩の高（371 メートル）を見通す（39 度）

線上 220 メートルの所 
    イ      〃 
           〃 400 メートルの所 
    ウ      ２から広島市安芸区矢野町絵下山山頂の南側電波塔を見通す（4

度）線上 290 メートルの所 
    エ      〃 
           〃    110 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
 
１  公示番号            区第２４４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町江関地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クアを結んだ
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８直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町切串鴻治組埋立地東側付け根から護岸沿い東へ 36 メー

トルの所 
    〃   ２  １から護岸沿い南東へ 60 メートルの所 
    〃   ３  江田島町切串エセキ川河口左岸角 
    〃   ４  〃             右岸角から護岸沿い東へ 50 メートル

の所 
    ア      １から広島市南区峠島西端を見通す線上 20 メートルの所 
    イ      〃                  40 メートルの所 
    ウ      ２から峠島西端を見通す線上 40 メートルの所 
    エ      ３から峠島西端を見通す線上 40 メートルの所 
    オ      ４から峠島西端を見通す線上 40 メートルの所 
    カ      〃             20 メートルの所 
        キ      ３から峠島西端を見通す線上 20 メートルの所 
    ク      ２から峠島西端を見通す線上 20 メートルの所 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
 
１  公示番号            区第２４５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    江田島市江田島町江関地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 40 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエアを距岸 20 メートルで結んだ線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町切串エセキ川東側の埋立地護岸北東角から護岸沿い南東

へ 30 メートルの所 
    〃   ２  〃               東側付け根 
    ア      １から広島市南区峠島西端を見通す線と距岸 20 メートルの線と

の交点 
    イ      〃                    40 メートルの線と

の交点 
    ウ      ２から峠島東端を見通す線と距岸 40 メートルの線との交点 
    エ      〃               20 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
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１  公示番号            区第２４６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置  江田島市江田島町切串東新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  江田島町切串切串中学校東側護岸付け根から護岸沿い北東へ 10

メートルの所 
    〃   ２  〃     カワモチ共同作業場埋立地南側付け根 
    ア      １から広島市南区似島北東端を見通す線と距岸 10 メートルの線

との交点 
    イ      〃                線上 125 メートルの所 
    ウ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  江田島市江田島町切串 
 
１  公示番号            区第２４７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見大浦崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町波多見６丁目５番地大本建設㈱倉庫敷地北東角 
    〃   ２  〃     大浦崎北東端（亀の浦鼻）から海岸沿い南西へ 175

メートルの所 
    ア      １から呉市広小坪１丁目西側の船だまり西側防波堤西側付け根を

見通す（65 度）線上 440 メートルの所 
    イ      〃 
           〃            620 メートルの所 
    ウ      ２から広小坪下猫崎東端を見通す（65 度）線上 645 メートルの

所 
    エ      〃                     460 メートルの

所 
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３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。），呉市警固屋４～９丁目 
 
１  公示番号            区第２４８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見大浦崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町波多見６丁目５番地大本建設㈱倉庫敷地北東角 
    〃   ２  〃     大浦崎北東端（亀の浦鼻）から海岸沿い南西へ 175

メートルの所 
    ア      １から呉市広小坪１丁目西の船だまり西防波堤西側付け根を見通

す（65 度）線上 785 メートルの所 
    イ      〃 
           〃           970 メートルの所 
    ウ      ２から広小坪下猫崎東端を見通す（65 度）線上 1,020 メートルの

所 
    エ      〃                     835 メートルの

所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。），呉市警固屋４～９丁目 
 
１  公示番号            区第２４９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見小学校地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町波多見波多見小学校敷地南西角 
    〃   ２  〃     ７丁目５番の埋立地護岸南東角から護岸沿い北西へ

8 メートルの所 
    ア      １から呉市倉橋町鈴鹿島の高を見通す線と２から244度の線との

交点 
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    イ      ２から 244 度 275 メートルの所 
    ウ      〃  音戸町池田の鼻北東端を見通す線上 265 メートルの所 
    エ      １から鈴鹿島の高を見通す線と２から音戸町池田の鼻北東端を見

通す線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クアを結んだ

8 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町波多見７丁目きびが鼻の埋立地護岸における河部水産作業

場と南側住宅との敷地の境界 
    〃   ２  〃     ６丁目呉市営大崎住宅南側護岸南西角 
    〃   ３  〃     大浦崎南端 
    ア      １から音戸町池田の鼻南東端を見通す線上 160 メートルの所 
    イ      ２から音戸町赤石鼻を見通す線上 150 メートルの所 
    ウ      ３から音戸町先奥と倉橋町長谷との海岸線における境界（堤川河

口中央）を見通す線上 110 メートルの所 
    エ      〃 
           〃          850 メートルの所 
    オ      ２から赤石鼻を見通す線上 800 メートルの所 
    カ      〃  234 度 760 メートルの所 
    キ      〃      400 メートルの所 
    ク      １から池田の鼻南東端を見通す線上 400 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見大浦崎地先 



68 
 

        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町波多見６丁目広島県立水産海洋技術センター敷地護岸北西

角から護岸沿い南東へ 40 メートルの所 
    〃   ２  〃                      南側取水ポン

プ用渡橋北側付け根 
    〃   ３  〃        呉市営大崎住宅南側護岸南東角から護岸沿い

東へ 20 メートルの所 
    ア      １から音戸町池田の鼻北東端を見通す線上 125 メートルの所 
    イ      ２から池田の鼻南東端を見通す線上 155 メートルの所 
    ウ      〃             線と３から呉市阿賀町小情島の高

を見通す線との交点 
    エ      １から池田の鼻北東端を見通す線と３から小情島の高を見通す線

との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀町小情島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ 9 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  小情島南西端から北西へ１番目の鼻 
    〃   ２  ３から南西へ１番目の鼻 
    〃   ３  小情島北端 
    〃   ４  ３から南東へ１番目の鼻 
    ア      ２から 269 度 180 メートルの所 
    イ      １から呉市音戸町畑区鈍田川河口右岸角を見通す線上640メート

ルの所 
    ウ      〃                        1,020 メー

トルの所 
    エ      〃       池田の鼻北東端を見通す線上 1,120 メートルの

所 
    オ      ４から呉市阿賀町三津峰山の高を見通す（357 度）線上 950 メー
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トルの所 
    カ      〃                        600 メー

トルの所 
    キ      ３から 302 度 820 メートルの所 
    ク      〃   280 度 685 メートルの所 
    ケ      〃   299 度 310 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見赤崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町赤崎鼻の埋立地南角 
    〃   ２  〃  赤石鼻 
    ア      １から呉市倉橋町弁天島東端を見通す線上 330 メートルの所 
    イ      〃  142 度 340 メートルの所 
    ウ      〃  120 度 220 メートルの所 
    エ      ２から倉橋町鈴鹿島の高を見通す線上 200 メートルの所 
    オ      〃                 680 メートルの所 
    カ      １から弁天島東端を見通す線上 520 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町畑区西新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町畑区太田川河口右岸角 
    〃   ２  〃         左岸角から護岸沿い東へ 20 メートルの所 
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    〃   ３  〃  赤崎鼻の埋立地南角 
    ア      １から呉市倉橋町江の浦西埋立地護岸東角を見通す線上 150メー

トルの所 
    イ      ２から 159 度 130 メートルの所 
    ウ      〃     の線と３から音戸町奧の内有清の船だまり防波堤の

付け根から南東へ２番目の防波堤角（防波堤東側付け根から防波

堤沿い南東へ 87 メートルの所）を見通す線との交点 
    エ      １から江の浦西埋立地護岸東角を見通す線と３から有清の船だま

り防波堤付け根から南東へ２番目の防波堤角（防波堤東側付け根

から防波堤沿い南東へ 87 メートルの所）を見通す線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町渡子地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町渡子３丁目新井川河口右岸角 
    〃   ２  １から護岸沿い東へ 30 メートルの所 
    ア      １から護岸に直角に 10 メートルの所 
    イ      〃                 30 メートルの所 
    ウ      ２から護岸に直角に 30 メートルの所 
    エ      〃                 10 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  音戸町波多見７丁目５番の埋立地西側付け根から護岸沿い西へ

40 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           10 メートルの所 
    ア      １から呉市倉橋町トロブ山の高（207 メートル）を見通す線上 5

メートルの所 
    イ      ２からトロブ山の高（207 メートル）を見通す線上 5 メートルの

所 
    ウ      〃                       40 メートル

の所 
    エ      １からトロブ山の高（207 メートル）を見通す線上 40 メートル

の所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見田ノ浦地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 20 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町池田の鼻護岸階段北側付け根から護岸沿い北西へ 30 メー

トルの所 
    〃   ２  〃  波多見小学校埋立地の西側付け根から護岸沿い西へ 52 メ

ートルの所 
    ア      １とウを結ぶ線と距岸 20 メートルの線との交点 
    イ      ２から呉市阿賀町小情島北端を見通す線と距岸 20 メートルの線

との交点 
    ウ      〃                線上 80 メートルの所 
    エ      １から波多見小学校西側の埋立地西側付け根を見通す線上240メ

ートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５８号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町畑区地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エオ，オ

アの 4 直線とによって囲まれた区域。ただし，太田川に通じる幅

員 20 メートルの区域を除く。 
    基 点 １  音戸町畑区太田川河口右岸角から護岸沿い西へ250メートルの所 
    〃   ２  〃  赤崎鼻の北側埋立地北側付け根から護岸沿い北西へ 10 メ

ートルの所 
    〃   ３  〃           北西角 
    ア      １から護岸に直角に引いた線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から護岸に直角に引いた線と距岸 10 メートルの線との交点 
    ウ      ３から埋立地北西側護岸に直角に 10 メートルの所 
        エ            〃    282 度 210 メートルの所 
    オ      １から護岸に直角に 50 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２５９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見大浦崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １   音戸町波多見 6 丁目広島県立水産海洋技術センター敷地護岸北西

角から護岸沿い西へ 45 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           〃      南東へ 40 メートルの所 
    〃   ３  〃                        護岸南角 
    ア      １から呉市阿賀町小情島の高を見通す線と２から音戸町池田の鼻

北東端を見通す線との交点 
    イ      〃                    ３から池田の鼻南東端

を見通す線との交点 
    ウ      ３から池田の鼻南東端を見通す線上 175 メートルの所 
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    エ      ２から池田の鼻北東端を見通す線上 115 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２６０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町波多見大浦崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町波多見６丁目呉市営大崎住宅西側の埋立地北側付け根から

護岸沿い北へ 50 メートルの所 
    〃   ２  〃                南側護岸西角 
    ア      １から音戸町赤石鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      ２から赤石鼻を見通す線上 20 メートルの所 
    ウ      〃            70 メートルの所 
    エ      １から赤石鼻を見通す線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町（ただし，早瀬，田原を除く。） 
 
１  公示番号            区第２６１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原猿ヶ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  猿ヶ鼻のカーブミラーから護岸沿い東へ 132 メートルの所（排水

口中央） 
    〃   ２  〃  田原１丁目 11 番かき組合共有埋立地南西角 
    ア      １から江田島市江田島町海上自衛隊呉補給所貯油所飛渡瀬支所見 
           張台護岸南角を見通す（314 度）線上 320 メートルの所 
    イ      〃 
           〃                 160 メートルの所 
    ウ      ２から江田島町秀崎を見通す（296 度）線上 100 メートルの所 
    エ      〃                    280 メートルの所 
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３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原下大田地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町田原１丁目 11 番と 12 番の境の水路中央 
    〃   ２  〃  田原２丁目１番の北側の埋立地南西角 
    ア      １から江田島市江田島町秀崎を見通す（298 度）線上 290 メート

ルの所 
    イ      〃                       100 メート

ルの所 
    ウ      ２から江田島市大柿町柿浦小学校体育館南角を見通す（274 度 30

分）線上 120 メートルの所 
    エ      〃 
           〃    340 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町田原 2 丁目１番の南側の埋立地北西角から護岸沿い南へ

23 メートルの所 
    〃   ２  〃        田原漁港北側新防波堤の北側付け根（かき殻

堆積場エプロンとの西側付け根） 
    ア      １から江田島市大柿町柿浦小学校体育館南角を見通す（276 度）

線上 360 メートルの所 
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    イ      〃 
           〃 180 メートルの所 
    ウ      ２から大柿町引島北端を見通す（278 度）線上 133 メートルの所 
    エ      〃                    313 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町田原漁港南防波堤南側付け根 
    〃   ２  〃  田原３丁目ホーシ鼻（宝石）北側埋立地西角から護岸沿い

北へ 25 メートルの所 
    ア      １から江田島市大柿町引島北側灯台を見通す（289 度 30 分）線

上 310 メートルの所 
    イ      〃 
           170 メートルの所 
    ウ      ２から大柿町牛ゾノ赤黒標識を見通す（280 度）線上 110 メート

ルの所 
    エ      〃                       230 メート

ルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原猿ヶ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  猿ヶ鼻の南のコンクリート護岸北端 
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    〃   ２  １から護岸沿い南へ 130 メートルの所 
    ア      １から音戸町田原１丁目 11 番かき組合共有埋立地南西角を見通

す（207 度 30 分）線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃          ２から江田島市江田島町秀崎を見通す線

との交点 
    ウ      ２から秀崎を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 5 メートルで結んだ線とによ

って囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町田原２丁目１番の北側の埋立地南西角 
    〃   ２  〃          南側の埋立地北西角 
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原俵石地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 3 メートルで結んだ線とウエ，

エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町田原２丁目田原保育所埋立地護岸南西角 
    〃   ２  〃                 南東角（石垣護岸との交

点） 
    〃   ３  〃       土井川河口右岸角 
    ア      １から音戸町田原漁港北側新防波堤の曲がり角から北東へ 20 メ
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ートルの所を見通す線上 5 メートルの所 
    イ      ２から江田島市大柿町柿浦小学校体育館南角を見通す（284 度 30

分）線と距岸 3 メートルの線との交点 
    ウ      ３から大柿町引島南端を見通す（269 度）線と距岸 3 メートルの

線との交点 
    エ      〃                    １から田原漁港北

側新防波堤の曲がり角から北東へ 20 メートルの所を見通す線と

の交点 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２６８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町田原地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ

を結んだ直線とエアを距岸 45 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  音戸町田原３丁目吉ヶ谷川河口右岸スベリ北側付け根から護岸沿

い北東へ 25 メートルの所 
    〃   ２  〃             左岸角から護岸沿い南西へ 75 メ

ートルの所（田原造船所敷地北角から護岸沿い北東へ 5 メートル

の所） 
    ア      １から江田島市大柿町柿浦中国電力㈱大柿変電所敷地東側護岸の

北東角を見通す（305 度 30 分）線と距岸 45 メートルの線との交

点 
    イ      〃 
           〃                  5 メートルの線との交

点 
    ウ      ２から大柿町引島北側灯台を見通す（298 度）線と距岸 5 メート

ルの線との交点 
    エ      〃                          45 メー

トルの線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
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１  公示番号            区第２６９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町大泊新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大泊新開東角から護岸沿い西へ 85 メートルの所 
    〃   ２  〃              5 メートルの所 
    ア      １から護岸に直角に 5 メートルの所 
    イ      ２から護岸に直角に 5 メートルの所 
    ウ      〃                70 メートルの所 
    エ      １から護岸に直角に 70 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町田原 
 
１  公示番号            区第２７０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町早瀬流田地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町田原３丁目ホーシ鼻（宝石） 
    〃   ２  〃  早瀬１丁目下流田の小川河口右岸埋立地北東角（道路との

接点）から護岸沿い北東へ 48 メートルの所（階段の南側付け根） 
    ア      １から江田島市大柿町南城鼻北側の埋立地南東側付け根を見通す

（272 度）線上 250 メートルの所 
    イ      〃 
              〃        80 メートルの所 
    ウ      ２から南城鼻北側の埋立地南東付け根を見通す（284 度） 線上

110 メートルの所 
    エ      〃                                    
           290 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町早瀬 
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１  公示番号            区第２７１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町早瀬藤の脇地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  音戸町早瀬 3 丁目鳥ヶ首南側護岸と県道護岸との接点から護岸沿

い西へ 66 メートルの所 
    〃   ２  〃  藤脇藤脇造船所桟橋付け根の護岸南角 
    ア      １から 154 度 390 メートルの所 
    イ      〃      100 メートルの所 
    ウ      ２から 187 度 50 メートルの所 
    エ      〃      280 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町早瀬 
 
１  公示番号            区第２７２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町ホーシ鼻地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ

を結んだ直線とエアを距岸 30 メートルで結んだ線とによって囲

まれた区域 
    基 点 １  田原３丁目ホーシ鼻（宝石）から護岸沿い南へ 11 メートルの所

（ヒューム管中央） 
    〃   ２  １から護岸沿い南へ 42 メートルの所（ホーシ鼻南側の道路護岸

パラペット北端） 
    ア      １から江田島市大柿町南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す

（273 度）線と距岸 30 メートルの線との交点 
    イ      〃 
                      〃         5 メートルの線との交点 
    ウ      ２から南城鼻北側埋立地南東付け根を見通す（275 度 30 分）線

と距岸 5 メートルの線との交点 
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    エ      〃 
           〃  30 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町早瀬 
 
１  公示番号            区第２７３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町早瀬下流田地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町早瀬１丁目下流田の小川河口右岸埋立地北側付け根から護

岸沿い北東へ 15 メートルの所 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 142 メートルの所（音戸町田原３丁目ホーシ

鼻の南側の道路護岸パラペット北端から護岸沿い南へ 60 メート

ルの所） 
    ア      １から江田島市大柿町南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す

（285 度 30 分）線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      〃 
           〃       線上 30 メートルの所 
    ウ      ２から南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す（279 度） 線上

30 メートルの所 
    エ      〃                          線と

距岸 5 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市音戸町早瀬 
 
１  公示番号            区第２７４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市音戸町早瀬サタメの埋立地北側地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウエを距岸 5 メートルで結んだ

線とエオ，オカ，カアを結んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  音戸町早瀬１丁目下流田の小川河口右岸埋立地南西角 
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    〃   ２  〃          砲台山山林道入口前の護岸北端（カーブ

ミラーの所） 
    〃   ３  サタメの埋立地北側付け根から護岸沿い北へ 60 メートルの所 
    ア      １から江田島市大柿町南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す

（290 度）線上 30 メートルの所 
    イ      〃  ウを見通す線上 5 メートルの所 
    ウ      ２から南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す（293 度 30 分）

線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      ３から南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す（302 度）線と距

岸 5 メートルの線との交点 
    オ      〃                         線上 40

メートルの所 
    カ      ２から南城鼻北側埋立地南東側付け根を見通す（293 度 30 分）

線上 40 メートルの所 
３ 地元地区  呉市音戸町早瀬 
 
１  公示番号            区第２７５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町本浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町本浦シャミセン岩南側護岸付け根から護岸沿い南へ 16 メ

ートルの岩の先端 
    〃   ２  〃    影の浦北の鼻（シャミセン岩から南へ 4 つ目の護岸排

水口から北へ 30 メートルの所） 
    ア      １から倉橋町本浦桂ヶ浜トンネル入口を見通す線上 80 メートル

の所 
    イ      〃                       150 メートル

の所 
    ウ      ２から倉橋町長串鼻西側中央のツブセ岩を見通す線上 110メート

ルの所 
    エ      〃                        40 メート

ルの所 
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３ 地元地区  呉市倉橋町本浦 
 
１  公示番号            区第２７６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町本浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町本浦影の浦すべり北側付け根から南へ 45 メートルの所

（岩） 
    〃   ２  倉橋町本浦ドンガメ岩の鼻 
    ア      １から倉橋町本浦桂ヶ浜東端を見通す線上 25 メートルの所 
    イ      〃                    95 メートルの所 
    ウ      ２から倉橋町長串鼻西側中央のツブセ岩を見通す線上 95 メート

ルの所 
    エ      〃                        25 メート

ルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町本浦 
 
１  公示番号            区第２７７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町重生地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町重生田の尻鼻 
    〃   ２  〃    西防波堤西側付け根 
    ア      １から江田島市大柿町柿木鼻を見通す線と距岸 10 メートルの線

との交点 
    イ      〃                線上 50 メートルの所 
    ウ      ２から大柿町一本松山の標高 304 メートルの山の高（三角点）       

を見通す線上 150 メートルの所 
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    エ      〃                           
           〃   線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町光ヶ瀬，本浦 
 
１  公示番号            区第２７８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町重極地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町重極小串の鼻の南西の鼻 
    〃   ２  〃    出島の鼻 
    ア      １から倉橋町重極湾口西の鼻北端を見通す線上300メートルの所 
    イ      〃                     180 メートルの所 
    ウ      ２から倉橋町重極奥の錨地西鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      〃                    280 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町光ヶ瀬，本浦 
 
１  公示番号            区第２７９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町重極，鳴滝，光ヶ瀬地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキを結んだ 6 直線とキア

を距岸 20 メートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町重極小串の鼻 
    〃   ２  〃  鳴滝かき殻一時堆積場西の埋立地北東護岸と県道との接点 
    〃   ３  〃    昭和石材興業埋立地護岸北東角（道路護岸との接点） 
    〃   ４  〃  光ヶ瀬川本水産護岸北西角から護岸沿い東へ 9 メートルの

所 
    ア      １から 321 度の線と距岸 20 メートルの線との交点 
    イ      ３から江田島市大柿町長瀬鼻から東へ１番目の鼻を見通す（338

度）線上 300 メートルの所 



84 
 

    ウ      ４から 347 度 237 メートルの所 
    エ      〃      110 メートルの所 
    オ      ３から長瀬鼻から東へ１番目の鼻を見通す（338 度）上 100 メー

トルの所 
    カ      ３から２を見通す線上 20 メートルの所 
    キ      ２から３を見通す線と距岸 20 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町光ヶ瀬，本浦 
 
１  公示番号            区第２８０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町宇和木地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町宇和木大白明川河口左岸側埋立地北側護岸の北西角 
    〃   ２  〃             角 
    ア      １から呉市音戸町藤脇西側防波堤西側付け根を見通す線上215メ

ートルの所 
    イ      〃                          480 メ

ートルの所 
    ウ      ２から呉市音戸町明徳中学校南東側のＮＴＴドコモ音戸藤脇基地

局中継塔（18 度 30 分）を見通す線上 480 メートルの所 
    エ      〃      
            〃                 230 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町本浦，光ヶ瀬 
 
１  公示番号            区第２８１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町重極地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイアを距岸 10 メートルで結んだ線とに

よって囲まれた区域 
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    基 点 １  倉橋町重極奧の錨地西鼻から北へ１番目の鼻 
    〃   ２  〃    奧のだんご岩から護岸沿い南へ 37 メートルの所（排

水口） 
    ア      １から２を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町光ヶ瀬，本浦 
 
１  公示番号            区第２８２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町宇和木地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町宇和木大白明川河口左岸側埋立地北側護岸の北西角 
    〃     ２  〃     大白明川河口右岸の新開の護岸と県道護岸との交点

から県道護岸沿い北へ９メートルの所（排水口） 
    ア      １から呉市音戸町藤脇西側防波堤突端を見通す線上 10 メートル

の所 
    イ      〃                     と２から宇和木

西側埋立地防波堤南側付け根を見通す線との交点 
    ウ      ２から宇和木西側埋立地防波堤南側付け根を見通す線上 10 メー

トルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町光ヶ瀬，本浦 
 
１  公示番号            区第２８３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     ひじき養殖業     10 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    呉市倉橋町宇和木地先 
        漁場の区域    次のアイ，ウエ，エアを結んだ 3 直線とイウを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町大向東側防波堤先端 
    〃     ２  〃            付け根から南へ 167 メートルの所（スベリ
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北側） 
        〃   ３  〃                 510 メートルの所 
    ア      １から鍋島東端を見通した線と２から 270 度の線との交点 
    イ      ２から 270 度の線上 10 メートルの所 
    ウ      ３から 270 度の線上 10 メートルの所 
    エ      ３から 270 度の線と１から鍋島東端を見通した線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町大向 
 
１  公示番号            区第２８４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町弁天島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

４，４エ，エオ，オアを結んだ 4 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町長谷船だまり防波堤東側曲がり角（パラペット東端） 
    〃   ２  〃  弁天島南西端 
    〃   ３  〃     東端 
    〃   ４  〃  長谷立石の鼻の沖の岩 
    〃   ５  〃  長谷新開船磯鼻 
    ア      １から２を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    ウ      ３から４を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ      ４から立石の鼻を見通す線上 50 メートルの所 
    オ      ５から２を見通す線上 150 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，長谷 
 
１  公示番号            区第２８５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町弁天島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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    基 点 １  倉橋町長谷立石の鼻から海岸沿い東へ 55 メートルの所 
    〃   ２  〃    鷲の巣東の鼻北端 
    ア      １から呉市音戸町赤崎東方の高（92 メートル）を見通す線上 100

メートルの所 
    イ      〃                          460

メートルの所 
    ウ      ２から音戸町池田鼻を見通す線上 440 メートルの所 
    エ      〃               80 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，尾立，長谷 
 
１  公示番号            区第２８６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置   呉市倉橋町トロブ地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエオを距岸 80 メートル

で結んだ線とオカを結んだ直線とカキを距岸 30 メートルで結ん

だ線とキクを結んだ直線とクケを距岸 30 メートルで結んだ線と

ケコを結んだ直線とコサを距岸 50 メートルで結んだ線とサアを

結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町江の浦東の鼻東端 
    〃   ２  〃  鷲の巣東の鼻北端 
    〃   ３  〃  朝網網代北の鼻北東端 
    〃   ４  〃  トロブ湾奥西側の北へ１番目の鼻東端 
    〃   ５  〃       東側の北へ２番目の鼻西端 
    〃   ６  〃  トロブ堤西の鼻西端 
    〃   ７  〃     北端 
    〃   ８  〃  鈴鹿島北の岩北端 
    ア      ２から呉市音戸町池田鼻を見通す線と１から呉市阿賀町小情島北

端を見通す線との交点 
    イ      ３から音戸町波多見元谷山の高（136 メートル）を見通す線と１

から小情島北端を見通す線との交点 
    ウ      ８から１を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      ７から小情島南端を見通す線と距岸 80 メートルの線との交点 
    オ      ６から３を見通す線と距岸 80 メートルの線との交点 
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    カ      〃            30 メートルの線との交点 
    キ      ５から４を見通す線と距岸 30 メートルの線との交点 
    ク      ４から５を見通す線と距岸 30 メートルの線との交点 
    ケ      ３から６を見通す線と距岸 30 メートルの線との交点 
    コ      〃  元谷山の高を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    サ      ２から池田鼻を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾 
 
１  公示番号            区第２８７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町脇田，塩屋，先田地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 50 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 50 メートルで結んだ線とエオ，オカ，カアを結んだ 3
直線とによって囲まれた区域 

    基 点 １  倉橋町池の浦北側の鼻東端 
    〃   ２  〃  脇田護岸南詰から護岸沿い北へ105メートルの一番目の階

段南側付け根 
    〃   ３  先田先田川河口暗渠中央 
    〃   ４  倉橋町おはなの鼻東端 
    〃   ５  〃  塩屋の北の鼻南端 
    ア      １から呉市広小坪白岳山の高を見通す線と距岸 50 メートルの線

との交点 
    イ      ２から３を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    ウ      ３から２を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ      ４から倉橋町大尻郷西の鼻を見通す線と距岸 50 メートルの線と

の交点 
    オ      〃                 ５から倉橋町洲の崎荷揚

場埋立地護岸北角を見通す線との交点 
    カ      ５から洲の崎荷揚場埋立地護岸北角を見通す線と１から白岳山の

高を見通す線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，尾立 
 
１  公示番号            区第２８８号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町洲の崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町洲の崎岡本水産かき作業場護岸北角（かき殻堆積場南西角） 
    〃   ２  〃     荷揚場桟橋南側付け根から護岸沿い南へ 32 メート

ルの所 
    〃   ３  〃          南西角 
    〃   ４  〃          北東角 
    ア      １から倉橋町納防波堤付け根から防波堤沿い南へ 70 メートルの

所（２番目の曲がり角）を見通す線上 50 メートルの所 
    イ      〃 
           〃                 190 メートルの所 
    ウ      ４から倉橋町おはなの鼻南端を見通す線上 150 メートルの所 
    エ      〃                 線上 20 メートルの所 
    オ      ２から護岸に直角の線とエから４と３を結んだ線と平行に引いた

線との交点 
    カ      ２から護岸に直角に 20 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾 
 
１  公示番号            区第２８９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町飛路井地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウエを距岸 50 メートルで結ん

だ線とエアを結んだ直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町おはなの鼻南端 
    〃   ２  〃  洲の崎荷揚場埋立地東側付け根（カーブミラーから護岸沿

い西へ 3 メートルの所） 
    〃   ３  〃  小尻郷西の鼻（カーブミラー） 
    ア      １から倉橋町大尻郷西の鼻北端を見通す線と２から呉市阿賀町情
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島の高を見通す線との交点 
    イ      〃                    ３から倉橋町鈴鹿島

の高を見通す線との交点 
    ウ      ３から鈴鹿島の高を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ      ２から情島の高を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾 
 
１  公示番号            区第２９０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町亀ヶ首地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  亀ヶ首池の浦中央の鼻の西側護岸西端 
    〃   ２  〃          東側護岸西端 
    〃   ３  〃  かもめ石 
    〃   ４  〃  てらのだばの鼻 
    ア      １から４を見通す線上 300 メートルの所 
    イ      ４から１を見通す線上 100 メートルの所 
    ウ      ３から２を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      ２から３を見通す線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町大迫，室尾 
 
１  公示番号            区第２９１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町鹿老渡地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  鹿老渡北側防波堤東側付け根 
    〃   ２  〃  岩屋西の鼻 
    ア      １から倉橋町堀切明神山の鼻西側護岸西端を見通す線上 160メー
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トルの所 
    イ      〃                        200 メー

トルの所 
    ウ      ２から明神山の鼻南端を見通す線上 200 メートルの所 
    エ      〃                160 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，鹿老渡 
 
１  公示番号            区第２９２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町大江地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町大江川河口右岸角から護岸沿い東へ 80 メートルの所 
    〃   ２  〃                   180 メートルの所 
    ア      １から呉市音戸町先奧老人集会所東側護岸南東角（カーブミラー）

を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃 
           〃      90 メートルの所 
    ウ      ２から護岸に直角に 85 メートルの所 
    エ      〃         10 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，長谷 
 
１  公示番号            区第２９３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町大江地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町大江川河口右岸角から護岸沿い東へ 193 メートルの所 
    〃   ２  〃                   272 メートルの所 
    ア      １から護岸に直角に 10 メートルの所 
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    イ      〃         40 メートルの所 
    ウ      ２から護岸に直角に 40 メートルの所 
    エ      〃         10 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，長谷 
 
１  公示番号            区第２９４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町長谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま

れた区域 
    基 点 １  倉橋町長谷船磯鼻北西端 
    〃   ２  〃       北東端（１から海岸沿い東へ 53 メートルの所） 
    〃   ３  ４から海岸沿い南西へ 50 メートルの所 
    〃   ４  倉橋町弁天向の鼻 
    ア      １から倉橋町弁天島西端を見通す線上 20 メートルの所 
    イ      〃              線と４から倉橋町長谷倉橋マリ

ンパーク建物北端を見通す線との交点 
    ウ      ３から弁天島東端を見通す線と４から倉橋マリンパーク建物北端

を見通す線との交点 
    エ      〃           線上 15 メートルの所 
    オ      ２から弁天島東端を見通す線上 13 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，長谷 
 
１  公示番号            区第２９５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町トロブ地先 
        漁場の区域    次のアウ，ウイを結んだ 2 直線とイアを距岸 5 メートルで結んだ

線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町トロブ湾奥西側の北へ１番目の鼻東端 
    〃   ２  〃       東側の北へ２番目の鼻西端 
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    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      〃  トロブ湾奧東側の北へ１番目の鼻を見通す線上 90 メート

ルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，尾立 
 
１  公示番号            区第２９６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町先田地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エを結んだ直線とエオを距岸 50 メートルで結んだ線とオカ，カ

アを結んだ２直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町脇田コンクリート護岸南詰め（池浦北側の鼻の付け根）か

ら護岸沿い北へ 118 メートルの排水口 
    〃   ２  〃  猿田水路の東側護岸北東角（スベリの北側付け根）から護

岸沿い南へ 40 メートルの所 
    〃   ３  〃  脇田脇田橋左岸下流側付け根から護岸沿い東へ 43 メート

ルの所 
    〃   ４  〃  先田先田川河口暗渠中央から護岸沿い南西へ 70 メートル

の所 
    〃   ５  〃  おはなの鼻南端 
    ア      ２から倉橋町小尻郷西の鼻（カーブミラー）を見通す線上 25 メ

ートルの所 
    イ      ３からアを見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    ウ      ５から倉橋町ひとこしきの鼻東端を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    エ      〃                       50 メートル

の線との交点 
    オ      ４から１を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    カ      〃                  ２から小尻郷西の鼻を見通す線との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，尾立 
 
１  公示番号            区第２９７号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町洲の崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 10 メ

ートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町洲の崎清原養魚場埋立地護岸の北西角から護岸沿い南へ

40 メートルの所 
    〃   ２  〃     荷揚場埋立地護岸南側付け根から護岸沿い南へ 108

メートルの所（パラペット切目） 
    〃   ３  〃                           50

メートルの所 
    ア      １から倉橋町ひとこしきの鼻大岩を見通す線と距岸 10 メートル

の線との交点 
    イ      〃                  線上 50 メートルの所 
    ウ      ２から 283 度 40 メートルの所 
    エ      ３から倉橋町おはなの鼻南端を見通す線上 50 メートルの所 
    オ      〃                線と距岸 10 メートルの線

との交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾 
 
１  公示番号            区第２９８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町大尻郷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  倉橋町大尻郷米沢忠栄かき作業場荷揚げリフト付け根から護岸沿

い北へ 18 メートルの所 
    〃   ２  １から海岸沿い北へ 117 メートルの所 
    ア      １から 289 度 30 分 10 メートルの所 
    イ      〃        45 メートルの所 
    ウ      ２から 287 度 45 メートルの所 
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    エ      〃      10 メートルの所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，大迫 
 
１  公示番号            区第２９９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業   魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市倉橋町洲の崎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  ２から護岸沿い南へ 81 メートルの所 
    〃   ２  洲の崎清原養魚場埋立地護岸北西角から護岸沿い南へ 40 メート

ルの所 
    ア      １から倉橋町納防波堤北側付け根を見通す線上 20 メートルの所 
    イ      〃                     60 メートルの所 
    ウ      ２から倉橋町ひとこしきの鼻の大岩を見通す線上 60 メートルの

所 
    エ      〃                      20 メートルの

所 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾 
 
１  公示番号            区第３００号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業   わかめ養殖業      11 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    呉市倉橋町鹿老渡地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ３直線とエアを距岸 20 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  倉橋町鹿老渡岩屋北端 
    〃   ２  倉橋町鹿老渡船害の鼻 
    ア      １から倉橋町亀ヶ首南東端を見通す線と距岸 20 メートルの線と

の交点 
    イ      〃               線上 160 メートルの所 
    ウ      ２から呉市豊浜町斎島北端を見通す線上 160 メートルの所 
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    エ      〃               線と距岸 20 メートルの線と

の交点 
３ 地元地区  呉市倉橋町室尾，鹿老渡 
 
１  公示番号            区第３０１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市下蒲刈町上黒島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  上黒島オシアゲの鼻 
    〃   ２  〃        の南側護岸北端 
    〃   ３  〃  竹ヶ谷の鼻の南東側護岸西端 
    〃   ４  〃  竹ヶ谷の鼻 
    ア      １から下蒲刈町芋城の鼻を見通す線上 100 メートルの所 
    イ      ２から３を見通す線上 50 メートルの所 
    ウ      ３から２を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      ４から下蒲刈町牛ヶ首を見通す線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  呉市下蒲刈町 
 
１  公示番号            区第３０２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市下蒲刈町塩浜新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
基 点 １  見戸代港埋立地南船溜まりの南側防波堤から１番目の桟橋南側付 

け根 
    〃   ２  塩浜新開北側下島大川河口右岸角から護岸沿い南東へ 40 メート 
           ルの所 
    〃   ３          〃        護岸沿い南東へ 115メート 
           ルの所 
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〃   ４  〃   南側の橋下流側左岸付け根から護岸沿い北西へ 43 メー 
トルの所 

    〃   ５  〃   南側の橋下流側右岸付け根から護岸沿い北東へ 35 メー

トルの所 
    〃   ６  〃   南側の橋下流側右岸付け根から護岸沿い北東へ 120メー 
           トルの所 
    ア      ２から５を見通す線と３から呉市川尻町柏島西端を見通す線との

交点 
    イ      １から６を見通す線と      〃          との

交点 
    ウ          〃    と４から柏島東端を見通す線との交点 
    エ      ２から５を見通す線と      〃     との交点 
３ 地元地区  呉市下蒲刈町 
 
１  公示番号            区第３０３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市下蒲刈町鳩岡地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エ，エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  鳩岡の南端の鼻の付け根護岸部中央（水準点金属標識から護岸沿

い北へ 10 メートルの所） 
    〃   ２  〃  北端の鼻 
    ア      １から呉市下蒲刈町臼石南端を見通す線上 120 メートルの所 
    イ      〃                線と距岸 50 メートルの線

との交点 
    ウ      ２から臼石北端を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ      〃          線上 120 メートルの所 
３ 地元地区  呉市下蒲刈町，蒲刈町向 
 
１  公示番号            区第３０４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称        時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市下蒲刈町宇都迫地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  下蒲刈町芋城の鼻 
    〃   ２  〃   大地蔵西防波堤北西埋立地南側付け根の階段東側付け根 
           の南側パラペット西端 
    ア      １から下蒲刈町上黒島北端（オシアゲの鼻）を見通す線上 200 メ

ートルの所 
    イ      〃                  50 メートルの所 
    ウ      ２から下蒲刈町牛ヶ首を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      〃                 200 メートルの所 
３ 地元地区  呉市下蒲刈町，蒲刈町向 
 
１  公示番号            区第３０５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市蒲刈町向福泊地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 50 メートルで結んだ線とウ

エ，エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  蒲刈町向福泊の浜の東端の鼻（カーブミラー） 
    〃   ２  〃   白崎鼻北西端（カーブミラー） 
    ア      １から呉市川尻町女猫島の灯台を見通す線上 120 メートルの所 
    イ      〃                 線と距岸 50 メートルの

線との交点 
    ウ      ２から女猫島の灯台を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    エ      〃            線上 120 メートルの所 
３ 地元地区  呉市下蒲刈町，蒲刈町向 
 
１  公示番号            区第３０６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    呉市天応大浜３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  呉市天応大浜３丁目天応浄化センター西側護岸（天応第１期埋立

地）北西角（内角） 
    〃   ２  〃              
           〃 南西角から護岸沿い北西へ 40 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町二ツ小島を見通す線上620メートルの所 
    イ      〃                     320 メートルの所 
    ウ      ２から江田島町一ツ小島を見通す線上 310 メートルの所 
    エ      〃                 610 メートルの所 
３ 地元地区  呉市天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応大浜１・２丁目，天応東

久保１・２丁目，天応南町，天応宮町，汐見町，大山町 
 
１  公示番号            区第３０７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市汐見町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  汐見町船だまり北側の埋立地北西角（宅垣内川河口左岸角） 
    〃   ２  呉市梅木町１番の埋立地南西角から護岸沿い北へ 72 メートルの

所 
    ア      １から江田島市江田島町二ツ小島を見通す線上630メートルの所 
    イ      〃                    330 メートルの所 
    ウ      ２から 270 度 300 メートルの所 
    エ      〃      600 メートルの所 
３ 地元地区  呉市天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応大浜１・２丁目，天応東

久保１・２丁目，天応南町，天応宮町，汐見町，大山町 
 
１  公示番号            区第３０８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市狩留賀町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  呉市吉浦町吉浦漁業協同組合かき殻堆積場エプロン南側付け根か

ら護岸沿い南へ 80 メートルの所 
    〃   ２  狩留賀町３番の埋立地の北側の護岸階段北側付け根から護岸沿い

北へ 15 メートルの所 
    ア      １から江田島市江田島町一ツ小島中国化薬荷揚護岸北角を見通す

（264 度）線上 470 メートルの所 
    イ      〃 
           〃       270 メートルの所 
    ウ      ２から 264 度 100 メートルの所 
    エ      〃      300 メートルの所 
３ 地元地区  呉市天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応大浜１・２丁目，天応東

久保１・２丁目，天応南町，天応宮町，汐見町，大山町 
 
１  公示番号            区第３０９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市天応大浜２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウアを結んだ 2

直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  天応大浜３丁目埋立地南東側付け根から護岸沿い西へ 60 メート

ルの所 
    〃   ２  〃   ２丁目船だまり北側防波堤西側付け根から護岸沿い北へ

41 メートルの所 
    ア      １から天応大浜２丁目船だまり南側防波堤突端中央を見通す線と

距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から天応大浜３丁目埋立地南西角を見通す線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
    ウ      １から天応大浜２丁目船だまり南側防波堤突端中央を見通す線と

２から天応大浜３丁目埋立地南西角を結ぶ線との交点 
３ 地元地区  呉市天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応大浜１・２丁目，天応東
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久保１・２丁目，天応南町，天応宮町，汐見町，大山町 
 
１  公示番号            区第３１０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業     10 月 1 日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市若葉町大麗女島地先 

漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
       域 

    基 点 １  若葉町海上保安大学校南側突堤南側付け根から護岸沿い西へ 134 
                      メートルの所 
    〃   ２  〃         練習船桟橋西側付け根 
    〃   ３  吉浦町豆倉鼻 
    〃   ４  吉浦町シビトノ鼻 
    ア      １から 249 度 230 メートルの所(基点１から江田島市江島町秋月

秀の鼻を見通す線と基点３から大麗女島東端を見通す線との交

点） 
    イ      〃      455 メートルの所( 〃             
                    基点４から大麗女島西端を見通す線との交

点） 
    ウ      ２から249.5度580メートルの所(基点２から江田島市江島町秋月

弾薬庫北東の斜路東側突堤南東端を見通す線と基点４から大麗

女島西端を見通す線との交点) 
    エ      〃     350 メートルの所(基点２から江田島市江島町秋月

弾薬庫北東の斜路東側突堤南東端を見通す線と基点３から大麗

女島東端を見通す線との交点) 
３ 地元地区   呉市天応福浦町，天応伝十原町，天応西条１～４丁目，天応大浜１・ 
         ２丁目，天応東久保１・２丁目，天応南町，天応宮町，天応塩谷町，    
         汐見町，弥生町，梅木町，大山町，狩留賀町，長谷町，吉浦上城町， 
         吉浦松葉町，吉浦岩神町，吉浦西城町，吉浦宮花町，吉浦本町１～３ 
         丁目，吉浦中町１～３丁目，吉浦東本町１～４丁目，吉浦新町１・２ 
         丁目，吉浦新出町，吉浦神賀町，吉浦東町，吉浦潭鼓町，吉浦池ノ浦 
         町，晴海町，新宮町，瀬戸見町，若葉町，海岸１～４丁目，東川原石 
         町，西川原石町，西塩屋町，東塩屋町，両城１・２丁目，三条１～４ 
         丁目，東愛宕町，西三津田町，山手１・２丁目，西中央１～５丁目， 
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         中央１～７丁目，東中央１～４丁目，西惣付町，朝日町，和庄登町， 
         宮原１～１３丁目，棚田町，焼山町，押込，郷原 
 
１  公示番号            区第３１１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南一文字防波堤地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  呉市広多賀谷４丁目埋立地護岸南西角 
    〃   ２  〃 阿賀南７丁目阿賀マリノポリス埋立地南東側防波堤の東側付

け根から防波堤沿い南西へ 310 メートルの所      
    ア      １から 209 度 1,030 メートルの所 
    イ      〃   196 度 1,120 メートルの所 
    ウ      ２から呉市下蒲刈町下黒島南端を見通す（141 度）線上 935 メー

トルの所 
    エ      〃                         660 メー

トルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀町情島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  情島高山の鼻（情島家村の北の鼻から北へ 2 番目の鼻） 
    〃   ２  〃 北端から南西へ 1 番目の鼻 
    ア      １から呉市音戸町大浦崎北東端（亀の浦鼻）を見通す（311 度 30

分）線上 100 メートルの所 
    イ      〃                           
           〃   300 メートルの所 
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    ウ      ２から音戸町波多見 5丁目の埋立地北東角を見通す線上 270メー

トルの所 
    エ      〃                        70 メー

トルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南 1～9 丁目 
 
１  公示番号            区第３１３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀町小情島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  小情島北端から南東へ一番目の鼻 
    〃   ２  〃  北端 
    ア      １から呉市阿賀町三津峰山の高を見通す（357 度）線上 570 メー

トルの所 
    イ      〃                        200 メー

トルの所 
    ウ      ２から 295 度 290 メートルの所 
    エ      〃   299 度 310 メートルの所 
    オ      〃   280 度 685 メートルの所 
    カ      〃   300 度 800 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 7 直線

によって囲まれた区域 
    基 点 １  阿賀南１丁目護岸南東角 
    〃   ２  １から護岸沿いに北西へ 89 メートルの所 
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    〃   ３  広多賀谷３丁目広浄化センターと呉市東部処理場の間の道路の中

央線の西への延長線と護岸の交点から護岸沿い北西へ 18 メート

ルの所 
    〃   ４  〃 
           〃                    南東へ100メート

ルの所 
    ア      ２から 207 度 240 メートルの所 
    イ      〃      10 メートルの所 
    ウ      １から 206 度 10 メートルの所 
    エ      ３からウを見通す線上 210 メートルの所 
    オ      ４から阿賀南５丁目旧フェリー乗り場東角を見通す線上 218メー

トルの所 
    カ      １から 206 度 140 メートルの所 
    キ      〃      240 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南８丁目大入地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  阿賀南８丁目駿河かき殻堆積場通路北側付け根から護岸沿い北東

へ 105 メートルの所 
    〃   ２  〃       大入船だまり西側防波堤の南側付け根から防波

堤沿い南東へ 34 メートルの曲がり角 
    ア      １から呉市下蒲刈町尾ノ鼻を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    イ      ２から下蒲刈町下黒島西端を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    ウ      〃               線上 50 メートルの所 
    エ      １から尾ノ鼻を見通す線上 30 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
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１  公示番号            区第３１６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南７丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ３直線とエアを距岸 10 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  阿賀南７丁目３の１番地前の暗渠南端から護岸沿い南西へ 69 メ

ートルの所 
    〃   ２  呉市阿賀マリノポリス埋立地北側護岸の西から１番目の暗渠西端 
           から護岸沿い北西へ 45 メートルの所 
    ア      １から呉市阿賀南一文字防波堤南西端の燈火を見通す線と距岸

10 メートルの線との交点 
    イ      〃                        線上 138

メートルの所 
    ウ      ２から呉市広小坪下猫崎南端を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      〃                線と距岸 10 メートルとの

線との交点 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南１丁目，２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイを阿賀南２丁目南側護岸及び埋立地予定地西側の捨石か

ら 5 メートルで結んだ線とイウ，ウエ，エアを結んだ 3 直線とに

よって囲まれた区域。ただし，オ及びカを中心とする直径 10.5
メートルの円によって囲まれた２区域を除く。 

    基 点 １  阿賀南３丁目護岸南西角から護岸沿い東へ 125 メートルの所 
    〃   ２  １から 166 度 560 メートルの所 
    〃   ３  〃      の線と阿賀南１丁目護岸南東角から 206 度の線と

の交点 
    ア      １から２を見通す線と距岸 5 メートルの線との交点 
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    イ      ３から２を見通す線上 5 メートルの所 
    ウ      イから１と３を結んだ線に直角（256 度）に西へ 50 メートルの

所 
    エ      アから１と３を結んだ線に直角（256 度）に西へ 50 メートルの

所 
    オ      １から 157 度 441.9 メートルの所 
    カ      １から 170 度 430.7 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称        時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南一文字防波堤地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿賀南一文字防波堤西側の燈火 
    〃   ２  〃        東側の燈火 
    ア      １から 339 度 20 メートルの所 
    イ      〃      120 メートルの所 
    ウ      ２から 339 度 120 メートルの所 
    エ      〃      20 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３１９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称             時    期 
        第１種区画漁業     のり養殖業       9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南一文字防波堤地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿賀南一文字防波堤西側の燈火 
    〃   ２  〃        東側の燈火 
    ア      １から 159 度 170 メートルの所 
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    イ      〃      20 メートルの所 
    ウ      ２から 159 度 20 メートルの所 
    エ      〃      170 メートルの所 
３ 地元地区  呉市阿賀南１～９丁目 
 
１  公示番号            区第３２０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市広多賀谷４丁目埋立地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ６直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  呉市阿賀南１丁目南東角 
    〃   ２  〃 広多賀谷４丁目埋立地南西角から護岸沿い東へ 30 メートル

の所 
    〃   ３  〃                       280 メート

ルの所 
    ア      １から 188 度 1,520 メートルの所 
    イ      ２から 187 度 700 メートルの所 
    ウ      〃      940 メートルの所 
    エ      ３から 192 度 910 メートルの所 
    オ      〃      1,150 メートルの所 
    カ      １から 188 度 2,020 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪 
 
１  公示番号            区第３２１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業  １月１日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市広長浜４丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  呉市広長浜２丁目長浜西船だまり東側防波堤東側付け根から護岸

沿い東へ 85 メートルの所 
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    〃   ２  〃 広長浜４丁目長浜小学校敷地中央南側護岸角南端 
    ア      １から呉市倉橋町亀ヶ首東端を見通す線上 330 メートルの所 
    イ      ２から亀ヶ首東端を見通す線上 330 メートルの所 
    ウ      〃                 590 メートルの所 
    エ      １から亀ヶ首東端を見通す線上 590 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪，阿賀南 
 
１  公示番号            区第３２２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市阿賀南１丁目地先（黒瀬川） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  阿賀南１丁目南東角 
    〃   ２  〃     黒瀬川虹村大橋右岸下流側１番目の階段北側付け根 
    ア      １から 114 度 90 メートルの所 
    イ      〃      15 メートルの所 
    ウ      ２から 114 度 14 メートルの所 
    エ      〃      60 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪，阿賀南 
 
１  公示番号            区第３２３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市広多賀谷２丁目地先（黒瀬川） 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域。ただし，オカ，カキ，キク，クオを結んだ４直線によって囲

まれた区域を除く。 
    基 点 １  呉市広多賀谷１丁目黒瀬川県工業用水管橋の左岸下流側付け根の

防潮扉南端から護岸沿い南へ 3 メートルの所 
    〃   ２  〃 広多賀谷 3 丁目南西角の旧護岸角（広多賀谷 4 丁目埋立地護

岸との境界） 
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    〃   ３  呉市阿賀南１丁目黒瀬川県工業用水管橋の右岸下流側付け根の防

潮扉南端から護岸沿い南へ 6 メートルの所     
    〃   ４  〃                    上流側付け根から

堤防沿い北へ１番目の金属標 
    ア      １から３を見通す線上 65 メートルの所 
    イ      〃         15 メートルの所 
    ウ      ２から 286 度 15 メートルの所 
    エ      〃      65 メートルの所 
    オ      ４から 150.46 度 242 メートルの所 
    カ      〃   149.55 度 247 メートルの所 
    キ      〃   151.22 度 252 メートルの所 
    ク      〃   152.14 度 247 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪，阿賀南 
 
１  公示番号            区第３２４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月１日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市広小坪１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  広小坪１丁目沖の離岸堤東端から西へ 45 メートルの所 
    〃   ２  〃     西側の船だまり西側防波堤西側付け根から護岸沿い

西へ 200 メートルの所 
    ア      １から 195 度 80 メートルの所 
    イ      〃      280 メートルの所 
    ウ      ２から 195 度 380 メートルの所 
    エ      〃      180 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪 
 
１  公示番号            区第３２５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月１日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    呉市広小坪２丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  広小坪１丁目下猫崎東側埋立地東側付け根から道路護岸沿い東へ 
           30 メートルの所 
    〃   ２  〃 
           220 メートルの所 
    ア      １から 204 度 40 メートルの所 
    イ      〃      140 メートルの所 
    ウ      ２から 204 度 140 メートルの所 
    エ      〃      40 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広小坪 
 
１  公示番号            区第３２６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
              あさり垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    呉市広長浜３丁目地先 
        漁場の区域    次の４ア，アイ，イ３を結んだ３直線と長浜港西側船だまり離岸

堤とによって区域。ただし，離岸堤沿い北側２メートルの区域を

除く。 
    基 点 １  長浜港西側船だまり北防波堤南端から防波堤沿い北東へ 10 メー

トルの所 
    〃   ２  〃            東側付け根から護岸沿い南東へ 29

メートルの所 
    〃   ３  離岸堤東側北端 
    〃   ４  離岸堤西側北端 
    ア      長浜港西側船だまり東防波堤南端と長浜港西側船だまり西防波堤

南側突端を結ぶ直線と２から４を見通す線との交点 
    イ      〃 
           〃         １から３を見通す線との交点 
３ 地元地区  呉市広長浜，広小坪，広末広，広本町，広白岳，広白石，広大新開，広

中新開，広古新開，広駅前，広三芦，広塩焼，広町田，広吉松，広横路，

広大広，阿賀，郷原町，下蒲刈，安浦，東広島市黒瀬，西条町 
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１  公示番号            区第３２７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
              あさり垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市広小坪１丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを順次結んだ４直線によって囲まれ

た区域 
    基 点 １  小坪船溜防波堤付根から東側の小坪埋立前面護岸沿い東へ 5 メー

トルの所 
    〃   ２  〃                         110 

メートルの所 
    〃   ３  〃   沖防波堤東側角から西へ 27 メートルの所 
    ア      基点１から倉橋島の高を見通す線上 80 メートルの所 
    イ      〃               109 メートルの所 
    ウ      基点２から３を見通す線上 109 メートルの所 
    エ      〃             80 メートルの所 
３ 地元地区  呉市広長浜，広小坪，広末広，広本町，広白岳，広白石，広大新開，広

中新開，広古新開，広駅前，広三芦，広塩焼，広町田，広吉松，広横路，

広大広，阿賀，郷原町，下蒲刈，安浦，東広島市黒瀬，西条町 
 
１  公示番号            区第３２８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業      10 月１日から翌年４月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    呉市仁方本町３丁目地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを順次結んだ４直線によって囲まれ

た区域 
    基 点 １  呉市仁方本町３丁目の仁方ゴルフセンター護岸の北西角から護岸

沿い南東へ 60 メートルの所 
    〃   ２  〃                     南東角（護岸付

け根から護岸沿い南西へ 65 メートルの所） 
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    ア      基点１から仁方漁業協同組合共同作業所桟橋付根を見通す線上

40 メートルの地点 
    イ      〃                           

70 メートルの地点 
    ウ      基点２から仁方皆実町 11の埋立て護岸東角を見通す線上 70 メー

トルの所 
    エ      〃                        40 メー

トルの所 
３ 地元地区  呉市仁方町，仁方本町，仁方錦町，仁方宮上町，仁方西神田町，仁方皆

実町，仁方大歳町，仁方中筋町，仁方桟橋通 
 
１  公示番号            区第３２９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口深之浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ 9 直線によって囲まれた区域 
    基 点 １  安浦町三津口かき作業場団地西側埋立地西角から護岸沿い南東へ

40 メートルの所 
    〃   ２  〃                     道路沿い南東へ

164 メートルの所の護岸点（ヒューム管排水口） 
    〃   ３  〃                  南角から護岸沿い西へ

50 メートルの所 
    〃   ４  〃            東側埋立地南東角 
    〃   ５  〃     黒地鼻西側の石積護岸と道路護岸（コンクリート護

岸）との接点から護岸沿い北西へ 50 メートルの所 
    ア      １から三津口亀戸婆石の鼻を見通す線上 450 メートルの所 
    イ      〃                  100 メートルの所 
    ウ      ２から三津口小日之浦賀茂神社の鼻を見通す線上100メートルの

所 
    エ      〃                      180 メートルの

所 
    オ      ３から安浦町柏島恵比須神社を見通す線上 180 メートルの所 
    カ      〃                   100 メートルの所 
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    キ      ４から恵比須神社を見通す線上 100 メートルの所 
    ク      ５から柏島南東端を見通す線上 50 メートルの所 
    ケ      〃              400 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町柏島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケアを

結んだ９直線に囲まれた区域 
    基 点 １  柏島柏島神社鳥居東の柱前の護岸階段東側付け根 
    〃   ２  〃 北東端の突堤東側付け根 
    〃   ３  〃 南東端（上モタセの鼻） 
    ア      １から安浦町黒地鼻を見通す線上 30 メートルの所 
    イ      〃               260 メートルの所 
    ウ      ２から 50 度 530 メートルの所 
    エ      ３から 90 度 390 メートルの所 
    オ      〃  安浦町馬島北端を見通す線上 195 メートルの所 
    カ      〃                 125 メートルの所 
    キ      ２からカを見通す線上 100 メートルの所 
    ク      ２から 119 度 135 メートルの所 
    ケ      〃   80 度 95 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町柏島地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 200メートルで結んだ線とウ

エ，エオ，オカを結んだ 3 直線とカアを距岸 30 メートルで結ん

だ線とによって囲まれた区域 
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    基 点 １  柏島ハゲの鼻 
    〃   ２  〃 恵比須神社前のコンクリート護岸と石積護岸の継目から護岸

沿い東へ 63 メートルの所 
    〃   ３  〃 柏島神社鳥居東の柱前の護岸階段東側付け根から護岸沿い西

へ 80 メートルの所 
    ア      １から安浦町三津口小日之浦賀茂神社の鼻を見通す線と距岸 30

メートルの線との交点 
    イ      〃                            200

メートルの線との交点 
    ウ      ３から安浦町仏崎（護岸排水管の所）を見通す線と距岸 200 メー

トルの線との交点 
    エ      〃                    線上 95 メートル

の所 
    オ      ２から安浦町安浦漁業協同組合かき殻堆積場進入路東側付け根を

見通す線上 100 メートルの所 
    カ      〃 
           〃  線と距岸 30 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口小日之浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安浦町猿すべりの鼻から北東へ１番目の鼻 
    〃   ２  〃  柏島柏島神社御座船艇庫西側のスベリの護岸西端から海岸

沿い西へ 91 メートルの鼻 
    〃   ３  〃    南端 
    〃   ４  小日之浦賀茂神社の鼻 
    ア      １から２を見通す線上 360 メートルの所 
    イ      〃          750 メートルの所 
    ウ      ４から３を見通す線上 405 メートルの所 
    エ      〃          205 メートルの所 



115 
 

３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口日之浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 10 メ

ートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  ２から護岸沿い北へ 55 メートルの所 
    〃   ２  安浦町三津口日之浦新開南角から護岸沿い北へ216メートルの所

（階段南側付け根） 
    〃   ３  ４から護岸沿い南西へ 80 メートルの所 
    〃   ４  日之浦高須の鼻西角 
    ア      ２から安浦町渕崎の鼻を見通す線と距岸 10 メートルの線との交

点 
    イ      〃               １から３を見通す線との交点 
    ウ      ３から１を見通す線上 40 メートルの所 
    エ      ４から 296 度 30 メートルの所 
    オ      〃      の線と距岸 10 メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口日之浦亀戸新開地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 30 メートルで結んだ線とエオ，オカ，カアを結んだ 3
直線とによって囲まれた区域 

    基 点 １  安浦町三津口日之浦防波堤北側付け根から海岸沿い北東へ 5 メー

トルの所 
    〃   ２  〃                          120 メ

ートルの所 
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    〃   ３  亀戸新開護岸西端 
    ア      １から防波堤に平行に引いた線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ３から安浦町渕崎の鼻を見通す線と距岸 10 メートルの線との交

点 
    ウ      〃                  30 メートルの線との交

点 
    エ      ２から 132 度の線と距岸 30 メートルの線との交点 
    オ      〃           150 メートルの所 
    カ      １から防波堤に平行に引いた線上 130 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口日之浦亀戸新開地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 5 メートルで結んだ線とウエ，

エオ，オアを結んだ 3 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  ２から護岸沿い南西へ 60 メートルの所 
    〃   ２  亀戸新開南東角 
    〃   ３  安浦町亀戸婆石から西へ１番目の鼻 
    ア      １から日之浦高須の鼻を見通す線上 60 メートルの所 
    イ      〃             線と距岸 5 メートルの線との交点 
    ウ      ２から 156 度の線と距岸 5 メートルの線との交点 
    エ      ３から２を見通す線上 5 メートルの所 
    オ      〃  154 度 50 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町水尻しょうろ新開，水尻新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ 2 直線とウアを距岸 10 メートルで結ん
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だ線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  水尻新開護岸南端から護岸沿い北へ 105 メートルの所 
    〃   ２  しょうろ新開稚児明神鳥居中央 
    ア      １から東広島市安芸津町大芝島南端を見通す線と距岸 10 メート

ルの線との交点 
    イ      〃                     ２から安浦町安

浦港東側防波堤東端（第一武智丸）を見通す線との交点 
    ウ      ２から安浦港東側防波堤東端（第一武智丸）を見通す線と距岸 10

メートルの線との交点 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町水尻しょうろ新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  しょうろ新開稚児明神鳥居中央 
    ア      １から 39 度 30 分 240 メートルの所 
    イ      〃   44 度 30 分 330 メートルの所 
    ウ      〃   53 度 30 分 300 メートルの所 
    エ      〃   52 度 190 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町水尻しょうろ新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  しょうろ新開稚児明神鳥居中央 
    ア      １から 12 度 30 分 580 メートルの所 
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    イ      〃   20 度 30 分 750 メートルの所 
    ウ      〃   51 度 30 分 640 メートルの所 
    エ      〃   46 度 30 分 410 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３３９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口実成新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  実成新開南東角（北側） 
    〃   ２  １から護岸沿い北へ 180 メートルの所 
    〃   ３  安浦町安浦港東側防波堤突端 
    〃   ４  〃          東端（第一武智丸） 
    〃   ５  〃  水尻しょうろ新開稚児明神鳥居中央 
    〃   ６  〃  水尻新開から南へ１番目の鼻東端 
    ア      １から東広島市安芸津町小芝島北端を見通す線と３から６を見通

す線との交点 
    イ      ２から 96 度の線と３から６を見通す線との交点 
    ウ      〃        ４から５を見通す線との交点 
    エ      １から小芝島北端を見通す線と４から５を見通す線との交点 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３４０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    呉市安浦町三津口子の浦新開地先 
        漁場の区域    次のイウを距岸 30 メートルで結んだ線とウエ，エア，アイを結

んだ 3 直線とによって囲まれた区域。ただし，安浦漁業協同組合

漁船巻揚施設へ通じる幅員 50 メートルの区域を除く。 
    基 点 １  子の浦新開の排水口 
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    〃   ２  安浦漁業協同組合漁船巻揚施設東側のかき筏組場南西角（階段工

上部）から護岸沿い東へ 5 メートルの所 
    ア      １から安浦町水尻しょうろ新開南東角を見通す線上 200メートル

の所 
    イ      〃                    線と距岸 30 メー

トルの線との交点 
    ウ      ２から安浦漁業協同組合漁船巻揚施設東側護岸に平行に引いた線

と距岸 30 メートルの線との交点 
    エ      〃                           線

上 310 メートルの所 
３ 地元地区  呉市安浦町 
 
１  公示番号            区第３４１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津町小松原旧大芝フェリー発着場南西側付け根（小川の橋脚

左岸付け根）から護岸沿い南へ 91 メートルのスベリの北西側付

け根 
        〃     ２   〃      戸町鼻から北へ１番目の鼻 
        ア            １から安芸津町大芝島北端（モチエの鼻北端）を見通す線上 80

メートルの所 
    イ      〃                           315

メートルの所 
    ウ      ２から大芝島北端（モチエの鼻北端）を見通す線上 150 メートル

の所 
    エ      〃                       50 メートル

の所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３４２号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津町小松原太郎水川河口左岸角から護岸沿い東へ126メート

ルの護岸階段西側付け根 
        〃      ２    〃       山下水産㈱埋立地護岸南東角 
        ア            １から安芸津町大芝島小福浦の鼻を見通す（154 度 30 分）線上

300 メートルの所 
    イ      〃 
           600 メートルの所 
    ウ      ２から大芝島久保の鼻を見通す（160 度）線上 360 メートルの所 
    エ      〃                     20 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３４３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津町小松原太郎水川河口左岸角から護岸沿い東へ126メート

ルの護岸階段西側付け根 
        〃      ２    〃      山下水産㈱埋立地護岸北東角 
    〃   ３  〃   龍王島下浦ゴウヤ鼻南西端から海岸沿い東へ100メート

ルの所 
        ア            １から安芸津町藍之島南端を見通す線上 650 メートルの所 
    イ      ３から安芸津町大芝島大芝北漁港西港防波堤突端を見通す線上

580 メートルの所 
    ウ      ２から大芝島地蔵鼻突端を見通す線と３から大芝島大芝北漁港西

港防波堤突端を見通す線との交点 
    エ      ２から地蔵鼻突端を見通す線上 530 メートルの所 
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３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３４４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津町小松原セイロ鼻（本木水産埋立地北側付け根から護岸沿

い北へ 89 メートルの所） 
        〃      ２    〃      太郎水川河口左岸角から護岸沿い東へ126メート

ルの護岸階段西側付け根 
        ア            １から安芸津町龍王島ゴウヤ鼻北端を見通す線上170メートルの

所 
    イ      〃                     270 メートルの

所 
    ウ      ２から安芸津町藍之島南端を見通す線上 430 メートルの所 
    エ      〃                  230 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３４５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町風早観音浜干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    観音浜干拓地の市民グランド西側護岸の水門左角から護岸沿い東

へ 220 メートルの所 
        〃      ２    〃     東側防波堤突端 
        ア            １から安芸津町龍王島北端を見通す線上 630 メートルの所 
    イ      〃                  330 メートルの所 
    ウ      ２から 155 度 330 メートルの所 
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    エ      〃      660 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３４６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町風早安芸津干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津干拓地南東角から護岸沿い西へ 313 メートルの所 
        〃      ２    〃            64 メートルの所 
        ア            １から安芸津町龍王島東端を見通す線上 675 メートルの所 
    イ      〃                  175 メートルの所 
    ウ      ２から安芸津町大芝島バイヤの鼻を見通す線上185メートルの所 
    エ      〃          695 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３４７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町龍王島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，

コサ，サシ，シス，スセ，セソ，ソアを結んだ 15 直線によって

囲まれた区域 
        基  点  １    龍王島ゴウヤ鼻南西端から海岸沿い東へ 70 メートルの所 
        〃      ２    〃      北端 
    〃   ３    〃  北浦荷揚場南西角 
    〃   ４    〃  北端 
    〃   ５    〃  上浦埋立地南東角 
    〃   ６    〃  沖の鼻東端（黒岩） 
        ア            １から安芸津町大芝島白鼻を見通す線上 90 メートルの所 
    イ      〃                  460 メートルの所 
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    ウ      ２から安芸津町小松原戸町鼻から北へ１番目の鼻を見通す線上

500 メートルの所 
    エ      〃          山下水産㈱埋立地護岸南東角を見通す線

上 450 メートルの所 
    オ      〃      風早 JA 芸南選果場埋立地護岸南東角を見通す線

上 300 メートルの所 
    カ      ３から風早福原産業㈱埋立地護岸南西角を見通す線上350メート 
                      ルの所 
    キ      ４から風早観音浜干拓地南東角を見通す線上 300 メートルの所 
    ク      ５から安芸津港西側防波堤突端を見通す線上 350 メートルの所 
    ケ      〃  安芸津町唐船島南端を見通す線上 450 メートルの所 
    コ      ６から安芸津町藍之島北西端を見通す線上 230 メートルの所 
    サ      〃                                    130 メートルの所 
    シ      ５から安芸津港西側防波堤突端を見通す線上 50 メートルの所 
    ス      〃                                      120 メートルの所 
    セ      ４から観音浜干拓地南東角を見通す線上 90 メートルの所 
    ソ      ２から山下水産㈱埋立地護岸南東角を見通す線上150メートルの 
           所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３４８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町龍王島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    ２から海岸沿い北西へ 270 メートルの所 
        〃      ２    龍王島沖の鼻南端 
        ア            １から安芸津町大芝島北端（モチエの鼻北端）を見通す線上 530

メートルの所 
    イ      〃                          190

メートルの所 
    ウ      ２から大芝島地蔵鼻を見通す線上 70 メートルの所 
    エ      〃               320 メートルの所 
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３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
    
１  公示番号            区第３４９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町大芝島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線によって囲ま                         
           れた区域 
        基  点  １    大芝島北端（モチエの鼻北端）から海岸沿い南東へ 50 メートル

の所（石積み護岸の北端） 
        〃      ２    〃  バイヤの鼻（カーブミラーの所） 
        ア            １から安芸津町龍王島南端を見通す線上 100 メートルの所 
    イ      〃                  350 メートルの所 
    ウ      ２から龍王島南東端を見通す線上 700 メートルの所 
    エ      〃               600 メートルの所 
    オ      １から安芸津町藍之島西端を見通す線上 100 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町大芝島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    安芸津町風早大芝北小福浦物揚場スベリ６号の東側付け根 
        〃     ２   〃        桟橋東側付け根 
        ア            １から安芸津町小松原山下水産(株)埋立地護岸南東角を見通す線

上 40 メートルの所 
    イ      〃                          
            〃270 メートルの所 
    ウ      ２から安芸津町小松原豊田高校護岸南東角を見通す線上 310メー

トルの所 
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    エ      〃                         70 メー

トルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町大芝島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    大芝島カブト岩 
        〃      ２    〃  北端（モチエの鼻北端）から海岸沿い南東へ 50 メートル

の所（石積み護岸の北端） 
        ア            １から安芸津町小松原豊田高校護岸南東角を見通す線上 40 メー

トルの所 
    イ      〃                        400 メー

トルの所 
    ウ      ２から豊田高校護岸南東角を見通す線上 370 メートルの所 
    エ      〃                  50 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町大芝島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    大芝島地蔵鼻北端 
        〃      ２    〃    バイヤの鼻（カーブミラーの所） 
    〃   ３  大芝島北端（モチエの鼻北端）から海岸沿い南東へ 50 メートル

の所（石積み護岸の北端） 
        ア            １から安芸津町龍王島南端を見通す線上 170 メートルの所 
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    イ      ３から安芸津町藍之島西端を見通す線上 450 メートルの所 
    ウ      ２から藍之島南端を見通す線上 370 メートルの所 
    エ      〃              160 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイアを結んだ直線とに

よって囲まれた区域 
        基  点  １    安芸津町小松原ドライブイン黒浜南側の護岸階段北側付け根から

護岸沿い北へ 46 メートルの所（排水口中央） 
        ア            １から 56 度 30 分の線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      〃          と小松原戸町鼻西側の距岸 10メートルの

線との交点 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３５４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とによって囲まれた区域。ただし，海底電線保護区を除

く。 
        基  点  １    安芸津町小松原山下水産㈱埋立地護岸南西角から護岸沿い南へ

93 メートルの所 
    〃   ２  〃      小松原小学校護岸北端の階段南側付け根（排水口）

から護岸沿い北へ 12 メートルの所 
        ア            １から安芸津町藍之島南端を見通す線と距岸 5 メートルの線との

交点 
    イ      〃                上 60 メートルの所 
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    ウ      ２から安芸津町大芝島北端（モチエの鼻北端）を見通す線上 60 
           メートルの所 
    エ      〃                         と距 
           岸 5 メートルの線との交点 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３５５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 5 メートルで

結んだ線とよって囲まれた区域 
        基  点  １    安芸津町小松原豊田高校南側護岸の延長線と国道護岸との交点か

ら護岸沿い南へ 70 メートルの所 
    〃   ２  〃      太郎水川河口右岸角 
        ア            １から安芸津町龍王島南端を見通す線と距岸 5 メートルの線との

交点 
    イ      〃                上 100 メートルの所 
    ウ      ２から安芸津町藍之島西端を見通す線上 140 メートルの所 
    エ      〃                と距岸 5 メートルの線との

交点 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早，小松原 
 
１  公示番号            区第３５６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町風早観音浜干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸（観音浜干拓地東側防波堤を

含む）5 メートルで結んだ線とウエ，エアを結んだ 2 直線とによ

って囲まれた区域 
        基  点  １    観音浜干拓地護岸西角から護岸沿い東へ 45 メートルの所 
    〃   ２  〃     東側防波堤の南側付け根から防波堤沿い東へ 12 メ
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ートルの所 
        ア            １から安芸津町龍王島北東端を見通す線上 25 メートルの所 
    イ      〃                 と距岸 5 メートルの線と

の交点 
    ウ      ２から観音浜干拓地東側防波堤に直角（142 度）に引いた線と距

岸 5 メートルの線との交点 
    エ      〃                       45 メートル

の所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町風早観音浜干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアの 4 直線によって囲まれた区域 
        基  点  １    観音浜干拓地東側防波堤北側付け根から護岸沿い北西へ 40 メー

トルの所 
    〃   ２  １から護岸沿い北西へ 150 メートルの所 
        ア            １から観音浜干拓地東側護岸に直角（47 度）に 35 メートルの所 
    イ      〃                     10 メートルの所 
    ウ      ２から安芸津町風早安芸津干拓地日立工場建物南西角を見通す

（41 度）線上 10 メートルの所 
    エ      〃 
           〃      35 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町風早安芸津干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウを結んだ２直線とウエを距岸１メートルで結んだ

線とエオ，オアを結んだ２直線とによって囲まれた区域 
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        基  点  １    安芸津干拓地西側防波堤南側付け根から護岸沿い東へ 2 メートル

の所 
    〃   ２  〃       の港湾埋立地南東角（階段上部北東角）から護

岸沿い東へ 147 メートルの所 
        ア            １から安芸津町龍王島東端を見通す線上 80 メートルの所 
    イ      〃               線と距岸 5 メートルの線との

交点 
    ウ      安芸津干拓地西側の港湾埋立地南側護岸沿い距岸 5 メートルの線

と安芸津干拓地南西側護岸沿い距岸 1 メートルの線との交点 
    エ      ２から安芸津町藍之島西端を見通す線と距岸１メートルの線との

交点 
    オ      〃               線上 46 メートルの所 
３  地元地区  東広島市安芸津町風早 
 
１  公示番号            区第３５９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町三津三協化成㈱地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  三協化成㈱敷地前護岸南西角 
    〃   ２  安芸津町安芸津港西防波堤南側付け根 
    ア      １から安芸津町藍之島北端を見通す線上 770 メートルの所 
    イ      〃                  420 メートルの所 
    ウ      ２から豊田郡大崎上島町津久賀島東端を見通す線上 400メートル

の所 
    エ      〃                      750 メートル

の所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町三津 
 
１  公示番号            区第３６０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町木谷雲下市営湯盛住宅前護岸南西角 
    〃   ２  〃     東防波堤突端 
    〃   ３  〃     小宿根湾西鼻から北へ２番目の農道北側付け根前護

岸点から護岸沿い南へ 107 メートルの所の排水口中央（皇后岩） 
    〃   ４  〃   鼻繰島南端 
    ア      １から安芸津町藍之島東端を見通す線と３から安芸津町安芸津港

西防波堤南側付け根を見通す線との交点 
    イ      ２から藍之島東端を見通す線と３から安芸津港西防波堤南側付け

根を見通す線との交点 
    ウ      〃             ４から安芸津町三津三協化成㈱敷

地前護岸南西角を見通す線との交点 
    エ      １から藍之島東端を見通す線と４から三協化成㈱敷地前護岸南西

角を見通す線との交点 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町木谷小宿根湾スベリ南側付け根から護岸沿い南へ162メ

ートルの所（中瀬の鼻） 
    〃   ２  ３から護岸沿い南へ 150 メートルの所（排水口） 
    〃   ３  安芸津町木谷小宿根湾西鼻から北へ２番目の農道北側付け根前護

岸点(排水口)から護岸沿い南へ 7 メートルの所(排水口) 
    〃   ４  安芸津町鼻繰島南端 
    〃   ５  〃   ホボロ島南西端 
    〃   ６  〃   唐船島西端 
    ア      １から安芸津町藍之島北端を見通す線上 50 メートルの所 
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    イ      〃               線と４から安芸津町風早安芸

津干拓地旧護岸南西角を見通す線との交点 
    ウ      ４から安芸津干拓地旧護岸南西角を見通す線と５から安芸津町三

津三協化成㈱敷地前護岸南西角を見通す線との交点 
    エ      ３から安芸津町龍王島北端を見通す線と６から４を見通す線の延

長線との交点 
    オ      〃               線上 100 メートルの所 
    カ      ２から藍之島北端を見通す線上 40 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町木谷雲下市営湯盛住宅前護岸南西角 
    〃   ２  〃   鼻繰島南端 
    〃   ３  〃   ホボロ島北東端 
    〃   ４  〃       南西端 
    ア      １から豊田郡大崎上島町津久賀島北東端を見通す線と２から安芸

津町風早観音浜干拓地南西角を見通す線との交点 
    イ      ２から観音浜干拓地南西角を見通す線と４から安芸津町三津三協

化成㈱敷地前護岸南西角を見通す線との交点 
    ウ      ３から安芸津町龍王島北端を見通す線と４から三協化成㈱敷地前

護岸南西角を見通す線との交点 
    エ      １から津久賀島北東端を見通す線と３から龍王島北端を見通す線

との交点 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町三津地先 
        漁場の区域    次のアウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町安芸津港西側防波堤の南側付け根 
    〃   ２  〃   鼻繰島南端 
    〃   ３  〃   ホボロ島北東端 
    ア      １から豊田郡大崎上島町津久賀島北東端を見通す線と２から安芸

津町風早安芸津干拓地旧護岸南西角を見通す線との交点 
    イ      〃                       ３から安芸

津町龍王島北端を見通す線との交点 
    ウ      イから１を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      ３から龍王島北端を見通す線と平行にウから西へ650メートルの

所 
    オ      ２から安芸津干拓地旧護岸南西角を見通す線上アから北西へ 650

メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町三津 
 
１  公示番号            区第３６４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町三津地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町風早安芸津干拓地南東角から護岸沿い西へ 34 メートル

の所 
    〃   ２  〃     新来島ドック太平工場東側船台南東角 
    〃   ３  〃   木谷小宿根湾西鼻から北へ２番目の農道北側付け根前護

岸点（排水口）から護岸沿い南へ 107 メートルの排水口中央（皇

后岩） 
    〃   ４  〃   ホボロ島南西端 
    ア      １から安芸津町大芝島東端を見通す線と３から安芸津町ＪＲ風早

駅陸橋を見通す（267 度 30 分）線との交点 
    イ      ２から安芸津町藍之島東端を見通す線と３からＪＲ風早駅陸橋を



133 
 

見通す（267 度 30 分）線との交点 
    ウ      〃                 ４から安芸津町龍王島の

高を見通す線との交点 
    エ      １から大芝島東端を見通す線と４から龍王島の高を見通す線との

交点 
３ 地元地区  東広島市安芸津町三津 
 
１  公示番号            区第３６５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町藍之島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 7 直線

によって囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町藍之島西端 
    〃   ２  〃   風早安芸津干拓地旧護岸南西角から 149度の線と藍之島

北側海岸線との交点（北側のくぼ） 
    〃   ３  藍之島明神鼻光海神社鳥居中央 
    ア      １から安芸津町龍王島南端を見通す線上 110 メートルの所 
    イ      〃                  240 メートルの所 
    ウ      ２から安芸津干拓地旧護岸南西角を見通す線上280メートルの所 
    エ      ３から安芸津町風早新来島ドック太平工場艤装岸壁西側付け根を

見通す線上 240 メートルの所 
    オ      〃 
           〃     120 メートルの所 
    カ      ２から安芸津干拓地旧護岸南西角を見通す線上170メートルの所 
    キ      〃                     140 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町三津 
 
１  公示番号            区第３６６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
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        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エ，エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町木谷東公民館南側小川河口右岸角から護岸沿い南へ 90

メートルの所 
    〃   ２  〃   木谷尻護岸階段南側付け根から護岸沿い北へ 30 メート

ルの所 
    ア      １から安芸津町木谷小学校敷地護岸南西角を見通す線上 60 メー

トルの所 
    イ      〃                       線と距岸 10

メートルの線との交点 
    ウ      ２から安芸津町安芸津農産馬鈴薯撰果場埋立地南東角を見通す線

と距岸 10 メートルの線との交点 
    エ      〃     
           上 100 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  ２から護岸沿い北へ 75 メートルの所（安芸津町木谷尻護岸階段

南側付け根） 
    〃   ２  安芸津町木谷尻矢野川暗渠中央 
    ア      １から安芸津町木谷港一文字防波堤北西端を見通す線上 40 メー

トルの所 
    イ      〃                         5 メー

トルの所 
    ウ      ２から木谷港一文字防波堤南東端を見通す線上 5 メートルの所 
    エ      〃                    40 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６８号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷小宿根地先 
        漁場の区域    次のアイを結んだ直線とイウを距岸 10 メートルで結んだ線とウ

エ，エアを結んだ 2 直線とによって囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町木谷小宿根湾西鼻突端 
    〃   ２  〃         スベリ南側付け根から護岸沿い南へ140メ

ートルの所 
    ア      １から安芸津町鼻繰島北西端を見通す線上 30 メートルの所 
    イ      〃                線と距岸 10 メートルの線 

との交点 
    ウ      ２から安芸津町藍之島北端を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    エ      〃               線上 30 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３６９号 
２  免許の内容たるべき事項  
  （１）漁業種類           名    称        時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷大宿根地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 50 メートルで結んだ線とイアを結んだ直線とに

よって囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町木谷大宿根湾防波堤東側付け根 
    〃   ２  〃     二馬手へ通じる農道の入り口前護岸点（護岸階段北

側付け根から南へ 13 メートルの所） 
    ア      １から２を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
    イ      ２から１を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３７０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
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        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷二馬手地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町木谷二馬手防波堤南側付け根 
    〃   ２  〃        海底電線埋設施設前の護岸南東角から護岸沿

い北へ 53 メートルの所（曲がり角） 
    ア      １から竹原市吉名町龍島北端を見通す線上 7 メートルの所 
    イ      〃                                   56 メートルの所 
    ウ      ２から龍島南端を見通す線上 56 メートルの所 
    エ      〃             7 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３７１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷二馬手地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町木谷二馬手干拓地護岸北東角 
    〃   ２  〃        防波堤南側付け根 
    ア      １から二馬手防波堤突端を見通す線上 80 メートルの所 
    イ      〃                 30 メートルの所 
    ウ      ２から 62 度 165 メートルの所 
    エ      〃  竹原市吉名町龍島北端を見通す（78 度 30 分）線上 150 メ

ートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３７２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    東広島市安芸津町藍之島地先 
        漁場の区域    次のアイを距岸 10 メートルで結んだ線とイウを結んだ直線とウ

エを距岸 50 メートルで結んだ線とエアを結んだ直線とによって

囲まれた区域 
    基 点 １  藍之島明神鼻光海神社鳥居中央から海岸沿い西へ100メートルの

所 
    〃   ２  〃  西端 
    ア      １から安芸津町三津新来島ドック太平工場艤装岸壁西側付け根を

見通す線と距岸 10 メートルの線との交点 
    イ      ２から安芸津町龍王島南端を見通す線と距岸 10 メートルの線と

の交点 
    ウ      〃                    50 メートルの線と

の交点 
    エ      １から新来島ドック太平工場艤装岸壁西側付け根を見通す線と距

岸 50 メートルの線との交点 
３ 地元地区  東広島市安芸津町三津 
 
１  公示番号            区第３７３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき延縄垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    豊田郡大崎上島町大串城ヶ浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大串九蔵鼻南側付け根（人工護岸との接点） 
    〃   ２  〃 城ヶ浜南端（人工護岸との接点） 
    ア      １から大崎上島町津久賀島北東端を見通す線上 30 メートルの所 
    イ      〃                     150 メートルの 
                      所 
    ウ      ２から大串城ヶ崎鼻西端を見通す線上 150 メートルの所 
    エ      〃                30 メートルの所 
３ 地元地区  豊田郡大崎上島町中野，大串，東野 
 
１  公示番号            区第３７４号 
２  免許の内容たるべき事項 
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  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    豊田郡大崎上島町大串州の鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大串西野干拓地西側防波堤北側付け根 
    〃   ２  〃 州の鼻北端 
    ア      ２から大串尾辺ヶ鼻から南東へ２番目の鼻を見通す線上 150メー

トルの所 
    イ      〃                        200 メー

トルの所 
    ウ      １から尾辺ヶ鼻を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      〃             40 メートルの所 
３ 地元地区  豊田郡大崎上島町中野，大串，東野 
 
１  公示番号            区第３７５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    豊田郡大崎上島町大串西野干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大崎上島町大串港西側桟橋東側付け根から護岸沿い東へ 150メー

トルの所 
    〃   ２  〃                         200 メー

トルの所 
    〃   ３  〃    大串西野干拓地東側防波堤西側付け根 
    ア      １から大串尾辺ヶ鼻を見通す線上 300 メートルの所 
    イ      ３から尾辺ヶ鼻から南東へ２番目の鼻を見通す線上 490メートル

の所 
    ウ      〃                      280 メートル

の所 
    エ      ２から尾辺ヶ鼻から南東へ１番目の鼻を見通す線上 160メートル

の所 
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３ 地元地区  豊田郡大崎上島町中野，大串，東野 
１  公示番号            区第３７６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
    第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    豊田郡大崎上島町大相賀島，小相賀島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  大崎上島町長島中国電力㈱大崎発電所南西側護岸の南側付け根

（自然海岸との接点） 
    〃   ２  〃    大相賀島南端 
    ア      ２から１を見通す線上 350 メートルの所 
    イ      〃          100 メートルの所 
    ウ      イから１・２を結ぶ直線に直角に北西へ 60 メートルの所 
    エ      アから１・２を結ぶ直線に直角に北西へ 100 メートルの所 
３ 地元地区  豊田郡大崎上島町中野，大串，東野 
 
１  公示番号            区第３７７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    豊田郡大崎上島町長島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  長島福浦農道開通記念碑の東側護岸の階段北側付け根 
    〃   ２  〃 深江中の鼻 
    ア      １から大崎上島町箱島北端を見通す線と大崎上島町美加子島西端

から長島東端を見通す線との交点 
    イ      １から箱島北端を見通す線上アから東へ 150 メートルの所 
    ウ      ２から大崎上島町中野向山刀崎北端を見通す線上エから東へ 150

メートルの所 
    エ      〃                   線と美加子島西端か

ら長島東端を見通す線との交点 
３ 地元地区  豊田郡大崎上島町中野，大串，東野 



140 
 

１  公示番号            区第３７８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    竹原市吉名町宗越地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区           

域 
    基 点 １  吉名町宗越山陽煉瓦工場護岸東角 
    〃    ２   〃   宗越の湾奥排水口の石垣護岸内角から護岸沿い東へ 70 メ

ートルの所(石垣護岸上部コンクリート東端) 
    ア      １から吉名町西ケ崎の鼻南端を見通す線上 90 メートルの所 
    イ      〃                   190 メートルの所 
    ウ      ２から吉名町明神の鼻北端を見通す線上 115 メートルの所 
    エ      〃                  15 メートルの所 
３  地元地区  竹原市吉名町 
 
１  公示番号            区第３７９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    竹原市吉名町柏地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区           

域 
    基 点 １  吉名町柏の鼻南端から西へ１番目の鼻 
    〃    ２  〃            東へ１番目の鼻から海岸沿い北東へ 20 メ

ートルの所 
    ア      １から吉名町明神の鼻北端を見通す線上 110 メートルの所 
    イ      〃                  40 メートルの所 
    ウ      ２から豊田郡大崎上島町木臼島西端を見通す線上 30 メートルの

所 
    エ      〃                      90 メートルの

所 
３  地元地区  竹原市吉名町 
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１  公示番号            区第３８０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     真珠養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町小松原小学校地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  ２から護岸沿い南西へ 200 メートルの所 
    〃   ２  小松原小学校南東護岸角 
    ア      １から安芸津町大芝島北海底電線東の標柱を見通す（130 度）線

上 180 メートルの所 
    イ      ２から大芝島モチエの鼻を見通す線上 180 メートルの所 
    ウ      〃                 300 メートルの所 
    エ      １から大芝島北海底電線東の標柱を見通す線上300メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町小松原 
 
１  公示番号            区第３８１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     真珠養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ 7 直線

によって囲まれた区域 
    基 点 １  安芸津町ホボロ島の高 
    〃   ２  〃   鼻繰島南端 
    〃   ３  〃   木谷小宿根湾スベリ南側付け根から護岸沿い南へ162メ

ートルの所 
    〃   ４  〃     大宿根西の防波堤西側付け根から護岸沿い西へ 90

メートルの所 
    〃   ５  〃     本江の南西の鼻 
    〃   ６  〃     赤崎鼻突端埋立地北側護岸付け根から護岸沿い西へ

4 メートルの所 
    ア      １から２を見通す線上 100 メートルの所 
    イ      ２から１を見通す線上 50 メートルの所 
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    ウ      ３から鼻繰島北端を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      ４から１を見通す線上 200 メートルの所 
    オ      ５から１を見通す線上 50 メートルの所 
    カ      ６から１を見通す線上 50 メートルの所 
    キ      １から５を見通す線上 100 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 
 
１  公示番号            区第３８２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     真珠養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    東広島市安芸津町大字木谷地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
    基 点 １  安芸津町木谷雲下市営湯盛住宅前護岸南西角から護岸沿い東へ

50 メートルの所 
    ア      １から安芸津町龍王島東端を見通す線上 365 メートルの所 
    イ      〃                  170 メートルの所 
    ウ      〃  168 度 260 メートルの所 
    エ      〃  189 度 30 分 415 メートルの所 
３ 地元地区  東広島市安芸津町木谷 



平 成 3 0 年 ５ 月 １ 日 
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１  公示番号            区第３８３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    三原市幸崎町能地漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    三原市幸崎能地４丁目能地漁港西埋立地親水護岸下段遊歩道の西

側付け根 
        〃      ２    〃                 西側の国道 185号線路側

帯に設置された三原市能地基準点 No.2 の金属鋲前の護岸点 
        ア            １から尾道市瀬戸田町生口島観音山山頂を見通す線上 15 メート

ルの所 
    イ            〃                        115 メー

トルの所 
       ウ      ２から生口島西端を見通す線上 125 メートルの所 
    エ      〃              25 メートルの所 
３  地元地区  三原市 
 
１  公示番号            区第３８４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    三原市鷺浦町小佐木島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    三原市鷺浦町小佐木島北端から南西に１番目の鼻南西護岸から南

西へ 23 メートルの所 
        〃      ２    〃                ２番目の鼻 
        ア            １から三原市和田沖町三菱重工業和田沖町工場埋立地東角を見通

す線上 30 メートルの所 
    イ      〃 
           〃   70 メートルの所 
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    ウ      ２から三原市和田沖町三菱重工業和田沖町工場埋立地南西角を見

通す線上 40 メートルの所 
    エ      〃   

〃    10 メートルの所 
３  地元地区  三原市 
 
１  公示番号            区第３８５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    尾道市瀬戸田町垂水地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    尾道市瀬戸田町垂水サンセットビーチ北側護岸堤南端 
        〃      ２    １から護岸堤沿い北へ 50 メートルの所 
        ア            １から尾道市瀬戸田町瓢箪島北端（273 度）を見通す線上 30 メ

ートルの所 
    イ      ２から愛媛県今治市大三島（286 度）を見通す線上 30 メートル

の所 
    ウ      〃                       50 メートル

の所 
    エ      １から尾道市瀬戸田町瓢箪島北端（273 度）を見通す線上 50 メ

ートルの所 
３  地元地区  尾道市瀬戸田町 
 
１  公示番号            区第３８６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
    漁場の位置    尾道市瀬戸田町垂水地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    尾道市瀬戸田町垂水港防波堤西端 
        〃      ２    〃            付け根から護岸堤沿い北へ 102メー
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トルの防波堤角 
        ア            １から２を見通す線上 100 メートルの所 
    イ      〃          150 メートルの所 
    ウ      １から２を見通す線に対し直角にイから 20 メートルの所 
    エ      〃              アから 20 メートルの所 
３  地元地区  尾道市瀬戸田町 
 
１  公示番号            区第３８７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市東尾道松永湾干拓地地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    東尾道県営物揚場南西角 
        〃      ２    〃  松永湾干拓地南東角の排水口中央（㈱ケンスイ南側道路の

北側の線の延長線と護岸との交点）から護岸沿い北へ 261 メート

ルの所（護岸取り付け部北東角） 
        ア            １から尾道市浦崎町戸崎の鼻東端を見通す線上445メートルの所 
    イ      〃                        385 メートル所 
    ウ      ２から浦崎町手城鼻北端を見通す線上 460 メートルの所 
    エ      〃                   520 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向東町，山波町，新高山１～３丁目，東尾道 
 
１  公示番号            区第３８８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向東町歌地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    向東町大磯鼻東端 
        〃      ２    １から護岸沿い西へ 140 メートルの所（護岸階段西側付け根） 
    〃   ３  向東町女法崎北東側のコンクリート護岸南端から護岸沿い北へ 



4 
 

           138 メートルの所 
    〃   ４  尾道市浦崎町戸崎久保の鼻北西端 
    〃   ５  〃       南西端の鼻 
        ア            ２から５を見通す線上 110 メートルの所 
    イ      〃             180 メートルの所 
    ウ      ３から４を見通す線上 150 メートルの所 
    エ      〃  １を見通す線上 130 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向東町，山波町，新高山１～3 丁目，東尾道 
 
１  公示番号            区第３８９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向東町加島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    加島一番浦東端 
        〃      ２    〃 東端 
     ア            １から尾道市浦崎町カガラ山の高（164 メートル）を見通す線上

100 メートルの所 
    イ      〃          
           200 メートルの所 
    ウ      ２からカガラ山の高（164 メートル）を見通す線上 200 メートル

の所 
    エ      ウからイウを結んだ直線と直角に南西へ 100 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向東町，山波町，新高山１～3 丁目，東尾道 
 
１  公示番号            区第３９０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称               時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向東町松本新開地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
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        基  点  １    向東町松本新開南側防波堤南側付け根から護岸沿い南へ 90 メー

トルの所（南側防波堤から１番目のスベリ付け根中央） 
        ア            １から 50 度 170 メートルの所 
    イ      〃   60 度 220 メートルの所 
    ウ      〃   85 度 200 メートルの所 
    エ      〃      120 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向東町 
 
１  公示番号            区第３９１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向島町上江府島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    向島町干汐漁港南側防波堤付け根から護岸沿い南へ 215メートル

のスベリ北側付け根 
        〃      ２    〃                       280メートル

の所 
        ア            １から上江府島南西端から北西へ１番目の鼻（人形岩）を見通す

線上 330 メートルの所 
    イ            〃 
                     〃 430 メートルの所 
    ウ      ２から尾道市向東町加島の高（104 メートル）を見通す線上 435 

メートルの所 
    エ      〃                           335

メートルの所 
３  地元地区  尾道市向島町 
 
１  公示番号            区第３９２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業        1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向島町串山地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    向島町向島漁協埋立地（南側）東角 
        〃      ２    〃  干汐漁港北側漁港用地北側付け根から護岸沿い北へ 37 メ

ートルの所 
    ア      １から尾道市向東町加島北端を見通す線上 10 メートルの所 
    イ      〃                   130 メートルの所 
    ウ      ２から向島町上江府島北端を見通す線上 180 メートルの所 
    エ      〃                  50 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向島町 
 
１  公示番号            区第３９３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     魚類小割式養殖業        1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    尾道市向島町上江府島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    上江府島北西端 
        〃      ２    〃   南西端から北西へ 1 番目の鼻（人形岩） 
    ア      １から向島町干汐漁港南側防波堤南東角を見通す線上150メート

ルの所 
    イ      〃                       100 メート

ルの所 
    ウ      ２から干汐漁港南側防波堤から護岸沿い南へ 215メートルのスベ

リ北側付け根を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      〃 
           〃              150 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向島町 
 
１  公示番号            区第３９４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     いがい養殖業          1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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漁場の位置    尾道市向島町串山地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    向島町向島町漁協埋立地（南側）東角 
        〃      ２    〃  干汐漁港北側漁港用地北側付け根から護岸沿い北へ 37 メ 
           ートルの所 
    ア      １から尾道市向東町加島北端を見通す線上 130 メートルの所 
    イ      〃                   180 メートルの所 
    ウ      ２から向島町上江府島北端を見通す線上 240 メートルの所 
    エ      〃                  180 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向島町 
 
１  公示番号            区第３９５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     いがい養殖業          1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    尾道市向島町上江府島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    上江府島北西端 
        〃      ２    〃   南西端から北西へ 1 番目の鼻（人形岩） 
    ア      １から向島町干汐漁港南側防波堤南東角を見通す線上100メート

ルの所 
    イ      〃                                       50 メート

ルの所 
    ウ      ２から干汐漁港南側防波堤から護岸沿い南へ 215メートルのスベ

リ北側付け根を見通す線上 50 メートルの所 
    エ      〃 
           〃              100 メートルの所 
３  地元地区  尾道市向島町 
 
１  公示番号            区第３９６号 

２  免許の内容たるべき事項 

  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業            9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市田尻町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    田尻町田尻漁港南側防波堤突端から防波堤沿い南へ７メートルの

所 
        〃      ２    福山市水呑町と田尻町との海岸線における境界 
        ア            １から福山市走島町走島東端を見通す線上 2,350 メートルの所 
        イ            〃                          600 メートルの所 
        ウ            ２から走島町袴島の高を見通す線上 250 メートルの所 
    エ      〃                               2,000 メートルの所 
３  地元地区    福山市田尻町 
 
１  公示番号            区第３９７号 
２  免許の内容たるべき事項 

  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第３種区画漁業    あさり養殖業             1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市田尻町地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ６直線によっ

て囲まれた区域 
        基  点  １    田尻町田尻漁港南側埋立地南側付け根 
        基  点  ２    １から護岸沿い南へ 274 メートルの所（スベリ北側護岸付け根） 
        基  点  ３    ２から護岸沿い南へ 192 メートルの所（電柱基礎北東角） 
        ア            1 から 121 度 45 分 37 メートルの所 
        イ            〃   140 度 30 分 109 メートルの所 
        ウ            ２から 63 度 50 分 107 メートルの所 
    エ      〃   84 度 45 分 158 メートルの所 
    オ      ３から 103 度 50 分 155 メートルの所 
    カ      〃   103 度 50 分 25 メートルの所 
３  地元地区    福山市田尻町 
 
１  公示番号            区第３９８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第１種区画漁業     かき延縄垂下式養殖業  1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
漁場の位置    福山市田尻町地先 
漁場の区域    次のアイ，イウ，ウ２，２アを結んだ４直線によって囲まれた区

域。ただし，距岸 50 メートルの区域を除く。 
基  点  １    福山市田尻町田尻漁港東側防波堤付け根から護岸沿い東へ 80 メ

ートルの所 
    〃   ２  福山市水呑町と田尻町の海岸線における境界 
      ア            １から岡山県笠岡市大飛島の高を見通す線上 300 メートルの所 
        イ            〃                    550 メートルの所 
        ウ            ２から福山市走島町袴島の高を見通す線上 250 メートルの所 
３  地元地区    福山市田尻町 
 
１  公示番号            区第３９９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
    漁場の位置    福山市鞆町仙酔島地先 

漁場の区域    次の１アを結んだ直線，アイを距岸 100 メートルで結んだ線，２

イを結んだ直線及び最大高潮時海岸線によって囲まれた区域 
基 点 １  福山市鞆町仙酔島赤崎北端 
〃   ２  １から海岸沿い南に 250 メートルの所 
〃   ３  福山市鞆町原港北側防波堤北端 
〃   ４  〃    原港護岸東角 
ア      １から３を見通す線上 100 メートルの所 
イ      ２から４を見通す線上 100 メートルの所 

３  地元地区  福山市鞆町 
 
１  公示番号            区第４００号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市鞆町仙酔島地先 
漁場の区域    次の１ア，アイ，２イを結んだ３直線及び最大高潮時海岸線によ

って囲まれた区域 
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基 点 １  福山市鞆町仙酔島あがりだての鼻 
〃   ２  〃       海喰門南端 
〃   ３  〃    鞆支所前防潮堤北端から護岸沿い北へ７メートルの所 
〃   ４  〃    弁天島南端 
ア      １から３を見通す線上 100 メートルの所 
イ      ２から４を見通す線上 100 メートルの所 

３  地元地区  福山市鞆町 
 
１  公示番号            区第４０１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称              時    期 
        第１種区画漁業     わかめ養殖業          10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市鞆町皇后島地先 
漁場の区域    次の３ア，アイ，４イを結んだ３直線及び最大高潮時海岸線によ

って囲まれた区域 
基 点 １  福山市鞆町仙酔島海喰門南端 
〃   ２  １から海岸沿い東に 240 メートルの所 
〃   ３  福山市鞆町皇后島西端 
〃   ４  〃       北端 
ア      ３から１を見通す線上 150 メートルの所 
イ      ４から２を見通す線上 100 メートルの所 

３  地元地区  福山市鞆町 
 
１  公示番号            区第４０２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市走島町走島神原地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ７直線

によって囲まれた区域 
        基  点  １    走島神原の端 
        〃      ２    〃  軍艦石 
        〃      ３    〃 小山の鼻 
        ア            １から走島町鴻の石灯台を見通す（334 度）線上 300 メートルの
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所 
        イ            〃    福山市箕島町箕沖埋立地南角を見通す（357 度 30 分）線

上 900 メートルの所 
        ウ            ２から箕沖埋立地東角を見通す（1 度 30 分）線上 880 メートル

の所 
        エ          〃    岡山県笠岡市北木島高山鼻を見通す（70 度）線上 850 メ

ートルの所 
        オ            ３から笠岡市梶子島の高を見通す（50 度）線上 600 メートルの

所 
        カ            〃                      200 メートルの

所 
        キ            ２から梶子島南端を見通す（58 度）線上 380 メートルの所 
３  地元地区  福山市走島町 
 
１  公示番号            区第４０３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市走島町走島南浦，金山鼻地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ７直線

によって囲まれた区域 
        基  点  １    走島走漁港（唐船地区）北側防波堤突端 
    〃      ２  〃 金山鼻南端 
    〃     ３  〃  走漁港（浦友地区）南側防波堤南側付け根 
    〃     ４  〃  鵜の糞の鼻 
        ア        １から走島町袴島南端を見通す（51 度）線上 380 メートルの所 
        イ            〃                                        530 メートルの所 
        ウ            ２から岡山県笠岡市大飛島南西端を見通す（91 度）線上 600 メ

ートルの所 
        エ            〃             六島の高を見通す（118 度）線上 900 メート

ルの所 
        オ            ４から走島町宇治島火打石の鼻を見通す（173 度）線上 1,600 メ

ートルの所 
    カ      ３から火打石の鼻を見通す（141 度）線上 730 メートルの所 
    キ      ２から大飛島南西端を見通す（91 度）線上 150 メートルの所 
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３  地元地区  福山市走島町 
 
１  公示番号            区第４０４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市走島町加治屋島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キアを結んだ７直線

によって囲まれた区域。ただし，海底電線の保護区域を除く。 
        基  点  １    加治屋島北端 
    〃      ２  走島町走島走漁港（本浦地区）中防波堤北西角 
    〃     ３  〃       出崎の鼻 
    〃     ４  〃       鵜の糞の鼻 
        ア        １から福山市鞆町鞆港東側防波堤突端を見通す（306 度）線上 540

メートルの所 
        イ           〃                                             140

メートルの所 
        ウ            ２から鞆町津軽島南端を見通す（292 度）線上 700 メートルの所 
        エ           ３から加治屋島（南側の島）西端を見通す線上 650 メートルの所 
        オ            〃                    310 メートルの所 
    カ      ４から福山市内海町当木島南端を見通す（266 度）線上 900 メー

トルの所 
    キ      〃  福山市沼隈町阿伏兎灯台を見通す（291 度）線上 1,770 メ

ートルの所 
３  地元地区  福山市走島町 
 
１  公示番号            区第４０５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市走島町袴島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線とオカ，カキ，キク，

クケ，ケオを結んだ 5 直線によって囲まれた区域 
        基  点  １    袴島北端 
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    〃      ２  〃 南端 
    〃     ３  〃 北西端 
        ア        １から岡山県笠岡市稲積島西端を見通す（14 度）線上 150 メー

トルの所 
        イ            ２から笠岡市大飛島の高を見通す（113 度）線上 150 メートルの

所 
        ウ            〃    走島町走島金山鼻南端を見通す（213 度）線上 150 メート

ルの所 
        エ           ３から福山市沼隈町阿伏兎南端を見通す（275 度）線上 240 メー

トルの所 
        オ            １から稲積島西端を見通す（14 度）線上 1,250 メートルの所 
    カ      ２から大飛島の高を見通す（113 度）線上 1,150 メートルの所 
    キ      〃  162 度 680 メートルの所 
    ク      ３から阿伏兎南端を見通す（275 度）線上 430 メートルの所 
    ケ      〃  福山市田尻町明神鼻を見通す（317 度）線上 1,050 メート

ルの所 
３  地元地区  福山市走島町 
 
１  公示番号            区第４０６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市走島町宇治島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，

コアを結んだ 10 直線によって囲まれた区域 
        基  点  １    宇治島火打石の鼻 
    〃      ２  〃  大釜の端 
    〃      ３  〃  東端 
    〃      ４  〃  南東端 
        ア        １から走島鵜の糞の鼻を見通す（317 度）線上 180 メートルの所 
        イ           〃                     1,040 メートルの

所 
        ウ            ３から走島町袴島南端を見通す（357 度）線上 980 メートルの所 
        エ           〃  岡山県笠岡市六島西端を見通す（103 度 30 分）線上 950

メートルの所  
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オ           ４から香川県三豊市託間町箱室浜北端を見通す（118度）線上 1,080
メートルの所 

    カ      〃        観音寺市円上島の高を見通す（185 度）線上 500 メ

ートルの所  
    キ      〃                            150 メ

ートルの所 
    ク      ３から観音寺市伊吹島東端を見通す（166 度）線上 550 メートル

の所 
    ケ      〃  六島西端を見通す（103 度 30 分）線上 160 メートルの所 
    コ      ２から笠岡市大飛島西端を見通す（46 度）線上 130 メートルの

所 
３  地元地区  福山市走島町 
 
１  公示番号            区第４０７号 
２  免許の内容たるべき事項 

  （１）漁業種類           名   称                 時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業         1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市沼隈町能登原小桜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    沼隈町能登原（有）岩船水産西側桟橋西側付け根から護岸沿い南

西へ 5 メートルの所 
        〃      ２    〃       千年漁業協同組合敷地東角から護岸沿い南西へ 9.5

メートルの所 
        ア            １から沼隈町阿伏兎灯台を見通す線上 130 メートルの所 
        イ            〃                                 70 メートルの所 
        ウ            ２から能登原本谷川河口左岸角を見通す線上 70 メートルの所 
        エ            〃                                    130 メートルの所 
３  地元地区  福山市沼隈町 
 
１  公示番号            区第４０８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名    称                時    期 
        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
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        漁場の位置    福山市沼隈町能登原小桜地先 

        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区 

           域 

        基  点  １    沼隈町能登原(有)岩船水産西側桟橋西側付け根から護岸沿い南西

を５メートルの所 

        〃      ２    〃     千年漁業協同組合敷地東角から護岸沿い南西へ 9.5 

メートルの所 

        ア            １から沼隈町阿伏兎灯台を見通す線上 70 メートルの所 

        イ            〃                 50 メートルの所 

        ウ            ２から能登原本谷川河口左岸角を見通す線上 50 メートルの所 

        エ            〃                    70 メートルの所 

３  地元地区  福山市沼隈町 

 

１  公示番号            区第４０９号 
２  免許の内容たるべき事項 

  （１）漁業種類           名    称                時    期 

        第１種区画漁業     かき筏垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

  （２）漁場の位置及び区域 

        漁場の位置    福山市沼隈町能登原小桜地先 

        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 

           域 

        基  点  １    福山市沼隈町桜地区船だまり防波堤突端 

        〃      ２    〃                   から防波堤沿い北西 50

メートルの所 

        ア            １から福山市沼隈町岩船鼻南端を見通す線上 20 メートルの所 

        イ            〃                    70 メートルの所 

        ウ            ２から沼隈町能登原千年漁業協同組合敷地東南角から護岸沿い南

西へ 9.5 メートルの所を見通す線上 70 メートルの所 

        エ            〃 

〃                20 メートルの所 

３  地元地区  福山市沼隈町 

 

１  公示番号            区第４１０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業   魚類小割式養殖業        1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島横田漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    横田漁港東側防波堤突端 
        〃      ２    １から防波堤沿い東へ 100 メートルの所 
        ア            １から田島西端を見通す線上 300 メートルの所 
        イ            〃                         400 メートルの所 
        ウ            ２から 339 度 400 メートルの所 
        エ            〃           300 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業   魚類小割式養殖業        1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市内海町横島大浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 

基  点  １  福山市内海町横島大浜海岸北側（小脇の岬寄り）コンクリート護

岸南角 
        〃      ２    〃           南側（釜戸鼻寄り）石積み護岸南角 
        ア            １から 270 度を見通す線上 160 メートルの所 

イ      〃            210 メートルの所 
        ウ            ２から 270 度を見通す線上 260 メートルの所 
        エ            〃            210 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称              時    期 
        第 1 種区画漁業   わかめ養殖業        10 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町横島小入僧地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区
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域 
        基  点  １    横島小入僧の南鼻 
        〃      ２    〃  手の型岩北端 
        ア            １から内海町田島高山の高を見通す線上 50 メートルの所 
        イ            〃                               150 メートルの所 
        ウ            ２から高山の高を見通す線上 150 メートルの所 
        エ            〃                         50 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称               時    期 
        第 1 種区画漁業   かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市内海町横島志垣地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    福山市内海町志垣地区の県道387号線の交差点に設置されたカー

ブミラーの所 
        〃      ２    内海西部地区浄化センター敷地西角 
        ア            １から尾道市百島町泊地区北側防波堤突端を見通す線上 100メー

トルの所 
        イ            〃                             300 メー

トルの所 
        ウ            ２から尾道市百島町南端（だんご岩）を見通す線上 300 メートル

の所 
        エ            〃                                   100 メートル

の所 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称               時    期 
        第 1 種区画漁業   かき筏垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市内海町横島入双地先 
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        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    福山市内海町横田漁港西側防波堤（入双防波堤）付け根から護岸

沿い南へ 75 メートルの所 
        〃      ２    横田漁港小入双防波堤突端 
        ア            １から横田漁港一文字防波堤突端を見通す線上 50 メートルの所 
        イ            〃                        150 メートルの所 
        ウ           ２から内海町田島明見川河口に設置された排水口を見通す線上

250 メートルの所 
        エ            〃 

150 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類      名   称               時    期 
        第 1 種区画漁業   かき筏垂下式養殖業     1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市内海町横島大浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    福山市内海町横島小脇の岬から東に１番目の鼻 
        〃      ２    〃       大浜海岸北側（小脇の岬寄り）コンクリート護

岸南角 
    〃   ３  〃           南側（釜戸鼻寄り）石積み護岸南角 
    〃   ４  内海町横島内釜戸から外釜戸に通じる町道の内釜戸側の護岸南西

角から護岸沿い北東へ 310 メートルの所 
        ア            １から４を見通す線と２から 270 度を見通す線との交点 
        イ            ２から 270 度を見通す線上 160 メートルの所 
        ウ            ３から 270 度を見通す線上 210 メートルの所 
        エ            １から４を見通す線と３から 270 度を見通す線との交点 
３  地元地区  福山市内海町横島 
 
１  公示番号            区第４１６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称              時    期 
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        第 1 種区画漁業     のり養殖業            9 月 20 日から翌年 2 月 20 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島番川原,大浦地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キクを結ぶ 7 直線と

クアを距岸 80 メートルで結んだ線によって囲まれた区域 
        基  点  １    田島番川原の小川河口右岸角 
        〃      ２    〃  船津寒神社の西鼻 
        〃      ３    〃  船津の小川河口中央 
        〃      ４    〃  福山西警察署田島駐在所前のスベリ中央 
        〃      ５    〃  大浦川河口左岸角（大浦の船だまり防波堤西側付け根から護

岸沿い西へ 67 メートルの所） 
        ア            １から尾道市片平礁の灯台を見通す線と距岸 80 メートルの線と

の交点 
        イ            〃                              線上 200 メートルの所 
        ウ            ２から片平礁の灯台を見通す線上 200 メートルの所 
        エ            ３から尾道市百島北東端を見通す線上 200 メートルの所 
        オ            ４から福山市沼隈町クリクワゾワイを見通す線上200メートル所 
        カ            ５から内海町大が瀬灯台を見通す線上 250 メートルの所 
        キ            〃                                 130 メートルの所 
        ク            ４からクリクワゾワイを見通す線と距岸 80 メートルの線との交

点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４１７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 2 月 20 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島天満地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
        基  点  １    田島大浦物揚場埋立地東側付け根 
        〃      ２    〃  天満川河口左岸角 
        〃      ３    〃  旧幸崎フェリー発着場防波堤北側付け根から西へ２番目の階

段東側付け根から護岸沿い東へ 38 メートルの所 
        ア            １から内海町大が瀬灯台を見通す線上 60 メートルの所 
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        イ            〃                                 200 メートルの所 
        ウ           ２から福山市沼隈町大越の船だまり北側尾根の送電線鉄塔を見通

す（348 度 30 分）線上 200 メートルの所 
        エ            ３から沼隈町常石造船所東端のドック東側ウインチ置場南角を見

通す線上 200 メートルの所 
        オ            〃 
                      〃       60 メートルの所 
        カ            ２から大越の船だまり北側尾根の送電線鉄塔を見通す（348 度 30

分）線上 60 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４１８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 2 月 20 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島牛ノ首地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
        基  点  １    牛ノ首北西端 
        〃      ２    １から海岸沿い南へ 100 メートルの所 
        ア            １から福山市沼隈町岩船の鼻を見通す線上 200 メートルの所 
        イ            〃                                     100 メートルの所 
        ウ            〃    314 度 140 メートルの所 
        エ            ２から田島釜谷川河口中央を見通す線上 150 メートルの所 
        オ            〃                                  300 メートルの所 
        カ            １から 306 度 310 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４１９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 2 月 20 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町矢ノ島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区
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域 
        基  点  １    矢ノ島西端 
        〃      ２    〃    北端 
        ア            １から 320 度 210 メートルの所 
        イ            〃     334 度 290 メートルの所 
        ウ            ２から 50 度 210 メートルの所 
        エ            〃     78 度 150 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２０号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 2 月 20 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島小箱地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    田島馬場崎南の三叉路の北側交点前護岸点から護岸沿い南へ 192

メートルの所 
        〃      ２    〃  箱崎漁港北側防波堤北側付け根から護岸沿い北へ103メート

ルの所 
        ア            １から 122 度を見通す線上 50 メートルの所 
        イ            〃                       150 メートルの所 
        ウ            ２から福山市走島町走島南西端を見通す(106度 30分)線上 120メ

ートルの所 
        エ            〃                                                   20 メ

ートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カキ，キク，クケ，ケコ，
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コアを結んだ 10 直線によって囲まれた区域 
        基  点  １    ３から海岸沿い西へ 550 メートルの所 
        〃      ２    〃                400 メートルの所 
        〃      ３    田島獅子落の鼻 
        〃      ４    〃 鼻ぐりの鼻 
        〃      ５    〃 二本松の鼻 
        〃      ６    ７から海岸沿い西へ 100 メートルの所 
        〃      ７    田島日和山の鼻 
        ア            １から愛媛県越智郡上島町魚島の高を見通す線上 1,050 メートル

の所 
        イ            ２から上島町高井神島西端を見通す線上 500 メートルの所 
        ウ            〃                                 250 メートルの所 
        エ            ３から上島町江の島西端を見通す線上 250 メートルの所 
        オ            ４から香川県観音寺市円上島東端を見通す線上250メートルの所 
        カ            ５から円上島東端を見通す線上 250 メートルの所 
        キ            ７から円上島東端を見通す線上 250 メートルの所 
        ク            ６から円上島東端を見通す線上 650 メートルの所 
        ケ            ４から円上島東端を見通す線上 1,100 メートルの所 
        コ            ３から江の島西端を見通す線上 1,000 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           11 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町横島巳の浜地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
        基  点  １    横島越後の鼻東側のコンクリート護岸西端から海岸沿い南西へ

70 メートルの所（波消ブロック防波堤の西側付け根） 
        〃      ２    〃  巳の浜西の鼻の突端 
        〃      ３    〃  地蔵鼻東端 
        ア            １から愛媛県越智郡上島町江の島東端を見通す線上 200メートル

の所 
        イ            ２から上島町百貫島灯台を見通す線上 250 メートルの所 
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        ウ            ３から上島町魚島西端を見通す線上 250 メートルの所 
        エ            〃                              700 メートルの所 
        オ            ２から百貫島灯台を見通す線上 700 メートルの所 
        カ            １から江の島東端を見通す線上 450 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２３号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称             時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業           9 月 20 日から翌年 3 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市沼隈町阿伏兎地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
        基  点  １    沼隈町阿伏兎観音石 
        〃      ２    〃          垂れ水の鼻 
        〃      ３    〃    と福山市鞆町との海岸線における境界（大石） 
        ア            １から香川県観音寺市円上島西端を見通す線上100メートルの所 
        イ            〃                                    150 メートルの所 
        ウ            ２から愛媛県越智郡上島町江の島西端を見通す線上 360メートル

の所 
        エ            ３から円上島西端を見通す線上 500 メートルの所 
        オ            〃                           150 メートルの所 
        カ            ２から円上島西端を見通す線上 100 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２４号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称               時    期 
        第 1 種区画漁業     のり養殖業            9 月 20 日から翌年 2 月末日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市鞆町平地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オアを結んだ 5 直線 によって囲

まれた区域。ただし、鞆町津軽島の距岸 10 メートルの区域を除

く。 
        基  点  １    鞆町狐崎 
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        〃      ２    〃  玉津島西端 
    〃   ３  〃 津軽島南端 
        ア            １から 157 度 30 分 500 メートルの所 
        イ            〃               100 メートルの所 
        ウ            ２から沖のハチカサの瀬灯標を見通す線上 100 メートルの所 
    エ      〃                                    480 メートルの所 
    オ      ３から沖のハチカサの瀬灯標を見通す線上 300 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２５号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島横田漁港地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    横田漁港東側防波堤突端 
        〃      ２    １から防波堤沿い東へ 100 メートルの所 
        ア            １から田島西端を見通す線上 150 メートルの所 
        イ            〃                         300 メートルの所 
        ウ            ２から 339 度 300 メートルの所 
        エ            〃           150 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２６号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
              あさり垂下式養殖業   1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島内浦地先 

漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエを結んだ 3 直線とエアを距岸 50 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
        基  点  １    田島黒越鼻北端 
        〃      ２    田島黒越鼻東端 



25 
 

ア      １から田島牛ノ首北端を見通す線と距岸 50 メートルの線との交

点 
        イ            〃             線上 260 メートルの所 

ウ            ２から田島白橋の南の鼻を見通す線上 130 メートルの所 
エ            〃              線と距岸 50 メートルの線との

交点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２７号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     魚類小割式養殖業       1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
  （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町矢ノ島地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオを結んだ 4 直線とオアを距岸 20 メ

ートルで結んだ線によって囲まれた区域 
        基  点  １    内海町田島箱崎漁港（寺山地区）東埋立地の防波堤東側付け根 
        〃      ２    〃      馬場崎の西側県道護岸の階段西側付け根から護岸沿南

西に 20 メートルの所 
        〃      ３    〃             北端 
        ア            １から矢ノ島東端を見通す線と距岸 20 メートルの線との交点 
        イ            〃                      線上 140 メートルの所 
        ウ            ３から矢ノ島北端を見通す線上 230 メートルの所 
        エ            〃                           30 メートルの所 
        オ            ２から福山市沼隈町岩船の鼻を見通す線と距岸 20 メートルの線

との交点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２８号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
 （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島牛ノ首地先 

漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ 6 直線によっ

て囲まれた区域 
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        基  点  １    ２から海岸沿い北へ 78 メートルの所 
        〃      ２    牛ノ首南端（親水護岸北側の石垣護岸の北端） 
        〃      ３    田島箱崎漁港（寺山地区）西埋立地西親水護岸上端南西角から護 
           岸沿い北東へ 64 メートルの所 
        ア            １から田島釜谷川河口中央を見通す線上 150 メートルの所 
        イ            ２から田島黒越鼻を見通す（251 度 30 分）線上 200 メートルの 
           所 
        ウ            〃                     130 メートルの 
           所 
        エ            ３から黒越鼻の登山道入口を見通す線上 80 メートルの所 
        オ            〃                 420 メートルの所 
        カ            １から釜谷川河口中央を見通す線上 300 メートルの所 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４２９号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     かき筏垂下式養殖業      1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
 （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島内浦地先 
        漁場の区域    次のオア，アイ，イウ，ウエを結んだ４直線とエオを距岸 50 メ

ートルで結んだ線とによって囲まれた区域 
        基  点  １    田島旧幸崎フェリー発着場南側駐車場の南側付け根から護岸沿い

南へ 270 メートルの所 
        〃      ２    田島黒越鼻北端 
        ア            １から田島牛ノ首北端を見通す線と２から内海大橋の田島側から

３番目の橋脚を見通す線との交点 
        イ            〃         を見通す線上 750 メートルの所 
        ウ            ２から〃             260 メートルの所 
        エ            〃         を見通す線と距岸 50 メートルの線との交 
           点 
        オ           ２から内海大橋下の田島側から３番目の橋脚を見通す線と距岸

50 メートルの線との交点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４３０号 
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２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     かき延縄垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
 （２）漁場の位置及び区域 

漁場の位置    福山市内海町田島内浦地先 
        漁場の区域    次のエア，アイ，イウを結んだ 3 直線とウエを距岸 50 メートル

で結んだ線とによって囲まれた区域 
        基  点  １    田島旧幸崎フェリー発着場南側駐車場の南側付け根 
        〃      ２    １から護岸沿い南へ 280 メートルの所 
    〃      ３    田島黒越鼻西側付け根の護岸内角から護岸沿い北へ 56 メートル

の所 
    〃   ４  田島黒越鼻北端 
        ア            １から３を見通す線と２から田島牛ノ首北端を見通す線との交点 
        イ            ２から牛の首北端を見通す線と４から内海大橋の田島側から３番

目の橋脚を見通す線との交点 
        ウ            ４から内海大橋の田島側から３番目の橋脚を見通す線と距岸 50

メートルの線との交点 
        エ            ３から１を見通す線と距岸 50 メートルの線との交点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４３１号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     かき延縄垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
 （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島小箱地先 
        漁場の区域    次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ 4 直線によって囲まれた区

域 
        基  点  １    田島馬場崎南の三叉路の北側交点前護岸点から護岸沿い南へ 92 

メートルの所 
        〃      ２    〃                           192 

メートルの所 
        ア            １から福山市沼隈町阿伏兎灯台を見通す線上 20 メートルの所 
        イ            〃                                      120 メートルの所 
        ウ      ２から宇治島南西端を見通す線上 150 メートルの所 
    エ      〃                50 メートルの所 
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３  地元地区  福山市内海町田島 
 
１  公示番号            区第４３２号 
２  免許の内容たるべき事項 
  （１）漁業種類           名   称                時    期 
        第 1 種区画漁業     かき杭打垂下式養殖業    1 月 1 日から 12 月 31 日まで 
 （２）漁場の位置及び区域 
        漁場の位置    福山市内海町田島釜谷地先 
        漁場の区域    次のエア，アイ，イウ，ウエを結んだ 4 直線によって囲まれた区 
           域 
        基  点  １    田島旧幸崎フェリー発着場南側駐車場の南側付け根 
        〃      ２    田島釜谷北の三叉路の護岸のカーブミラーの所 
    〃      ３    〃    の護岸スベリ南角から護岸沿い南へ 66 メートルの所 
    〃   ４  〃   南の三叉路の護岸のカーブミラーの所 

〃   ５  田島黒越鼻西側付け根の護岸内角から護岸沿い北へ 56 メートル

の所 
        ア            ３から常石鉄工のクレーンを見通す線と２から４を見通す線との

交点 
        イ            〃                 １から５を見通す線との

交点 
        ウ            ４から常石鉄工のクレーンを見通す線と１から５を見通す線との

交点 
      エ            〃                と距岸 10 メートルの線と

の交点 
３  地元地区  福山市内海町田島 
 



 

免許番号            区第４３３号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置   呉市阿賀南８丁目地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

基 点 １  阿賀南８丁目駿河東側防波堤南端 

〃   ２  阿賀南８丁目大入船だまり西側防波堤北端 

ア      １から呉市下蒲刈町尾ノ鼻を見通す線上 150メートルの所 

イ      〃                  400メートルの所 

ウ      ２から呉市下蒲刈町尾ノ鼻を見通す線上 400メートルの所 

エ      〃                  150メートルの所 

 

 

地元地区 

呉市阿賀南一丁目から九丁目 

 

R3.6 水産庁提供用に作成 
R2.10短期免許の漁場の区域に関係地区の情報を追記 



 
免許番号            区第４３４号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  呉市豊浜町大字豊島山崎地先 

漁場の区域  次の１ア，アイ，イ２を結んだ３直線以西の防波堤及び護岸と最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

基 点 １  呉市豊浜町豊島山崎漁港東側埋立地防波堤突端 

〃   ２  呉市豊浜町豊島親水公園埋立地北端 

ア      １から三角島長崎鼻を見通す線上 20メートルの所 

イ      ２から三角島カメンドの鼻を見通す線上 20メートルの所 

 
 

地元地区 
呉市豊浜町 



 
免許番号            区第４３５号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  呉市豊浜町立花地先 

漁場の区域  次の１ア，アイ，イ２を結んだ直線と最大高潮時海岸線及び立花

船溜まり北側防波堤とによって囲まれた区域 

基 点 １  呉市豊浜町立花船溜まり北側防波堤突端 

〃   ２  豊浜町立花と豊町との海岸における境界 

ア      １から三角島長崎鼻を見通す線上 100メートルの所 

イ      ２から豊島北端を見通す線上 200メートルの所 

 

 

地元地区 

呉市豊浜町 



 
免許番号            区第３７７号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  豊田郡大崎上島町長島地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

基 点 １  長島福浦農道開通記念碑の東側護岸の階段北側付け根 

〃   ２  〃 深江中の鼻 

ア          １から大崎上島町箱島北端を見通す線と大崎上島町美加子島西端

から長島東端を見通す線との交点 

イ      〃                上アから東へ 200メートル

の所 

ウ      ２から大崎上島町中野向山刀﨑北端を見通す線上エから東へ 200

メートルの所 

エ      〃                    と美加子島西端か

ら長島東端を見通す線との交点 

 
地元地区 
豊田郡大崎上島町中野、大串、東野



 
免許番号            区第３９８号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市田尻町地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウ２，２アを結んだ４直線によって囲まれた区

域。ただし距岸 50メートルの区域を除く。 

基 点 １  福山市田尻町田尻漁港東側防波堤付け根から護岸沿い東へ 80メ

ートルの所 

〃   ２  福山市水呑町と田尻町の海岸線における境界 

ア          １から岡山県笠岡市大飛島の高を見通す線上 300メートルの所 

イ      〃                    550メートルの所 

ウ      ２から福山市走島町袴島の高を見通す線上 250メートルの所 

 
地元地区 
福山市田尻町 



 
免許番号            区第４３６号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市走島町走島唐船地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エオ，オカ，カアを結んだ６直線によっ

て囲まれた区域 

基 点 １  走島小山の鼻南東護岸の階段北側付け根から護岸沿い北西に 54

メートルの所 

〃   ２  〃 徳利の鼻 

〃   ３  〃 前唐船の鼻 

ア      １から走島町袴島北西端見通す 120メートルの所 

イ      ２から袴島北西端を見通す 50メートルの所 

ウ      ３から袴島北西端を見通す線上 50メートルの所 

エ      〃              150メートルの所 

オ      ２から袴島北西端を見通す線上 150メートルの所 

カ      １から袴島北西端を見通す線上 200メートルの所 

 
 
    地元地区 

福山市走島町 



 
免許番号            区第４０８号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市沼隈町能登原小桜地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

基 点 １  沼隈町能登原（有）岩船水産西側桟橋西側付け根から護岸沿い南

西へ５メートルの所 

〃   ２  〃     千年漁業協同組合敷地東角から護岸沿い南西へ 9.5

メートルの所 

ア          １から沼隈町阿伏兎灯台を見通す線上 70メートルの所 

イ          〃                 50メートルの所 

ウ          ２から能登原本谷川河口左岸角を見通す線上 50メートルの所 

エ          〃                    70メートルの所 

 
地元地区 
福山市沼隈町 



 
免許番号            区第４０９号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市沼隈町能登原小桜地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

基 点 １  福山市沼隈町桜地区船だまり防波堤突端 

〃   ２  〃                  から防波堤沿い北西へ

50メートルのところ 

ア      １から福山市沼隈町岩船鼻南端を見通す線上 20メートルの所 

イ      〃                    70メートルの所 

ウ      ２から沼隈町能登原千年漁業協同組合敷地東南角から護岸沿い南

西へ 9.5 メートルの地点を見通す線上 70メートルの所 

エ      〃           

〃                 20メートルの所 

 
地元地区 
福山市沼隈町 



 
免許番号            区第４３７号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市内海町横島防地地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウアを結んだ３直線によって囲まれた区域 

基 点 １  福山市内海町横島横田漁港船舶巻き上げ施設北側護岸付け根から

防波堤沿い東側に 15メートルの所 

〃   ２  内海町横島荷上場南側から１番目の防潮扉北端 

〃   ３  〃    弁天橋橋脚北端から海岸沿い北に 15メートルの所 

〃   ４  〃    荷上場南側付け根 

ア      １から２を見通す線と３から 60度の線との交点 

イ      〃         ４から 95度の線との交点 

ウ      ３から 60度の線と４から 95度の線との交点 

 
 
    地元地区 

福山市内海町横島 



 
免許番号            区第４１０号 

 
漁場の位置及び区域 
漁場の位置  福山市内海町田島横田漁港地先 

漁場の区域  次のアイ，イウ，ウエ，エアを結んだ４直線によって囲まれた区

域 

基 点 １  横田漁港東側防波堤突端 

〃   ２  １から防波堤沿い東へ 100メートルの所 

ア      １から田島西端を見通す線上 300メートルの所 

イ      〃             400メートルの所 

ウ      ２から 339度 400メートルの所 

エ      〃      300メートルの所 

 
 
    地元地区 

福山市内海町横島 


	広島県【別添】漁業権の情報一覧（区画）.pdf
	区画　別冊１.pdf
	区画　別冊２.pdf
	区画　別冊３.pdf
	１  公示番号            区第３９６号
	２  免許の内容たるべき事項
	１  公示番号            区第３９７号
	２  免許の内容たるべき事項
	１  公示番号            区第４２４号
	２  免許の内容たるべき事項

	区画　R２短期免許.pdf

